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研究の窓

社会保障と契約

本号の特集は，「社会保障と契約」というタイトルで，社会保障制度の中に現われる種々の契約に
ついて理論的解明を行うというものである。社会保障というと，年金保険（公的年金保険）に典型的
にみられるように，入口（被保険者資格の設定・認定）から出口（具体的な年金額等についての「裁
定」を経ての年金の受給）に至るまで公的に規制されており，民事法的な「契約」の観念を入れる余
地はない。公的年金保険の財政方式が積立方式から賦課方式（修正賦課方式）に変化したことに対応
して，年金を世代間契約と捉える考え方が提唱されているが，これは財政方式の説明ないしは年金の
基本的理念の理解に関するものではあっても，年金受給の法的関係に契約の要素が認められるように
なったわけではない（もっとも，企業年金のうちで私的性格の強いものにおいては，当然のことなが
ら契約的要素が見られる）。
その一方で，医療についてみると，わが国では，ドイツあるいはフランスのように社会保険制度を
用いて医療の給付を保障する方式を採用し，それに公費医療，医療扶助を組み合わせて国民に対する
医療の保障を行っている。その中心はいうまでもなく社会保険たる医療保険である。この医療保険の
場合，年金保険とは異なり，具体的な診療は，保険医療機関の指定を受けた病院・診療所の中から被
保険者・被扶養者が自由に選択して診療契約を締結して受診することになる。この医師（医療機関）
選択の自由は，わが国の社会保険医療の基本的特色といえるものであり，診療に当たった医師・病院
の側に過失があれば，診療契約上の義務違反（安全配慮義務違反）等に基づいて医師・病院の民事上
の責任（損害賠償責任）が問われることになる。もっとも，保険医療機関の指定を受けた病院・診療
所は，療養担当規則に従って診療を行わなければならず，具体的な診療内容とその対価（診療報酬）
を自由に契約で定めることができるわけではない。わが国で医師（医療機関）選択の自由が保障され
それが機能しているということは，他方で，医療提供にかかわる制度的仕組み，医療供給体制が整備
されていることを意味するのであり，この制度整備がなければ医師（医療機関）選択の自由は機能し
ない（最近の医師不足はこの制度に大きな綻びをもたらすものである）。国民に良質で適切な医療を
提供し保障するという観点から，一方で「医療」の持つ特性（患者の側に医療の質を判断する知識が
ない，とくに緊急を要する医療サービスについてはコストの適正さを合理的に判断することが難しい
等）に配慮して保険医療という形での公的規制を行いつつ，他方で，医師選択の自由を保障すること
で患者の側での個人的で多様なニーズ・その選好に最大限応えるという形での制度的仕組みが整えら
れているのである。
２０００（平成 １２）年 ４月に施行された介護保険は，従来，措置制度で行われてきた介護サービスを
社会保険の方式で提供するものである。措置制度においては，財源を公費および利用者・その家族か
らの費用徴収によりながら，行政が当事者のニーズ，所得調査を踏まえてサービスの要否，その内容
を一方的に決定するものであり，措置制度からの脱却，社会保険への移行は，高齢化の急激な進展で
要介護の高齢者が増加していた状況の下で，介護に対する社会的支援制度として不可欠なものであっ
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た。介護保険には，介護サービスの利用者たる要介護者自身がサービスの種類・内容を選択し，サー
ビス提供機関との間で介護サービス契約（介護保険契約）を締結し，実質的に現物給付の扱いとなっ
ている介護サービスを権利として利用できるなどの特徴があり，医療保険と共通する側面を数多く有
している。介護保険が対象とする介護は，要介護者の身体に直接触れる局面が少なくなく，医療保険
における医療と同様に，サービス利用者の選好を尊重する必要性が高く，この特性に配慮する必要が
あるからである（もっとも，要介護・要支援認定によって保険サービスとして受給できる給付の上
限が定められている，要介護認定を受けた被保険者が効率的にそのニーズを充足するためにケア・マ
ネージメントの手法が採用される，医療保険では混合診療は原則禁止とされているが，介護保険では
自らの費用で保険の枠を超えるサービスを自由に受けることができる等医療保険と相違する側面もか
なりある）。サービス利用者の選好を尊重する形で介護に対する社会的支援制度を設計する場合には，
できるかぎり要介護者自身にサービス提供機関，サービス内容の選択の自由を認める必要があり，契
約的手法はそのための重要なツールとなっている。
社会福祉サービスの分野では，「社会福祉基礎構造改革」を受けて，「措置から契約へ」の移行が時
代の大きな流れとなるが，障害福祉サービスの分野で，障害者が自らサービスを選択し，サービス提
供者と直接契約を締結し，市町村等はサービス利用者がその利用に要した費用を支援費として支給す
る支援費支給制度が導入され，その後，障害の種類ごとに異なっていた福祉サービスの一元化を図り，
利用したサービスに応じて障害者に利用料の原則 １割の自己負担を求めるとした障害者自立支援法が
制定・施行されている。保育所の利用においては，１９９８（平成 １０）年 ４月以降，利用者が保育所を（優
先順位をつけて複数）選択して市町村にその利用を申し込み，行政が決定した保育所にサービスの実
施を委託するという方式が採用されており，現在まだ利用者の側が選択した保育所との間で直接契約
を結び保育サービスを受ける制度が実施されるまでには至っていない。
こうしてみてくると，上記の医療，介護，福祉サービスといった，利用者の側に多様なニーズがあ
り，またその選好を基本的に尊重しつつ適切な公的規制を行う必要がある分野では，契約的手法は重
要なツールになるものである。しかし，他方，契約による自由な選択の保障といっても，実質的に選
択の可能性がなければいわば「絵に描いた餅」にすぎないものである。介護保険の分野についてはい
まなお深刻な施設不足の状況が指摘されており，利用者が介護サービスを自由に選択することができ
るというためには，供給体制を整備・充実することが不可欠の前提となる。民間企業・民間活力の導
入等，介護サービス主体の多様化はそのための手段であるが，現状では医療供給体制ほどには介護需
要に追い付いていないのである。

西　村　健　一　郎
（にしむら・けんいちろう　同志社大学教授）
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社会保障と契約の諸問題
―総論―

岩　村　正　彦

I　現代社会と契約

（1）	大学の法学部で法学を聞きかじったことのあ
る人はともかく，そうでない一般の人達は ｢契約」
と聞くと，途端に身がまえて，一歩引いてしまう
ように思われる。それは，｢契約｣ という言葉自
体が普段の生活からは縁遠い固苦しいものであっ
て，小難しく理屈を並べ立てる（そして，自分達
とは関わりがなく，かつ関わりたくない）法律の
世界のことであるという印象を与えるからなので
あろう。それは，実印が必要なのではと考えてし
まったり，弁護士や司法書士などが立ち合う様子
を思い浮かべたりしてしまうからなのかもしれな
い。こうした感覚は全く理由がないものではない
けれども，｢契約」と現実の日常生活との関わり
を適確に捉えているわけではない。
なぜなら，現代社会では，財・サービスの交換

（取引といってもよい。正確に言えば財・サービ
スの交換（取引）に関する当事者間の権利・義務
の設定）はもっぱら契約によって行われているか
らである。｢契約」というといかにも ｢おおごと｣
のように聞こえてしまう。しかしながら，実は，
一般市民の日常生活は，さまざまな契約を多様な
相手と場所と時間を変えながら取り交わすことに
よって成り立っている。法律上文書作成や目的物
の交付が成立要件とされているものを除けば，契
約は，当事者同士の口頭の意思表示の合致（たと
えば ｢○○を●●円で売ります｣ という意思表示
と「○○を●●円で買います｣ というそれとの合
致）によって成立し，特段の条件が付されていな

い限り，効力が発生する。したがって，小売店，
スーパーマーケットや百貨店で食料品や日用品を
買う，コンビニエンス・ストアでおにぎりや肉
まんを買う，レストランで食事をする，美容室・
理髪店でパーマ・カットをしてもらう，旅館・ホ
テルに宿泊するなどはすべて契約にもとづく財・
サービスの取引である。住居での電気・ガスの使
用もそうであるし，バス・鉄道・航空機に乗る，
高速道路を使うのもそうである。また自動販売機
でジュースなどを買うのも，インターネットで商
品を買うのも契約による。
このように言うと，自分たちが売り手やサービ
スの提供者・供給者と目的物である財・サービス
の価格やその他の契約内容を交渉して決めること
は実際上はないから，日常生活での財・サービス
の取引が契約にもとづくとは考えられない，自動
販売機で缶コーヒーを買うとか切符を買って（あ
るいは非接触型カードをタッチして）公共交通機
関に乗るときは機械が相手であって契約を結ぶな
どとは想像もできないという反応があるかもしれ
ない。しかし，規格化された財・サービスが大量
に取引されるにようになった 19 世紀末～ 20 世紀
初めの頃から，財・サービスの提供者が一方的に
交換（取引）条件を設定し，それにもとづいて財・
サービスの交換（取引）が行われるという現象は
存在し，早くからこれを法的に理論構成すること
が行われてきた 1）。交通機関の利用や自動販売機
での商品の購入についても，それを契約として構
成する法理論の構築が試みられてきている 2）。さ
らには，インターネットを介した財・サービスの
交換（取引）もそれが契約であることを前提とし
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て法的規制が行われている（電子消費者契約及び
電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律，
特定商取引に関する法律）。

（2）	以上では個人や世帯を想定して述べてきた
が，当然ながら営利事業・非営利事業を営む主
体（個人事業主，公益法人，株式会社等）につい
てもあてはまる。ただ，商取引を業として行う株
式会社等になると，かなり厳しい交渉を経て細か
く内容を取り決めて書面で契約を締結し，場合に
よってはその履行を法的手段に訴えるということ
も珍しくないから，前述の日常生活上の契約の諸
相とはかなり違ったイメージ，ある意味では本来
の ｢契約｣ のイメージに沿ったものとなる。さら
に今日では，財・サービスの交換（取引）にとど
まらず，当事者が一定の目的（たとえば品物や
サービスの品質の確保・向上など）を達成するた
めの手段として契約を利用することが多くなって
いる。
行政機関（国や地方公共団体等）がその活動に
必要な材・サービスを購入（発注）する場合も同
様であって，競争入札・随意契約といった締結過
程の差はあるにしても，やはり契約によって財・
サービスを調達する。行政機関が契約を用いるの
は，こうした財・サービスの調達だけではない。
非権力的行政の領域では，行政目的を達成するた
めのツールとして，行政機関が契約（公法上の契
約と称されるものや，行政契約といわれるもの）
を多用している。
このように現代社会では財・サービスの交換に
関する権利・義務の設定はもっぱら契約によって
行われ，さらには当事者が一定の目的（行政機関
が当事者である場合には，上述した行政目的も含
む）を達成するための手段として契約が用いられ
ている。今日の私法学（民法，商法など）が契約
に強い関心を寄せ，主たる研究の対象の一つとす
るのも当然であるし，それ以外の分野の実定法学
（たとえば行政法学）が契約をしばしば取り扱う
のも必然的といってよいだろう。

II　契約の再発見と伸張

上述のように現代社会では契約が重要な位置を
占めているにもかかわらず，社会保障法学は，最
近になるまで，財・サービスの交換（取引）に関
する権利・義務関係を設定する法的ツールとして
の契約や一定の目的（とくに政策上の目的）を達
成するためのツ一ルとしての契約にはほとんど興
味を示してこなかった。上述した現代社会におい
て契約が占める位置を考えると不思議といっても
よい。そこで，まず社会保障法学がなぜ契約に対
して強い関心を抱いてこなかったかについて考察
しよう。しかし，現実には，社会保障において契
約は従前から存在してきたのであり，介護保険の
施行以後は契約の存在感は大きくなりつつある。
これについても検討をくわえよう。

1	 薄い契約への関心
（1）	社会保障法学が契約に関心を示してこなかっ
たことについて，まず考えられるのは，つぎのよ
うなことである。大雑把にいえば，社会保障法学
の主たる問題関心は，生存権を定める憲法 25 条
の理念（と論者が考えるもの）の実現を目標とし
て掲げ，ある時点における個別の制度の設計のあ
り方や運用を生存権の理念（と論者が考えるもの）
に照らして批判し（実際には厚生労働省と与党（現
実には自由民主党）を批判し），生存権の理念（と
論者が考えるもの）に沿う，「あるべき」制度設
計や運用を示すことにあったのであり，かつ現在
でも主たる問題関心はそこにあるといってよい。
こうした問題関心に立つ結果として，社会保障
法学が取り上げてきた（そして現在でも取り上げ
る）のは，国（ここでは地方公共団体も国と同一
視される）と生存権の要求者たる国民との間の関
係である。具体的には，たとえば，国は，ある範
疇の人々に社会保障のある制度から給付を支給す
べきかどうか，またはより高い水準の給付を支給
すべきかどうかという制度設計または政策のあり
方を問うのである。あるいは，社会保障のある制
度からの給付の支給を拒否された者，または低い
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給付しか支給されない（給付水準の引き下げによ
る場合も含む）者が，その措置の憲法 25 条適合
性を争う訴訟を提起したときに，それを支える法
的主張を構築するなどによって支援するのであ
る。こうした視角からの問題の捉え方では，契約
をめぐる問題はまず関わってこない。

（2）	つぎに考えられる理由は，上に述べたことと
関係しているが，社会保障の給付に関する権利義
務関係の特質が挙げられよう。広義の社会保険
（公的医療保険，公的年金，労災保険，雇用保険）
では，公的医療保険の現物給付（療養の給付およ
び現物給付扱いの給付（家族療養費等））や福祉
事業等が支給する給付 3）を除いて，給付に関す
る権利義務関係の形成（もしくは形成の拒否）ま
たは変更は，給付支給機関（社会保険の保険者や
地方公共団体等）の行う行政処分によって行われ
る。公的年金の各種給付，労災保険の年金・一時
金（障害補償給付や遺族補償給付等）などが典型
例である 4）。介護保険，障害者自立支援，児童手
当・児童扶養手当，生活保護等の給付についても
同様である 5）。措置制度の下での社会福祉の現物
サービスに関する法律関係も措置権者（多くの場
合は市町村長）による行政処分によって形成（も
しくは形成拒否）または変更される。
こうした特質のため，給付の支給機関（社会保
険の各保険者および地方公共団体）と給付の受給
者（被保険者等）との間の権利義務関係にのみ着
目する限り，取り上げる法的問題は必然的に支給
機関が行った処分の違法性（違憲性）や国家賠償
となる。契約は考察の対象には入ってこないので
ある。

（3）	 3 番目の理由は，社会保障法と民法との関係
に関して社会保障法学が抱いている見方である。
かつての労働法学の主流が，労働法は市民法（具
体的には民法）とは異なる法原理に立脚してお
り，市民法を克服するものであると考えていたの
と同様に，社会保障法学においても，社会保障法
は市民法原理を修正・克服するものと捉えてきた
6）。典型的には，扶養がそうであるが（私的扶養

から社会的扶養へ，といった命題にそうした見方
が反映されている），社会保障法学は契約法も含
めた民法（市民法）一般を修正・克服すべき対象
として考えてきたといってよい。こうした見方の
もとでは，契約を正面から捉えて考察する発想は
湧きにくいし，むしろ契約を否定的に捉える方向
に傾くことになる。

（4）	もう一つ考えられる理由は，民法等の歴史の
ある実定法分野と異なり，社会保障法の領域では
法学的研究の素材となりうる判決が少なかったこ
とである。実定法の各領域の重要な判決をピック
アップし，それぞれに解説を付した法学の代表的
な教材に『判例百選』があるが，1977 年に刊行
された『社会保障判例百選』の初版では，収録す
べき判決が 100 件集まらず，裁決例をも取り上げ
ることで『百選』の体裁を整えていた。1974 年
刊行の『民法判例百選』が 2冊本で，かつ収載し
た判決が最上級審（最高裁および戦前の大審院）
のものばかりであることと比べると，違いの大き
さははっきりしている。2版（1991 年）では判決
のみの収録となり，最新の 4版はより充実度を増
しているものの，労働法学も扱う労災保険・雇用
保険の判決を除いてしまうと，取り上げる価値の
ある判決は依然としてそれほど多くない。加え
て，判決が多いのは，公的年金や生活保護など，
前述した行政処分によって権利義務関係が形成
（もしくは形成拒否）または変更される分野であ
る（福祉の分野は判決が非常に少ない）。したがっ
て，後述する公的医療保険の分野を除けば，契約
が争点となっている判決は乏しい。
『社会保障判例百選』は社会保障分野の判決を
網羅しているわけではないから，ここで指摘した
ことがそのまま社会保障法の全体に当てはまると
捉えることをは必ずしも当をえない。それでも，
検討に値する判決，しかも契約を扱う判決の少な
さは，契約が社会保障法学の関心を惹いてこな
かった背景の一つであることを示す証左であると
いってよいだろう 7）。
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2	 存在感の高まる契約
（1）	前述のように社会保障法学の関心は薄かった
が，従前から，契約をめぐる問題は社会保障法の
領域でさまざまな形で存在していた。その良い例
が公的医療保険である。先に触れたように，公的
医療保険は契約が重要な局面で登場する。公的医
療保険のもっとも基本的な給付である療養の給付
の支給は，被保険者が選択する保険医療機関が担
当するが，このときの被保険者と保険医療機関と
の間の権利義務関係は診療契約にもとづくと解さ
れている 8）。医療機関が療養の給付等の社会保険
診療を担当するためには，厚生労働大臣（実際に
は地方社会保険事務局長）に申請をして指定を受
けることを要するが，厚生労働省は，この指定に
よって，地方社会保険事務局長と保険医療機関と
の間で契約（公法上の契約）が成立すると解して
いる 9）。公的医療保険の各保険者は，診療報酬の
審査および支払いの事務を社会保険診療報酬支払
基金または都道府県国民健康保険連合会に委託し
ているが（健保 76 ⑤，国健保 45 ⑤等），基金等
が支払いの委託を受ける関係は公法上の契約関係
であると解されている 10）。
このように，公的医療保険では，多数の当事者
間の権利義務関係のうちの相当重要な部分が契約
によって形成・規律される。公的医療保険と契約
をめぐる問題については別稿（石田論文）が用意
されているので，ここでは詳細には立ち入らない
が，上記のうち，保険医療機関の指定 および保
険者による社会保険診療報酬支払基金等への支払
の委託については，判例研究といった形ではある
が研究の蓄積がある。これに対して，保険医療機
関と被保険者（患者）との間の社会保険診療に関
する権利義務関係という，公的医療保険のもっと
も基礎的な法的関係を規律する診療契約について
の研究は，民法学の立場からのものが多数を占め
ており，社会保障法学から検討をしたものは少な
い。保険診療にかかる診療契約の考察には，公的
医療保険との関係を視野に入れることが必要であ
り，そうした見地からの検討は社会保障法の研究
者こそが行うべきはずであると思われるが，社会
保障法学の関心は非常に薄いのである 11）。

（2）	社会保障の他の領域についても，状況は，程
度の差はあるものの，ほぼ同じであるといってよ
いだろう（給付に関する権利義務関係の形成（も
しくは形成の拒否）または変更が行政処分によっ
てのみ行われる分野を除く）。それだけではなく，
契約という仕組みを持ち込むこと自体に対して強
硬な抵抗が存在するのが実状である 12）。
しかし，本誌で用意されている他の論考が示す
ように，社会保障法において契約は確固たる地位
を有しているから，社会保障法学も今後本格的に
契約の法的検討に取り組む必要があろう。それに
よって，たとえば民法学の立場からの考察では必
ずしも視野に入ってこない社会保障の特質なども
考慮した検討を行うことが可能となり，社会保障
法学の発展に寄与するであろうし，ひいては社会
保障法と交錯する他の実定法学分野に対する刺激
ともなるであろう。実際，2000 年 4 月の介護保
険の施行，さらには 2003 年 4 月の障害者の支援
費の施行に伴い（支援費は 2006 年 4 月から障害
者自立支援に移行），社会保障の領域での契約の
存在感は顕著となる。それに触発されて，介護保
険や障害者自立支援の分野での契約の法的問題を
考察する研究も増えてきている。社会保障法学も
変わりつつあるといってよい 13）。

III　契約の新しい展開

ここまでは，わが国の実定法でいうところの法
的な意味での ｢契約｣ について主として論じてき
た。もう少し目を広げてみると，たとえば先進諸
国で見られる最近の傾向として，社会保障の領域
で，一定の政策目的を達成するために，契約（ま
たは合意・約定・協定）をツールとして用いてい
ることに気がつく。その一つのタイプは，高い失
業率を背景に，失業状態・就職困難状態にある者
により就職意欲を持たせるための手段として，失
業関連給付支給機関等と受給者との間で契約また
は合意・協定を結ぶというものである。また，社
会保障の各分野におけるさまざまな政策を実現し
ていくために，所轄行政当局と社会保障機関との
間で協定や契約を締結するというタイプも存在す
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る。さらには，社会保障の制度設計の基本につい
て，国（政府）と被保険者・受給者との間の ｢約
束｣ といったことが言われることもある。

1	 契約による動機付け
（1）	フランスでは，長期失業問題を背景とし
て，社会党政権下の 1988 年に社会保険の所得保
障給付や社会扶助を受けることができない貧困
者を対象として最低生活を支えるための所得保
障を行う RMI（Revenu minimum d’insertion：
｢最低参入所得｣ 等と訳される）を創設したが，
RMI の受給にあたって，受給者は地区参入委員
会（commission locale d’insertion。2004 年から
は RMI の事務の地方分権化によって県議会議長）
と，受給者が日常生活の改善，職業指導・訓練，
適切な職業活動などに従事し，地区参入委員会
（現在は県議会議長）は参入のための活動に参加
するための支援を行うことを内容とする ｢参入契
約｣（contrat d’insertion）を締結する。この ｢参
入契約｣ が受給者の正当な理由のない行為によっ
て作成されなかったとき，または受給者側の責め
に帰すべき理由で締結・更新されなかったとき，
もしくは遵守されなかったときには，RMI の支
給停止の措置が取られうる。
この RMI は，保守政権の下で，2009 年 6 月 1

日からRSA（revenu de solidarité active：｢活動
的連帯所得｣ 等と訳される）に移行することと
なっている。RSAにおいても，①就労可能な受
給者の場合は，雇用事務所（le Pôle emploi：職
業紹介，就職指導，失業保険給付を一括して扱う
機関）との間でPPAE（Projet personnalisé d’accès 
à l’emploi：個別的就職計画）を作成し（雇用事
務所の担当者が作成した計画書に受給者が署名
し，担当者は受給者が当該契約を受諾したか拒否
したかを記載した調書を受給者に交付する），も
しくは場合によってそれ以外の雇用支援機関との
間で就職に関する双務的約定を取り交わし，②住
居や健康上の理由で求職活動が当面できない者の
場合は，社会的参入または就職に関する双務的約
定を県（県議会議長が代表する）と取り代わす。
そして，これらの計画や約定が受給者の正当な理

由のない行為によって作成されなかったとき，ま
たは受給者が正当な理由なくこれらの計画等を遵
守しなかったときには，RSAの支給は停止され
うる 14）。
失業保険給付についても，2001 年に導入され
た PARE（Plan d’aide au retour a l’emloi：雇用
復帰支援計画）も契約という考えに立っており
（したがって，契約に署名しなかったり，正当な
理由なく遵守しないと給付が停止される），今日
ではその後継制度である上述の PPAE に受け継
がれている 15）。

（2）	イギリスでも，保守党メージャー政権下の
1995 年に求職者手当法（1996 年 10 月施行）に
よって従来の失業給付等に代えて Jobseeker’s 
allowance（求職者手当）を新設し，職業センター
（Jobcentre Plus）で担当者と求職者面接を行っ
て，就職しようとしている仕事，求職活動と就職
の機会を増やすために行うべきこと，および担当
者側で求職者を支援するために行う活動の詳細を
記載した求職者同意書（Jobseeker’s agreement）
を作成し，それに署名することを同手当の受給の
条件とした 16）。
さらに最近では，ドイツでも，社会民主党のシュ

レーダー政権の下で，ハルツ改革の一環として，
2005 年 1月に失業扶助制度と社会扶助制度の統合
が行われ，それによって稼働能力はあるが十分な
資産や収入のない失業者に対する失業給付 II が新
設された。この失業給付 II の受給には，雇用エイ
ジェンシーとの間で，再就職に向けての給付内容
やサービスについての統合協定を締結することが
必要とされている。そして，この統合協定を締結
しない場合や，統合協定上の義務を履行しない場
合等には，給付の削減や廃止がありうる 17）。

（3）	稼働能力のある困窮者に対する最低所得保障
に関して，このように契約（または約定・協定等）
という手法が用いられるようになったのは 18），大
量の長期失業者が稼働能力があるにもかかわらず
就労を通して社会参入（自立）できずに，困窮し，
社会から排除されてしまうという事態の下では，
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最低所得保障をするだけでは問題の解決に至らな
いという認識がある。こうした困窮者を社会参入
（自立）へと導くためには，健康状態の改善，日
常生活の立て直し，職業訓練等に参加する必要が
ある。そのための動機付けの手段として契約を用
いるのである。
もちろん，そうした社会参入のための活動への
参加に向けての動機付けは，支給機関による高権
的な監督・指導とそれに従わない場合の給付支給
の停止・廃止措置によっても可能である。それに
もかかわらず契約を用いるのは，おそらくは，こ
うした高権的な手法よりも，社会参入（自立）の
支援を担当する相談員等と面談をし，納得と合意
のもとで社会参入（自立）のためのプログラムを
策定し，それを契約（約定・協定等）という形式
にして受給者が署名をすることによって，受給者
に社会参入（自立）に向けた自覚と動機付けを付
与し，あわせてプログラムを遵守して社会参入
（自立）のための活動に参加する責任感を持たせ
る（それは，正当な理由のない契約の不履行は給
付の停止という効果を持つということで裏打ちさ
れる）という手法の方が適切と考えられたことに
よる。
他方で，長期失業の深刻化とともに，就職困難
者については，単に受動的に職業紹介をしたり，
本人希望の職業訓練をそのまま受けさせるので
は，就職に結びつかないことが明瞭となり，個々
の就職困難者について，担当者を決めて，個別的
に評価等を行って，本人の能力・技能および労働
市場の状況に鑑みた職業訓練プログラムの策定・
提供や研修先の確保等の必要な支援を行うことが
効果的と考えられたことも背景といえよう。そし
て，社会参入（自立）のためのプログラムを契
約（約定・協定等）とすることは，受給者に対し
て何をすべきかという支給機関側の責務を明確化
し，受給者に対する指導・支援に積極的に取り組
ませるという意義があるといえよう。

（4）	わが国でもこうした手法が用いられている
か，そして採用可能かは問題となる。わが国の生
活保護では，高齢者世帯と傷病者世帯を除く世帯

の保護受給期間の長期化等を背景として，2005
年度から ｢自立支援プログラム｣ を導入し，さら
に 2009 年度から ｢『福祉から雇用へ』推進 5か年
計画｣ を実施している。しかし，自立支援プログ
ラムには受給者との契約（約定・協定等）という
考え方は持ち込まれていない。おそらくは，現行
法上，自立支援プログラムは，ケースワーク（生
活の維持・向上等保護の目的達成に必要な指導・
指示）の一環としてしか位置づけられず（生保
27），自立支援プログラムに参加しなければ直ち
に保護の変更・停止・廃止の処分ができるという
ものではないこと（生保 27 ②③，62 ①②参照）
によるものと考えられる。
他方で，雇用政策の領域では，たとえば 2008
年度第 1次補正予算で導入された，雇用保険給付
の受給資格のない失業者に職業訓練中の生活保障
給付を提供する ｢技能者育成資金制度｣（2008 年
第 2次補正予算で拡充）が，契約によって失業者
に生活資金を提供する仕組みを採用している点で
注目される。この制度は，失業者との間で生活資
金の貸付契約を締結し（法的には金銭消費貸借契
約），職業訓練で成果を上げて修了し，終了後一
定期間積極的な求職活動をした等の要件を満たせ
ば貸付金の返還が免除されるという構造である。
事後的に貸付金の返還が免除されるので，見方に
よっては，事実上失業者に対する生活扶助として
の意味を持つ制度である。かつ，免除要件は受給
者に就職に向けた訓練等への動機付けを与えるよ
うに設定されている。ただ，この技能者育成資金
は，雇用保険の給付ではなく，また既に指摘した
ように，資金の貸付である。したがって，フラン
ス等で見られる社会保障給付の支給と組み合わさ
れた契約の仕組みとはやや性格を異にするといえ
よう。
このように長期失業による困窮者や若年者で安
定した職に就くことができず困窮する者に関して
も給付の支給と契約（約定・協定等）とを連携さ
せる手法はわが国でもその萌芽を見ることができ
る。今後これがさらに用いられるようになるかは，
先行している先進諸国でも，契約（約定・協定等）
を使うことについて肯定的評価と否定的評価とが
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あることをどう見るか，行政処分によって給付に
関する権利義務関係を形成・変更するという現行
法の仕組みと給付支給機関等と受給者との間との
契約という技法との関係を法的にうまく整理でき
るか，そもそもこの領域に契約という技法を持ち
込むことがわが国の国民の思考になじむか 19），と
いったことに左右されよう。

2	 政策目的達成のための契約
（1）	契約を手段として用いるもう一つのタイプ
は，国の社会保障に関する一定の政策目的を達成
するために契約（約定・協定等）を用いる場合で
ある。
一つの例はフランスの公的医療保険の領域に見
いだすことができる。フランスでは増大する医療
費と公的医療保険の赤字の累積に対処するため
に，医療費のコントロール政策が改廃を経ながら
相次いで行われてきた。この医療費コントロール
政策の中で，契約（約定・協定等）という手法が
採用されている。
たとえば，国の行政当局と，被用者医療保険金
庫とは，社会保障財政法律を勘案しつつ，署名両
当事者の双務的約定たる ｢目標と管理運営に関
する協定｣（convention d’objectifs et de gestion）
を締結する（協定の有効期間は最低 4年）20）。こ
の協定は，複数年にわたる管理運営の目標，その
目標を達成するために金庫が用意する業務遂行の
手段および両当事者がこれらのために実施する諸
方策・諸活動を定める。とりわけ，公衆医療政策，
医療従事者の人数に関する政策，医薬品政策およ
び医療へのアクセスからの排除対策の領域におけ
る政府の複数年活動計画に言及するとともに，給
付のコントロール計画を定めることとなってい
る。また，この協定の附属協定（毎年締結される）
では，開業医部門の医療費支出の目標およびそれ
を達成するための方策を定める。さらに，この協
定の実施は，今度は，被用者医療保険全国金庫と
県の被用者医療保険初級金庫との間で締結される
｢管理運営に関する中期協定｣ の対象となる。国
と全国金庫との間の全国レベルで協議・締結され
る協定において，国の定める政策目標に照らして

定めた目標の達成を，さらに各県レベルで全国金
庫と初級金庫の間で締結する協定によって実現し
ていく仕組みが作られているのである。
病院等の医療施設については，州病院庁

（Agence régionale d’hospitalisation） が， 各 医
療施設との間で，最長 5 年間の ｢目標と手段に
関する中期契約｣（contrat pluriannuel d’objectfs 
et de moyens）を締結し 21），州医療体制整備計
画（Schéma régional d’organisation sanitaire: 
SROS）を基礎に州の医療施設の政策的計画を定
め，各医療施設について，終末期医療に関する
サービス，行う公益的活動（医師の研修，社会的
排除対策等）等の他，場合によって，診療活動お
よび許可を得ている高価な医療機器の利用に関す
る量的目標を設定する。

（2）	以上のようなフランスの手法は，わが国では
独立行政法人制度において，主務大臣による中期
目標の設定，それを受けての法人による中期計画
の策定と主務大臣によるその認可，そして計画達
成状況の評価という手法 22）と実際上は同じ機能
を果たしている。同様の機能を狙っているのに，
フランスでは契約という発想・手法を使用してい
るところが興味深い。これはフランスの行政手法
一般と関係することであり，軽々に評価できない
が，被用者医療保険全国金庫等に関していえば，
主務官庁は後見的監督（tutelle）の権限を有して
いるだけで，法令上は金庫の自律性が強いという
ことがあり，契約という手法が採用されていると
考えられる。

3	 政府の約束
（1）	公的年金制度については，それぞれの世代の
保険料拠出について政府が将来の年金給付を約
束しているというようなことがしばしばいわれ
る。このことはこれまでの公的年金改革で給付水
準を引き下げる方向で手直しをする際にも意識さ
れており，過去の拠出実績を大きく損なわないよ
うに，10 年～ 15 年程度の期間をかけて給付水準
を引き下げることが行われている。また，基礎年
金の税方式への転換の可否をめぐる議論において
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も，税方式への転換を否定的に評価する論拠とし
て，これまでの保険料拠出者に対する約束を反故
にすることはできないということがいわれること
もある。
確かに，政治的にはこうした ｢約束｣ は意味が
あろう。一般の被保険者は，公的年金への自分の
保険料拠出によって将来の自分の年金を積み立て
ているという感覚を，そして年金の受給者は過去
の自分の保険料拠出の見返りとして今の年金を受
給しているという感覚を持っていて，そうした感
覚に依拠して，政府との間で公的年金についての
約束があると思っていることが多い。そのため，
こうした一般の被保険者や受給者の期待や思いに
反する年金給付の水準や打ち切りを行う改革をし
ようとすれば，政治的に大きな反発に出会うこと
は必至である。その意味では，この ｢約束｣ は政
治的には意味があるといえよう。しかし，この ｢
約束｣ は法的には拘束力はない。なぜなら，そも
そもこの約束は法的な意味での ｢契約｣ には該当
しないからであるし 23），公的年金の給付の手直
しは，法律改正によって行われるところ，立法者
である国会は法的には憲法にのみ拘束されるから
である。したがって，たとえば給付水準を引き
下げる公的年金各法の改正が効力を持つかは，上
述した政府が行った（と考えられる）｢約束｣ に
反したかではなく，憲法の諸規定（14 条，25 条，
29 条等）に適合するかによって決まる。

（2）	同様のことは，公的年金以外の領域について
も当てはまる。たとえば，公的医療保険でも，一
部負担金の負担率の引き上げ，保険診療で扱う治
療の削減や入院日数の上限設定等の法令改正は，
保険料水準が変わらなければ，民間保険的な発想
では，｢約束｣（保険料負担に対して提供する保険
給付の内容・水準との双務的牽連性についての ｢
約束｣）に反すると捉えられるかもしれない。し
かし，法改正であれば，公的年金のときと同じよ
うに，憲法適合性があるかで効力の有無は決まる
し，政省令改正であれば，まずは上位規範である
法律の委任の範囲内であるかで効力の有無が決定
される（政省令でも直接的に憲法適合性が問題と

なることはある）。

IV　おわりに

社会保障と契約の問題は，従来から存在してい
たにもかかわらず，社会保障法学があまり関心を
抱いてこなかったものであり，介護保険の施行以
後研究の対象となってきたといっても，未だ充
実した研究の蓄積があるという状況ではない。し
かし，本稿で検討してきたように，社会保障法学
が取り組む必要のある課題は少なからず存在する
し，今後，さらに新しい課題も出現すると考えら
れる。保育所の利用関係がその一例であり，本稿
で垣間見た先進諸国のように，最低所得保障と自
立支援との連結を図る手段としての契約ももう一
つの例である。本稿で触れたように，そして本誌
の各論考が考察しているように，契約は社会保障
の各領域に存在しており，それぞれの分野の契約
毎に，特徴や独特の法的問題が存在する。他方で，
そうした各分野に存在している契約を，分野横断
的に鳥瞰することで，社会保障と契約についての
新しい法的考察の可能性も開けるかもしれない。

* 本稿は，2008 年度厚生労働科学研究費補助金を
受けた ｢最低所得保障制度の再構成｣（研究代表
者 : 岩村正彦）の研究成果の一部である。
** 本稿では，文献の参照は最小限とした。また外
国法の条文番号等を掲記することも避けた。

注
  1）		 約款（フランス法に由来する ｢附合契約｣ と
いう表現が使われることもあるが，最近は約款
という表現を用いることがほとんどである）と
して論じられる。大村〔2003〕35 ～ 36 頁参照。

 2）		 ｢事実的契約関係｣ の理論などがある。大村
〔2003〕21～ 22 頁参照。
 3）		 社会保険の福祉事業等が被保険者等に行う給
付は一般には契約（贈与契約または負担付き贈
与契約）にもとづくものと考えられている。た
だし，労災保険の労働福祉事業（現在の社会復
帰促進等事業）として支給される就学援護費に
ついて，判例は，行政庁（労働基準監督署長）
によるその不支給の決定は行政処分であると法
的性質決定をしている（最 1小判平成 15・9・4
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労判 858 号 48 頁）。したがって，社会保険の福
祉事業等として支給される給付であっても，そ
の支給に関する法律関係の形成（または形成拒
否）や変更が行政処分によるものがありうるこ
とになる。

 4）		 もっとも，給付の支給に関する法律関係の形
成（または形成拒否）や変更に関する行政処分
の法的効果等には制度によって微妙な違いがあ
る。公的年金等の所得保障に関する給付につい
て，岩村〔2001〕を参照。

 5）		 介護保険や障害者自立支援では，居宅介護
サービス費（介護保険）や介護給付費（障害者
自立支援）等の支給は，代理受領の仕組みによっ
て，公的医療保険の療養の給付の支給と同じよ
うな外観を呈する。しかし､ 公的医療保険の療
養の給付とは異なり，介護保険等の場合は，行
政処分たる要介護認定（介保 27）や障害程度区
分の認定（障害自立支援 21 ①），介護給付費等
の支給要否決定（障害自立支援 22 ①）､ 介護給
付の支給決定（障害自立支援 29 ①）によって給
付支給の有無，支給される給付の内容や量等が
決まる。したがって，介護保険・障害者自立支
援における居宅介護サービス費等の支給に関す
る市町村（介護保険の保険者および障害者自立
支援の実施者）と被保険者・障害者（児童の場
合はその保護者）との間の権利義務関係は行政
処分によって形成・変更される。

 6）		 近年に至るまで，社会保障法を最初から専攻
する研究者の養成はごく限られた大学でのみ行
われていたにとどまる。そのため，最初は他分
野を専攻する研究者として出発し，後に社会保
障法も研究するようになった者が多く､ とくに
筆者も含めて労働法研究者から社会保障法研究
者となった者が多数いる。このことが､ 本文で
述べた労働法学的発想が社会保障法学に影響を
与えた可能性があろう。

 7）		 実定法の研究者の養成過程では，判例評釈・
判例研究が重要な位置を占める。社会保障法の
領域で契約を争点とする判決が少ないことは，
研究者となるための習練の中で，契約をめぐる
法的問題を考える機会が少ないことを意味する。
このことも社会保障法学の研究者が契約への関
心がそれほど強くない理由であろう。

 8）		 このことは，たとえば，保険診療の過程で発
生した医療過誤を理由に被害者側が保険医療機
関側に対して損害賠償を請求する場合，診療契
約の債務不履行を根拠とすることに示されてい
る。療養の給付以外の医療に関する保険給付（家
族療養費等）にかかる保険診療についても，保
険医療機関と患者との間の権利義務関係はやは
り診療契約にもとづくと解されている。

 9）		 厚労省〔2003〕482 ～ 483 頁。なお，厚生労
働省によれば，地方社会保険事務局長は，保険

者に代わって，契約を締結する。
10）		 最1小判昭和48・12・20民集27巻11号1594頁。
支払委託の関係が公法上の契約関係である効果
として，保険医療機関の取得する診療報酬債権
の相手方（債務者）は，保険者ではなく，社会
保険診療報酬支払基金または都道府県国民健康
保険連合会である（同判決）。

11）		 社会保険診療にかかる診療契約の法的構造と
その内容は，理論的に重要であるが，現実の法
的問題の処理のあり方にも影響を及ぼす。その
一例として，一部負担金の未払い問題がある（未
収金〔2008 年〕参照）。また，保険医療機関が，
より進んだ，しかし社会保険診療では認められ
ていない治療法ではなく，社会保険診療で認め
られている治療法を用いた場合に，診療契約の
債務不履行となるかという問題もある（参考・
最 3小判平成 13・11・27 民集 55 巻 6号 1154 頁）。

12）		 最近の例としては，保育所の入所関係の契
約方式への切り替えをめぐって，2009 年 2 月
に ｢次世代育成支援のための新たな制度体系
の設計に関する保育事業者検討会｣ に対して各
保育団体が提示した見解のうち，とくに日本保
育協会の見解がある（http://www.mhlw.go.jp/
shingi/2009/02/s0216-3.html）。もっとも，ここ
での契約方式への抵抗は，既存の認可保育所を
運営する保育事業者の保育園運営に関する参入
規制の緩和への強い抵抗，一部負担金の徴収等
の事務負担増への警戒を主たる要因としている。

13）		 いままで存在しなかった事象， 気づかれな
かった事象､ または社会・経済状況の変化によっ
てそれまでとは異なる意味を持つようになった
事象などを研究課題とすること，新しい法制度
の設計のあり方に関わる研究テーマを選ぶこと，
新制度の導入に伴う法的問題の検討を企図する
ことは，新規性，独創性を追求する研究者とし
ては当然のことである。その意味では，社会保
障法研究者が，それまで契約とは無縁と考えら
れていた高齢者の介護と障害者福祉の領域に契
約が入ってきたことをきっかけとして，契約を
めぐる法的問題に関心を寄せることはごく自然
といえる（筆者もその一人である）。そして，他
の実定法分野でもそうであるが，社会保障法で
は政策の新規政策の打ち出しや法令改正が頻繁
であるため，新しい課題を追いかける傾向が一
層強く，その意味でも介護等の領域における契
約が研究テーマとして選ばれるのは不思議では
ない。ただ，社会保障法学が抱えている問題は，
新しい事象をつぎつぎと追っていくために，一
過性となりがちで，後に続く研究の基盤となる
業績の蓄積がなかなか進まないというところで
ある。

14）		 RSAについては，関根〔2009〕を参照。
15）		 Supiot は，人の行動の標準化（la normalisation 
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de comportements），個々人の目標の契約化（la 
contractualisation d’objectifs individuels）として
分析している。Supiot〔2005〕pp. 259 ～ 261.

16）		 イギリスについては，齋藤〔1995〕，丸谷〔1997〕
を参照。

17）		 ドイツについては，JILPT〔2006〕を参照した。
18）		 ただし，フランス等で用いられている「契約」
（合意・協定等）が，民法等が考える本来の意
味での契約なのかについてはそれぞれの国で議
論がある。フランスでの議論の概要については，
Supiot〔2005〕pp. 260 ～ 261を参照。

19）		 契約を用いることに対しては，困窮していて
弱い立場にある受給者に対する契約締結の押し
つけになる，自立や就職のための活動が成果を
挙げないことが契約不遵守として受給者の責任
にされる，支給機関等の側の責任逃れの口実に
なる，といった批判・反発が予想されよう。

20）		 この協定は公的医療保険にのみ関するわけで
はなく，被用者老齢保険年金全国金庫，家族手
当全国金庫，社会保障諸機関中央庁（Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale: 
ACOSS）との間でも締結される。

21）		 この契約については，デクレによってモ
デル契約が定められている。Décret n° 2002-
780 du 3 mai 2002 fixant le contrat type des 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
mentionnés à l’article L. 6114-3 du code de la 
santé publique.

22）		 政府管掌健康保険を引き継いだ公法人たる全
国健康保険協会の場合は，独立行政法人とは異
なり，毎年事業計画を定めて厚生労働大臣の認
可を得ることとなっている。公的年金業務を引
き継ぐ 2010 年 1月発足の公法人たる日本年金機

構の場合は，独立行政法人と同じである（ただ
し独立行政法人通則法の適用対象ではない）。

23）		 わが国の民法学では，契約とは，法的には，
当事者が取り交わす合意のうち，法的拘束力の
あるものと解されている。内田〔2007〕12 頁参照。
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介護保険法および障害者自立支援法と契約

中　野　妙　子

I　は じ め に

1990 年代末から 2000 年代前半にかけて，わが
国の社会福祉分野では，「措置から契約へ」とい
う言葉に表される改革が進められた。介護保険法
の施行，社会福祉基礎構造改革による障害者福祉
各法での支援費制度の導入，そして支援費制度に
代わる障害者自立支援法の施行 1）により，高齢
者福祉および障害者福祉の領域に契約方式が導入
されたのである。
基礎構造改革以前の福祉サービスの提供は，措
置方式と呼ばれる方法によっていた。すなわち，
市町村等が行政処分によって福祉サービスの提供
の有無および提供する具体的なサービス内容を決
定し，必要に応じてサービスの提供を社会福祉法
人等のサービス提供者に委託するという方法であ
る。周知のとおり，措置方式の下では，行政処分
の一方性に起因する利用者の法的地位の弱さ，福
祉サービスの申請権および受給権の否定，サービ
ス提供決定に際しての行政裁量の広さなどが問題
視された。
これに対し，基礎構造改革後の契約方式の下で
は，サービス利用者が，サービス提供者と直接に
契約を締結し，利用する福祉サービスの内容を決
定する。そして，契約に基づきサービスが提供さ
れた場合，行政がサービス利用者にその費用を支
給する。また，規制緩和により，社会福祉法人以
外にも多様な民間事業者が福祉サービスの提供に
参入することとなった。このような契約方式の導
入の主たる目的は，福祉サービス利用者の自己決

定や選択権の尊重を図ることであった。
しかし，高齢者・障害者は，加齢や障害のため
に，契約内容の理解力および契約締結能力が低下
し，あるいは失われていることがしばしばある。
そのため，これらの者が契約方式の下で福祉サー
ビスを適切に利用できるようにするためには，利
用者の権利を擁護するためのシステムが欠かせな
い。この問題については，既に多くの議論の蓄積
があり 2），また，本特集においても別稿が用意さ
れている。
そこで，本稿では，介護保険および障害者自立
支援制度の下で締結される福祉サービス利用契約
が，利用者擁護の必要性以外にいかなる特徴や課
題を有するのかについて，二つの契約の法的構
造・法的性質の異同に留意しつつ検討を試みるこ
ととしたい。以下では，介護保険を利用するため
に利用者が事業者・施設と締結する契約を介護契
約，障害者自立支援法の下で締結される同様の契
約を障害福祉契約と呼ぶ。なお，介護保険法およ
び障害者自立支援法では，介護保険給付または自
立支援給付のみでは対応できないサービスの需要
について，利用者とサービス提供者の間の自由契
約に基づき，上乗せ・横出しの法定外サービスを
併用することが認められている。しかし，本稿で
は，このような自由契約の部分は検討の対象外と
し，介護保険法および障害者自立支援法による給
付の対象となるサービスの利用にかかる契約のみ
を取り扱うこととする。
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II　介護契約および障害福祉契約と給付決定

1	 	 行政の給付決定による契約への制約
まずはじめに，介護契約・障害福祉契約の法的
構造の特徴を，契約締結前の段階から締結に至る
までのプロセスを順に追いつつ，検討していくこ
ととしたい。
介護保険または障害者自立支援制度による給付
を受けて福祉サービスを利用しようとする者は，
サービス提供者と契約を締結する前に，市町村に
よる給付決定（要介護認定または支給決定）を
受けなければならない。給付決定の手続きおよび
プロセスは，両制度においてかなり類似したもの
となっている。これは，障害者自立支援法が，将
来の介護保険の普遍化をも見据えて，制度構造を
できるだけ介護保険に近づける形で制定されたこ
とに由来する〔岩村 2007a, pp. 22-23; 津田 2007, 
p. 40〕。
具体的には，まず，サービス利用希望者が市町
村に対して給付決定の申請を行う（介護保険法
27 条 1 項，障害者自立支援法 20 条 1 項）。介護
保険法および障害者自立支援法は，申請手続きに
関する具体的規定を設けており，受給希望者の申
請権を認めている 3）。
申請を受けた市町村は，コンピュータによる一
次判定，審査会による二次判定を経て，申請者の
心身の状況を認定する（要介護認定，障害程度区
分の認定）（介護保険法 27 条 7 項，障害者自立支
援法 21 条）。介護保険においては，要介護認定が
ただちに保険給付の支給決定となる。これに対
し，障害者自立支援制度においては，障害程度区
分自体は自立支援給付の支給決定の意味を持たな
い。市町村は，障害程度区分の他，当該障害者等
の介護を行う者の状況，申請者のサービス利用に
関する意向などを考慮して，支給決定を行う（障
害者自立支援法 22 条）。すなわち，障害者自立支
援制度における障害程度区分は，支給決定の際の
考慮要素の一つに過ぎない 4）。
介護保険では，該当する要介護状態区分に応じ
て，利用できるサービスの種類および支給限度額

が定められている 5）。障害者自立支援制度におい
ても，市町村は支給決定に際して，支給対象とな
る障害福祉サービスの種類ごとに支給量を決定す
る（障害者自立支援法 22 条 4 項）。そのため，給
付決定を受けたサービス利用希望者がサービス提
供者と介護契約または障害福祉契約を締結する際
に，契約するサービスの内容および量は，給付決
定による上限の範囲内に留まることになる。した
がって，介護契約および障害福祉契約の大まかな
外枠は，行政による給付決定によって定まるとい
うことができよう。
以上の検討から，介護契約・障害福祉契約に共
通する特徴の一つとして，契約方式の導入によっ
て福祉サービスの選択が利用者の自己決定に委ね
られるようになったとはいえ，行政による給付
決定が契約締結の前提条件となっており，かつ契
約の外枠も給付決定により形成されるという点を
指摘できる〔原田 2003, p. 780〕。契約に対するこ
のような行政の介入の背景には，介護サービスお
よび障害福祉サービスは，高齢者・障害者の生活
保障に関わるものであり，市場にその配分を完全
に委ねることは不適切であるとの価値判断があろ
う。すなわち，介護サービス・障害福祉サービス
が一定の公共性を有するという考え方である。利
用者本人に対しては，給付決定による契約への介
入は，ある一定量の給付の受給権を確保すること
になり，必要な福祉サービスの利用を保障すると
いう意味を有するといえよう。そして同時に，福
祉サービスという限られた資源を多くの利用者の
間で公平・公正に分配する必要性も，給付決定に
よる契約への制約を肯定するだろう〔内田 2006, 
p. 96〕。

2	 	 両契約に対し給付決定が果たす役割の相違
一方，介護契約と障害福祉契約の間には，給付
決定による契約への制約のあり方・程度について，
以下のような相違点があることを指摘することが
できる。
まず，上述したように，介護保険においては，
要介護状態区分によって利用できるサービスの種
類や支給限度額が決まる。ただし，要介護認定に
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よる支給上限の設定は包括的なものであり，利用
するサービスの具体的内容およびその配分は，利
用者の自己決定に委ねられている。これに対し，
障害者自立支援制度の場合，市町村は障害福祉
サービスの種類ごとに支給量を決定する。すなわ
ち，自立支援給付の支給決定は，利用しうる障害
福祉サービスの具体的な種類と個別的な上限を定
めるものとなっている。
また，介護保険における要介護認定は，利用希
望者の心身の状況（要介護度）のみに基づいて行
われ，行政裁量が働く余地がない。利用できる
サービスの上限も全国一律の基準により，介護契
約の外枠は定型的に決まる。一方，障害者自立支
援制度では，市町村は，障害程度区分以外のさま
ざまな要素，例えば，申請者の介護を行う家族
の状況，区域内の障害福祉サービスの整備状況
などを考慮して，支給決定を行う（障害者自立
支援法 22 条 1 項，同法施行規則 12 条）。そのた
め，支給の要否の判断および支給する場合の支給
量の決定について，市町村の裁量の働く余地があ
る。さらに，法律上は支給量の上限に関する規定
はなく，市町村は，個々の障害者のニーズに応じ
て上限なく支給量を決定することができる〔津田 
2007, p. 43〕6）。したがって，同じ障害程度区分
の者であっても，個別の事情に応じて異なる内容
の支給決定を受けうるのである 7）。
以上に述べたように，介護契約の外枠は，心身
の状況から導かれる要保障性（要介護度区分）に
応じて定型的かつ包括的に定まるのに対し，障害
福祉契約の外枠は心身の状況（障害程度区分）の
みによって定まらず，行政の裁量的な判断によっ
て個別的かつ具体的に決定される。このような両
契約の相違点の背景には，介護保険が保険料拠出
に基づき運営される社会保険であるのに対し，障
害者自立支援制度は公費を財源とするという，両
制度の構造の基本的な違いがあるだろう。すなわ
ち，一般的に社会保険の特徴とされる，給付の普
遍性，拠出と給付の対価性に基づく権利性の強さ
〔岩村 2001, p. 44〕が，障害者自立支援制度には
当てはまらないのである。したがって，障害者自
立支援制度においては，限られた資源の効率的な

分配という給付の選別主義的性質が強くなり，給
付決定に際しての行政裁量も広く認められると考
えられよう。
ただし，自立支援給付の支給決定に行政裁量が
認められるといっても，それは措置方式の下で是
認されたような無制限に近いものではない。市町
村が支給決定および支給量の決定に際して勘案す
べき事項は，障害者自立支援法 22 条 1 項の委任
に基づき同法施行規則 12 条に列挙されている。
そして，考慮すべき事項を考慮しないこと，ま
たは考慮すべきでない事項を考慮することは，裁
量権の逸脱濫用となり許されない 8）。また，同法
24 条は，支給決定の変更の申請について定める。
この規定は，ある特定の種類・量の自立支援給付
を求める実体的請求権を，利用者に認めたものと
解される 9）。したがって，障害福祉サービスの利
用希望者は，自身の権利として，一定の種類・量
のサービスの利用を認める決定を行政に求めるこ
とができるといえよう。

III　介護契約および障害福祉契約の
	 内容の特徴

1	 	 契約の自由の原則に対する修正
給付決定を受けたサービス利用希望者は，自己
の選択するサービス提供者と介護契約または障害
福祉契約を締結する。介護保険法・障害者自立支
援法ともにケアマネジメントの仕組みを取り入れ
ているが，原則としては，利用するサービスの内
容の決定は利用者とサービス提供者の私的自治に
委ねられている。ただし，介護契約および障害福
祉契約は，ともに，契約の自由の原則を貫徹する
ものではなく，したがって古典的な意味での自由
契約ではない〔岩村 2007b, p. 6〕。上述したよう
に行政の給付決定によって契約の外枠が定まる他
にも，契約の締結過程およびその内容に対してさ
まざまな公的規制が及ぶ。
まず，利用者は，都道府県による指定を受けた
事業者・施設の中からサービス提供者を選択しな
ければならず，契約の相手方の選択に一定の制限
が課されている。厚生労働省令で定める人員，設
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備及び運営の基準（以下「指定基準」という）を
充たさない事業者・施設は，サービス提供の相手
方となりえない。また，指定基準により，サービ
ス提供者は利用者からの契約申し込みに応じる義
務を負っており，正当な理由なくサービスの提供
を拒むことができない 10）点も，契約の自由の原
則の大きな修正点である。
さらに，契約の中心部分となる介護サービス・
障害福祉サービスの内容およびその対価について
も，関連法令による細やかな規制が及ぶ。すなわ
ち，サービス提供者は，指定を受けた後も，指定
基準に従ってサービスを提供しなければならない
（介護保険法 73 条，87 条，障害者自立支援法 43
条，44条など）。指定基準には，身体拘束等の禁止，
入浴等の介護の方法など，サービスの提供方法や
質に関する規定も設けられている。そして，提供
されたサービスに対して支払われる対価の額は，
厚生労働大臣が定める基準（いわゆる介護給付費
単位数表など）によって算定される（介護保険法
41条 4項，障害者自立支援法 29条 3項など）。し
たがって，介護契約および障害福祉契約の主たる
債権債務の内容も，利用者および提供者の完全に
自由な合意によって決められるものではない 11）。
以上のような，契約締結過程および契約内容に
対する公的規制は，契約方式の下で，利用者に
実際の契約締結を保障し，一定の質の福祉サー
ビスの提供を確保すると同時に，提供者による不
当な価格設定を避けることを目的とすると解され
る〔原田 2003, p. 789〕。そして，契約の自由の原
則に対するこのような修正も，個人の生活保障に
関わるという福祉サービスの公共性から，肯定さ
れ，かつ必要とされるといえる〔倉田 1999, p. 64; 
菊池 2007, p. 56〕。また，介護契約および障害福
祉契約に基づく福祉サービスの費用は，全額を
いったん利用者が支払うものの，9割が介護保険
給付または自立支援給付として利用者に償還され
る 12）。社会保険か全額公費負担かを問わず，公
的な社会保障制度の一環としてその費用を賄う以
上，給付を支給するのに適切な水準・質のサービ
スが提供されるべく規制を行うことは，当然であ
るともいえよう。

ただし，介護契約・障害福祉契約という視点か
ら見ると，これらの公的規制の多くが事業者・施
設の指定基準によるものであり，契約当事者に対
する法的拘束力が明らかではない点が問題となろ
う。指定基準は，もっぱら行政による規制監督
を通じて遵守されるものであり，直ちに利用者
と提供者の間の契約内容となるものではない。そ
のため，指定規準の内容が明確にサービス利用契
約の内容となっていない場合，指定基準に対する
違反が，サービス利用者にとって私法上何らか
の意味を有するかは，必ずしも明らかではない
〔品田 2000b, p. 65; 原田 2003, p. 790; 加藤他 2007, 
p. 258〕。学説からは，指定基準の内容を介護契
約・障害福祉契約の内容に盛り込むような契約
解釈の必要性〔岩村 2007c; 倉田 1999, p. 65〕や，
さらに進んで福祉契約に対する特別な法制度を整
備する必要性も，指摘されている〔加藤他 2007, 
p .246〕。

2	 	 契約に基づくサービス提供者の義務
以上のようなプロセスを経て締結される介護契
約・障害福祉契約において，サービス提供者はど
のような義務を負い，またその義務にはどのよう
な特徴が見られるだろうか。サービス提供者が負
う義務を明確にすることは，サービス提供過程で
生じた債務不履行や事故に対する提供者の責任を
追及する際に，重要な問題となる。そこで次に，
介護契約・障害福祉契約の法的性質に関する学説
の議論を概観した後，介護事故を巡る裁判例にお
いてサービス提供者の義務がどのように解されて
いるかを検討する。
介護契約・障害福祉契約は，事業者・施設が
介護または障害福祉サービスを提供し，施設に
おいてはその居室や共同施設を利用者に使用さ
せ，それに対して利用者が費用を支払うことを主
たる内容とする。一つの契約に基づき提供される
サービスの内容は多岐に渡るため，これを民法上
の典型契約に当てはめることは難しい。学説に
おいては，おおむね，在宅，通所または施設にお
ける身体介護，入浴，食事介助等のサービスの提
供は準委任となり，輸送サービスの提供は請負
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によると理解されている〔品田 2000b, pp. 70-71; 
本澤 2000, pp. 104-105; 倉田 2001, p. 80, p. 98; 笠
井 2006, p. 30〕。障害者自立支援法の下で提供さ
れる，自立支援のための訓練や就労支援を提供す
るサービスも，請負とは解しがたく，準委任契約
に基づくものと考えてよいだろう 13）。学説の理
解に立てば，サービス提供者は利用者に対し，介
護契約または障害福祉契約による委任の本旨に従
い，善管注意義務をもって，サービスを提供する
義務を負うこととなる。
では，裁判例では，契約の法的性質ならびに
サービス提供者の義務は，どのように解されてい
るであろうか。介護保険法の施行による高齢者介
護への契約方式の導入後，利用者側の権利意識の
高まりを背景として，介護事故をめぐる裁判例が
増加している。しかし，裁判例では，利用者と
提供者の間にある契約の詳細な性質が論じられる
ことは少なく，介護契約が民法上の典型契約のい
ずれに該当するかを明確に述べる裁判例もほとん
どない 14）。多くの判決は，個々の事案に即して，
事故が起きた具体的場面においてサービス提供者
に課される安全配慮義務 15）または注意義務の内
容を判断するに留まる。
そして，裁判例がサービス提供者に対して課す
安全配慮義務または注意義務の内容は，一般化す
れば，要介護状態にある高齢者の心身の状況に応
じて適切な介護を行い，事故や傷害から高齢者の
安全を守るために必要かつ適切な対応をする義務
ということができよう 16）。例えば，グループホー
ムにおける入居者の転倒・骨折が問題となった
事案において，裁判所は，当該入居者の心身の状
態（認知症の進行および不安定歩行）および事故
当時の状況からすれば，職員には目を離す前に当
該入居者の安全の見通しを確認すべき注意義務が
あったと判断している（大阪高判平成 19・3・6
賃金と社会保障 1447 号 55 頁）。また，デイサー
ビス利用者が転倒・受傷した事案でも，歩行が不
安定であった当該入居者に対して，職員は，その
歩行時には特段の事情のない限り常に歩行介護を
する義務を負っていたと判断されている（横浜地
判平成 17・3・22 判時 1895 号 91 頁）17）。

介護事故を巡る一連の裁判例が，介護契約の法
的性質はもとより，契約に基づく債権・債務関係
を直接的に論じないことは，次のような介護契約
の特徴を考慮すると妥当なものと考えられる。す
なわち，介護契約の特徴の一つとして，提供すべ
き介護サービスの内容が利用者の心身の状況に応
じて日々変化しうるため，サービスの詳細を事前
に定めることができないという点が挙げられる〔品
田 2000a, p. 70〕。そのため，介護契約では，提供
するサービスの内容とそれに対する利用者の費用
負担といった権利義務関係の大枠が定まるに留ま
り，債権・債務関係の詳細までは明らかにならな
い〔品田 2006, p. 168〕。また，前述した事業者・
施設の指定基準も，サービスの提供方法・質に関
する規定を設けているとはいえ，その内容の多く
は緩やかな行為規範に留まる。したがって，個別
具体的な場面において提供すべき介護サービス
の内容および方法は，現場でサービス提供にあた
る職員の専門的な裁量に委ねられているといえよ
う 18）。介護契約のこのような特徴を考慮すると，
介護契約の法的性質を論じても，そのことから
サービス提供者の債務内容を直接的に具体化する
ことは難しい 19）。したがって，個別具体的な場面
における注意義務の内容のみを判断する裁判例の
手法は，一定の合理性を有すると考えられよう。
また，裁判例の特徴として，サービス提供者に
課される注意義務・安全配慮義務の内容が，家庭
内介護の際に家族が行う注意・監視に比べ，かな
り高度なものであることが指摘できる 20）。一般
論としては，委任契約・準委任契約において受
任者に課される善管注意義務は，受任者のような
職業・地位にある者に対して一般に期待される水
準の注意義務とされる〔内田 2007, p. 273〕。した
がって，裁判例が介護契約を準委任契約と認識し
ていないとはいえ，高齢者介護に職業として携わ
る者に対して家庭内介護者よりも高度の注意義務
を課すこと自体は，妥当であると解される。実際，
裁判例の中には，サービス提供者の注意義務違反
を判断するにあたり，介護福祉士等の専門性に明
確に言及するものもある（東京地判平成 12・6・
7 賃金と社会保障 1280 号 14 頁，前掲・横浜地判
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平成 17・3・22）21）。
そして，サービス提供者が負う注意義務の程度
は，介護職に一般に期待される水準，すなわちそ
の時代の一般的な介護水準に基づき判断されるこ
ととなる〔菊池 2003, pp. 196-197〕。この際に，「一
般的な介護水準」の基準をどこに求めるかが，問
題となりうる。もちろん，事業者・施設の介護体
制が指定基準を充足していないような場合には，
注意義務違反が肯定されやすくなるだろう。ま
た，厚生労働省やさまざまな関連団体が提示する
指導・指針も一つの参考となろう。裁判例にも，
事故当時の老人保健施設一般における誤飲に関す
る認識（横浜地判平成 12・6・13 賃金と社会保障
1303 号 60 頁）や，厚生労働省の検討会がまとめ
た指針が示す食事介助の留意事項（松山地判平成
20・12・18 判タ 1275 号 219 頁）を参考に，サー
ビス提供者の注意義務を判断するものがある。し
かし，指定基準や各種の指導・指針は，サービス
提供者が守るべき介護水準を判断するための一要
素に留まり，これを遵守すれば義務違反を免れ
るという趣旨のものではないだろう 22）。結局は，
個別具体的な場面ごとに，高齢者の心身の状況や
事故の状況に照らし，その時代の福祉分野におけ
る一般的認識や学術的議論等を参考に，専門職と
しての介護職員が果たすべき義務の内容を判断す
る他ないものと思われる。
なお，本節ではもっぱら介護保険法の下におけ
る介護事故の裁判例を取り上げたが，サービス内
容の不確定性，および現場の職員の専門的裁量へ
の依存といった特徴は，障害福祉サービスにも共
通する。したがって，サービス提供者が負う義務
の特徴に関する上記の議論は，障害福祉契約にも
敷衍することができるだろう。

IV　介護契約および障害福祉契約の課題

1	 	 契約における家族の位置付け
ここまで，介護契約および障害福祉契約の法的
構造および特徴を，両者の異同を含めて検討して
きた。次に，両契約を巡る今後の検討課題として，
利用者擁護の必要性以外にどのようなものがある

かを考えたい。
介護契約および障害福祉契約の課題の一つとし
て，契約において家族をどのように位置付けるか
という点が挙げられよう。判断能力が不十分な高
齢者・障害者本人に代わり，家族が契約書に代理
署名する，あるいは契約当事者となるといった取
り扱いが行われている実状は，介護保険法施行直
後から指摘されてきた 23）。成年後見制度や福祉
サービス利用援助事業の利用が伸び悩んでいる現
状からすれば，今日でもこのような家族による事
実上の代理が広く行われていると推測される。
また，事業者・施設の指定基準には，サービス
提供者が契約の内容および手続きを説明する相手
方，ならびに提供者が作成するサービス計画の原
案を説明する相手方を，「利用者（利用申込者）
又はその家族」と規定するなど，説明義務を果た
すべき相手方が不明確な規定が見受けられる 24）。
さらに，サービス計画の作成時には，高齢者・障
害者の家族の希望をも踏まえた計画作成が義務付
けられており 25），契約に基づき提供される具体
的なサービスの内容・方法の決定に対して家族が
強い影響力を持ちうる。このように，介護契約・
障害福祉契約の実務においては，しばしば，その
法的位置付けが不明確なままに，家族が重要な役
割を果たしているということができる。
以上のような状況を反映してか，近年の裁判例
の中には，契約当事者ではない家族に対する義務
を介護契約から派生的に導き，サービス提供者が
負う損害賠償責任の根拠とするものが見られる。
例えば，有料老人ホームに関する事案であるが，
入居者が危篤に陥った際に親族に連絡をすること
は，老人ホームと親族の間に格別の契約関係がな
い場合であっても，信義則上，老人ホームの義務
となる場合があると述べる判決がある（東京地判
平成 13・9・17 判タ 1181 号 295 頁）。また，グルー
プホームが利用者に対して負う安全配慮義務の前
提として，家族に対する介護上の情報提供義務お
よび事故防止のための協議義務が利用契約から派
生するとした例もある（大阪地判平成 19・11・7
判時 2025 号 96 頁）。
これらの判決に対しては，家族に対する情報提
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供・連絡等が法的義務となる論拠が明らかではな
く，また，義務違反によって損なわれる利益も不
明確であるという批判が当てはまろう。さらに，
利用者に家族が複数いる場合には，そのうちの誰
に対して果たすべき義務なのかという問題も生じ
る〔長沼 2008, pp. 44-45〕。家族がサービス利用
者の成年後見人となっている場合を除き，介護契
約・障害福祉契約上，サービス提供者が契約当事
者ではない家族に対して何らかの義務を負うと解
することは困難だと思われる。福祉サービスの提
供にあたって，家族に対する情報提供やその意向
の反映が事実上重要であるということと，サービ
ス提供者が福祉サービス利用契約に基づき負う法
的義務の範囲の問題とは，区別して考える必要が
あるだろう。

2	 	 契約方式における市町村の責任
介護契約および障害福祉契約に関わるもう一つ
の課題として，契約方式の下で市町村が負う責任
の範囲の問題を挙げることができる。
II 2で検討したように，障害者自立支援制度に

おいて，市町村は支給決定に際し，当該区域内の
サービス提供体制の整備状況を考慮することがで
きる。しかし，介護保険法では，要介護認定に際
してそのような行政裁量が働く余地はない。その
ため，介護保険制度においては，要介護認定を受
けたにもかかわらず利用するサービスがないとい
う，いわゆる「保険あって介護なし」の状態が起
こりうる〔倉田 2001, p. 77〕。また，介護契約・障
害福祉契約を締結してサービスの利用を開始した
後に，事業者・施設が指定を取り消されたり，経
営難等を理由に事業を廃止したりすることによっ
て区域内のサービス提供者数が減少し，サービス
利用の継続が困難になることもあるだろう。以上
のような場合に，市町村に対して，福祉サービス
の直接提供を義務付けることは可能であろうか。
一般に，今日の介護保険法・障害者自立支援法
の下では，行政は，事業者に対する規制監督，提
供体制の確保等の基盤整備の他は，サービスに
かかる費用を金銭給付する義務を負うに留まり，
サービスそのものを提供する義務を負わないと解

されている〔前田 1999, p. 24; 西村 2003, p. 290, 
p. 451; 加藤他 2007, p. 243〕。市町村が負う基盤
整備責任は，サービス計画の未達成のために福祉
サービスを利用できない者からの，サービスの直
接提供の請求あるいは損害賠償の請求を可能にす
るような法的責任であろうか。この点，障害者自
立支援法は，88 条で市町村障害福祉計画の策定
を市町村に義務付けているが，同法 2条が定める
市町村の責務の内容からすれば，計画達成のため
に市町村が自ら福祉サービスを提供することまで
義務付けるものではないと考えられる。公営サー
ビスの実施拡大は，計画達成のために市町村が講
じる政策の一つの選択肢に過ぎず，その選択は市
町村の裁量に委ねられるだろう。介護保険法 117
条による市町村介護保険事業計画に基づく市町村
の基盤整備責任についても，同様に解される〔新
田 2000, pp. 258-259〕。したがって，計画で定め
たサービスの必要量を達成できない場合に市町村
が負う責任は，政治的責任に留まり，法的責任の
追及は難しいと考えられよう 26）。
また，契約方式の導入後も各福祉法に措置の規
定は残されており，高齢者または障害者がやむを
得ない事由により介護保険または障害者自立支援
制度を利用できないときは，市町村は措置を実施
することができる（老人福祉法 10 条の 4，身体
障害者福祉法 18 条など）。学説には，市町村の措
置権者としての責任を根拠として，サービス欠缺
時の直接サービス提供義務を認めようとするも
のもある〔豊島 2008, p. 208〕。しかし，現行法の
措置権限に関する規定は，高齢者・障害者に身寄
りがない場合や家族から虐待を受けている場合な
ど，そもそも給付決定の申請ができない場合を念
頭に置くものと一般に解されている。そのため，
給付決定を得たにもかかわらずサービスが利用で
きない場合の問題を，市町村の措置権限によって
解決することは難しいだろう 27）。
裁判例には，支援費制度の事案であるが，市公
営の障害ホームヘルプサービス事業の廃止に関
し，市町村の障害者福祉体制の整備責任を定める
身体障害者福祉法 14 条の 2 は一般的責務を定め
たものにすぎないとして，市のサービス直接提供
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責任を否定したものがある（名古屋地判平成 20・
3・26 判時 2027 号 57 頁）。ただし，同判決は，
民間事業者の増加によるサービス供給量の確保お
よび厳しい財政状況を背景に，ホームヘルプサー
ビス事業を廃止した市の政策判断が，行政の裁量
の範囲内であると判断している。裁判所の判断枠
組みは，必要な民間事業者数が確保されていな
いなどの事情がある場合には，市営の福祉サービ
ス事業の廃止を行政裁量の範囲外とみなす余地を
残しているものと解されよう。したがって，同判
決は，公営の福祉サービス事業の廃止には，民間
のサービス提供者が事業を廃止する場合よりも厳
しい制限がかかりうることを，認めたものといえ
る 28）。しかし，公営福祉サービス事業の廃止に
よる利益侵害を訴訟上主張できるのは，当該事業
の現在の利用者（市町村と介護契約または障害福
祉契約を締結している者）に限られると解され，
潜在的な利用希望者が市町村の法的責任を問うこ
とは困難であろう。
以上に見たように，現行法の枠組みの下では，
福祉サービスの利用者・利用希望者がサービス不
足に対する市町村の法的責任を問うことは難し
く，サービスの直接提供を要求することも困難で
ある。しかし，このような状況は，福祉サービス
利用者の選択権の保障を欠くものであり，問題が
あろう。学説からは，契約方式の下において，市
町村に福祉サービス提供の最終的責任を課すこと
が必要であるとの指摘もある〔原田 2003, p. 782〕。
今後，立法的な措置も視野に入れて，検討する必
要があろう。

V　お わ り に

II 1で述べたように，障害者自立支援法の立法
当時は，介護保険の適用範囲を若年障害者にも
拡大する，いわゆる介護保険の普遍化が大きな
議論となっていた。平成 17 年介護保険法改正時
の改正法附則 2条は，「介護保険制度の被保険者
及び保険給付を受けられる者の範囲について，社
会保障に関する制度全般についての一体的な見直
しと併せて検討を行い，その結果に基づいて，平

成 21 年度を目途として所要の措置を講ずる」と
定めており，これに基づき，「介護保険制度の被
保険者・受給者範囲に関する有識者会議」におい
て検討が行われた。同有識者会議は，平成 19 年
5 月 21 日付けの中間報告において，介護保険の
適用範囲拡大に積極的な姿勢を示している〔京極 
2008, pp. 82-99〕。しかし，介護保険の普遍化の議
論は，その後は中断しているようである。
むしろ，今日の議論状況は，障害者自立支援制
度の構造を介護保険から遠ざけるという方向にあ
る。すなわち，障害者自立支援制度における利用
者負担は，介護保険法との足並みを揃える目的も
あって 1割の定率負担とされた。しかし，制度導
入当初からの強い批判を受けて，このたび，上限
を 1割とする応能負担への変更が決定され，早け
れば今年度中には法改正が実施される予定であ
る。この改正が実施されれば，一度は近づいた障
害者福祉と高齢者介護の制度構造が再び乖離する
こととなり，介護保険の普遍化からは一歩遠ざか
ることとなろう。
しかし，本稿で指摘した，①対象となるサービ
スの公共性を理由とする，行政の給付決定による
契約の外枠の決定，ならびに，契約締結過程およ
び契約内容に対するさまざまな公的規制，②債務
内容の具体化の困難さによるサービス提供者の裁
量と専門性の尊重，およびそれに伴いサービス提
供者に課される高度の注意義務，といった両契約
の特徴は，利用者負担のあり方によって直接影響
されるものではない。また，③家族の法的地位の
明確化，および市町村のサービス提供義務の検討
の必要性も，今後とも引き続き検討されるべき課
題であることに変わりはない。したがって，障害者
自立支援制度における利用者負担のあり方の変化
は，介護契約および障害福祉契約の特徴およびそ
の課題に対して，大きな変化を与えるものではな
いだろう。

〔付記〕
本稿は，日本学術振興会平成 20 年度科学研
究費補助金「地方分権時代の社会保障―国・地
方公共団体の役割分担と連携の法的分析」（研
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究代表者・岩村正彦，基盤研究（B）課題番号
20330010）および文部科学省平成 20 年度科学研
究費補助金「日本・スウェーデンの社会福祉争訟
の比較法研究」（研究代表者・中野妙子，若手研
究（B）課題番号 20730039）の助成による研究成
果の一部である。

注
  1）	　障害者自立支援法の制定過程については，岩
村〔2007a〕を参照。

 2）	　学説の議論については，丸山〔2007〕を参照。
 3）	　支援費制度の下での事案であるが，この点を
確認する裁判例として，船引町訴訟判決・福島
地判平成 19・9・18 賃金と社会保障 1456 号 54
頁がある。

 4）	　行政解釈では，障害程度区分の認定は独立し
た行政処分を構成すると解している〔障害者福
祉研究会 2007, p. 217〕。障害程度区分の認定が
処分性を有するとすると，後続する行政処分で
ある支給決定に関する不服を争う際に，障害程
度区分認定の公定力の問題が生じる点に注意が
必要である。

 5）	　例えば，居宅サービスの利用については要介
護度区分別の支給限度額が設定されており（介
護保険法 43 条），また，要介護度が「要支援」
に該当する場合は施設サービスは介護保険給付
の支給対象とならない（介護保険法 52条）。

 6）	　実際には，自立支援給付に対する国庫負担金
の算定要件が障害程度区分別に定められており，
これが各自治体の定める支給決定の審査基準に
影響することによって，事実上の支給上限となっ
ている〔山口 2007, p. 29〕。

 7）	　行政裁量が認められることにより，個々の障
害者の個別事情に即した決定が可能になる反面，
障害福祉サービスの整備状況によっては，障害
の程度から客観的に必要とされるサービス量よ
りも少ない量の支給決定をすることも許される
こととなる。支援費支給制度においても，市町
村の広範な行政裁量が認められており，障害者
の支援費に対する権利性を弱めると批判されて
いた〔竹中 2002, p. 436〕。

 8）	　前掲・福島地判平成 19・9・18 および東京地
判平成 18・11・29 賃金と社会保障 1439 号 55 頁
を参照。

 9）	　支援費支給制度について，中野〔2008〕参照。
介護保険法も要介護状態区分の変更認定の申請
を規定しており（29条），同様の請求権をサービ
ス利用者に認めるものと解される。

 10）	 　「指定介護老人福祉施設の人員，設備及び
運営に関する基準」（平成 11年 3月 31日厚生省
令 39 号）4 条の 2，「障害者自立支援法に基づ

く指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営
に関する基準」（平成 18 年 9月 29日厚生労働省
令 172 号）9条など。ただし，これらの規定の実
効性については疑問も呈されている〔小西 2006, 
pp. 4-7〕。

11）	　さらに，事業者・施設が作成する契約書およ
び重要事項説明書に対しても，全国社会福祉協
議会が作成するモデル契約書・重要事項説明書
が大きな影響を与えており，ソフト・ロー的
な規制が行われていることが指摘されている	
〔岩村 2007b, p. 12〕。

12）	　実際には，代理受領方式により，介護保険給
付または自立支援給付が事業者・施設に直接支
払われ，利用者は事業者・施設に対し 1割の自
己負担分を払うのみで済むことが多い。

13）	　ただし，就労継続支援には，障害者と事業者
が雇用契約を締結するA型と，雇用契約を締結
しないB型とがある。A型の就労継続支援を利
用する場合は，訓練等の提供を目的とする障害
福祉契約（準委任契約）に合わせて，利用者と
事業者の間で雇用契約が締結されることとなる。

14）	　介護保険法施行前の事案であるが，措置制度
のもとでショートステイ利用者と施設との間に
「介護委託
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契約」（傍点筆者）が存在したと述べ
る裁判例として，横浜地川崎支判平成 12・2・23
賃金と社会保障 1284 号 43 頁。また，東京地判
平成 15・3・20 判時 1840 号 20 頁は，送迎付き
のデイケアの利用者と医院との間で，「診療契約
と送迎契約が一体となった無名契約」を締結し
ていたと述べている。

15）	　裁判例には，安全配慮義務を，介護契約に伴
う信義則上の義務として導く（前掲・東京地判
平成 15・3・20，大阪高判平成 19・3・6 賃金と
社会保障 1447 号 55 頁）に留まらず，介護契約
上の義務として直接位置付けるものも見受けら
れる（横浜地判平成 17・3・22 判時 1895 号 91
頁）。東京地判平成 19・5・28 判時 1991 号 81 頁
は，不法行為責任を問う事案であるが，特別養
護老人ホームの利用契約上の義務として，施設
が利用者に対する安全配慮義務を負っていたと
認定している。全社協のモデル契約書が事業者・
施設側の義務の内容として安全配慮義務を明記
していることが，影響しているものと推測され
よう。

16）	　安全配慮義務違反と不法行為責任のいずれを
追及するかによって，サービス提供者側が負う
義務（安全配慮義務または注意義務）の内容に
実質的な差異が生じることはないと解される〔品
田 2006, p. 166〕。

17）	　前掲・東京地判平成 15・3・20も，利用者の年齢，
身体状況，転倒の危険性を考慮し，デイサービ
スを設置していた医院には，当該利用者を送迎
するにあたり，移動の際に常時職員が目を離さ
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ずにいることが可能になるような態勢をとるべ
き義務があったと判断する。

18）	　この点は，医療保険における療養担当規則と
医師・医療機関の専門的裁量の関係に近いとい
えよう。

19）	　福島地白河支判平成 15・6・3 判時 1838 号
116 頁は，利用者と老人保健施設の間に締結され
た介護老人保健施設利用契約について，施設の
介護マニュアルを手がかりに，施設には「入所
者のポータブルトイレの清掃を定時に行うべき
義務」があったと判断する。しかし，利用者に
は提示されない施設のマニュアルの内容がなぜ
契約内容となるのかという，法的理由付けは必
ずしも明らかではない。

20）	　前掲・大阪高判平成 19・3・6 の事案におい
て，第一審・京都地判平成 18・5・26 賃金と社
会保障 1447 号 63 頁は，施設職員に当該入居者
から十数秒ないし二，三十秒の間でも目を離して
はならないという法的義務があったとは認めが
たいとして，施設の安全配慮義務違反を否定し
た。第一審判決と比較すると，高裁判決は，サー
ビス提供者に対してより高度な注意義務を課し
たといえよう。

21）	　ただし，学説は，介護職に求められる専門家
としての注意義務は，医療職のような高度なも
のにはなりえないと指摘する〔菊池 2000a, p. 13; 
菊池 2000b, pp. 40-42; 品田 2006, p. 166〕。この点
は，特に，誤嚥の事故を巡る裁判例において問
題となろう。事故が発生した際に，介護職に医
療職と同程度の医学的対応を要求することは不
適切である。介護職が果たすべき義務の内容と
しては，職務上可能な応急措置を施し，かつた
だちに医療機関へ連絡することが求められるだ
ろう〔菊池 2003, pp. 196-197〕。裁判例としては，
前掲・東京地判平成 19・5・28などを参照。

22）	　逆に，行政指導等に従っていなかったことが
直ちに安全配慮義務違反の根拠となるかどうか
も，判断が難しい問題であると指摘されている
〔品田 2006, pp. 169-170〕。
23）	　実務では，利用者本人を受益者とする第三者
のためにする契約と説明されてきたようである
が，介護保険給付および障害者自立支援給付が
本人に対する給付であることと矛盾する〔本澤 
2000, p. 564〕。また，家族による代理署名には，
無権代理の問題が生じうる。

24）	　「指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営
に関する基準」4条，12条 7項など。これに対し，
障害者自立支援法に基づく指定基準では，契約
の内容および手続きの説明の相手方は利用申込
者本人のみとなっている。「障害者自立支援法に
基づく指定障害者支援施設等の人員，設備及び
運営に関する基準」7条 1項など。

25）	　「指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営

に関する基準」12 条 5 項，「障害者自立支援法
に基づく指定障害者支援施設等の人員，設備及
び運営に関する基準」23条 4項など。

26）	　学説には，必要なサービス量の達成のために
市町村が公的責任を果たすべき旨を指摘するも
のもある〔正田 2003b, p. 134; 津田 2007, p. 43〕
が，サービス供給不足について市町村が何らか
の法的責任を問われることまでを認める趣旨で
はないと思われる。

27）	　措置規定の解釈によってこの問題を解決しよ
うとするものとして，前田〔1999〕も参照。

28）	　同判決は，さらに，事業廃止を理由とする契
約解除について市の債務不履行を否定し，また，
事業廃止を事前に連絡し，民間事業者を新たに
選択するためのアドバイスをするなどの対応を
していることから，市には信義則上の義務違反
もなかったとした。学説からは，福祉サービス
提供者からの契約解除に対して制約を付す必要
性の指摘もあり〔笠井 2006, p. 31〕，本判決はこ
の問題を考える上でも参考となろう。
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福祉サービス契約における利用者の
権利保障制度の現状と課題

熊　谷　士　郎

I　はじめに

本稿に与えられたテーマは，福祉サービス契約
においては利用者が必ずしも十分な判断能力を有
しているとは限らないところ，そのような介護保
険法，障害者自立支援法の利用者の権利を保障す
るための諸制度の法的構造，現状及び課題につい
て論じる，というものである 1）。
福祉サービス契約において判断能力が不十分な
者を支援する主な制度として，まず成年後見制度
が想定されているといってよい 2）。
では，成年後見制度は実際にこのような機能を
果たしているのだろうか。これが本稿で採り上げ
る第一の課題である。結論をいうなら，成年後見
制度は福祉サービス契約締結の支援制度としては
必ずしも十分に機能しているとはいえない。
もっとも，このことはすでに予想されていたこ
とであり，成年後見制度を補完するものとして日
常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）3）

が構想されたといわれる〔大村 2005，p. 77〕4）。
では，日常生活自立支援事業は成年後見制度の
どこをどのように補完しているのだろうか，また
そのような補完のあり方は理論的にどのように正
当化することができるだろうか。重要な指摘はあ
るものの，これらの点については必ずしも十分に
明確にされていないように思われる 5）。そこで，
これらの点について若干の整理 ･分析をしたい。
これが本稿の第二の課題である。以下，順に検討
しよう。

II　成年後見制度と福祉サービス契約

成年後見制度は実際に福祉サービス契約締結の
支援制度として機能しているのか，仮に十分に機
能していないとすると，その要因はどこにあるの
か。これらの点についてはすでに多くの指摘がな
されているところであり，屋上屋を架すこととな
るが，改めて整理したい（1）。そのうえで，今後
改善策を考えるうえで考慮すべき点について一言
する（2）。

1	 現状の分析
（1）	現状
まず，申立件数について見てみよう。申立件数
は，制度の改正以降飛躍的に増加しており（改正
前の禁治産宣告，準禁治産宣告はそれぞれ 2,963
件，671 件であったのに対して，2007 年度は，禁
治産宣告に対応する後見開始の審判の申立ては 2
万 1,297 件，準禁治産宣告に対応する保佐開始の
審判の申立ては 2,298 件になっている），現行の
制度に移行された 2000 年度から 2007 年度までの
成年後見関係事件の申立件数は総計で 14 万 8309
件に及ぶ。しかしながら，「わが国の認知症高齢
者は推定約 180 万人，知的障害者は約 55 万人，
精神障害者は約 303 万人といわれている実態と対
比すると，8年間の申立件数が 14 万 8309 件とい
う実績は少ないといわざるを得ない。この申立件
数と潜在的受容とのギャップは，財産管理や身上
監護において適切な措置がとられず放置されてい
る状況や，深刻な権利侵害にさらされている事例
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が数多く潜行しているおそれがあることを示して
いる」〔大貫 2009，p. 26〕といえよう。
また，後見制度の伸びと比較すると，保佐およ
び補助制度の申立ては必ずしも活発ではなく（補
助開始の審判の申立件数は，2007 年度 967 件で
ある。保佐開始審判については上述参照），任意
後見制度についても，実際に任意後見監督人選任
の審判の申立てまで進むものは必ずしも多くない
といえる（2007 年度の任意後見契約締結の登記
は 6,733 件であるが，任意後見監督人選任の審判
の申立件数は 426 件に過ぎない）。
次に，申立ての主な動機について見てみると，
財産管理処分がほとんどのケースで動機として挙
げられており（85.6％），次いで，身上監護（26.4％），
遺産分割協議（12％）と続いている。介護保険契
約についてはわずかに 6％のケースで動機として
挙げられているに過ぎない（2007 年度の終局事件
総数における割合。なお，1件の事件について主
な申立ての動機が複数ある場合がある）。
この状況に鑑みるに，「端的に言って，申立て
がなされるのは，財産処分の必要があるが，本人
の知的能力の程度を考えると，後見人を選任せざ
るを得ないという場合である」〔大村 2005，p. 75〕
という指摘が説得力を有すると思われる。
そして，介護保険法の領域について，実際には
多くの場合に家族等が本人に代わり福祉サービ
ス契約を締結していると指摘されており〔本澤
2000, p. 573，本沢 2007, pp. 66-67〕，このような
現状は，障害者自立支援法の領域についても同様
であろうと思われる。「利用者の判断能力が落ち
ている場合，利用者本人の家族に対する代理権授
与行為がないのが一般である」〔本沢 2007，p. 66〕
とすると，家族等が行った行為は無権代理行為と
なり本人には当然には効力が及ばず 6），基本的に
はせいぜい事務管理が成立する場合があると考え
ることになろう 7）。その意味では，法的に不安定
な状況にあるといえる。

（2）	要因
以上のように見てくると，立案担当者によって
期待された福祉サービス契約締結のための支援制

度という機能を成年後見制度は必ずしも十分に果
たしていないといえよう。
では，成年後見制度が福祉サービス契約の締結
の局面で利用されない要因はどこにあるのであろ
うか。さまざまな理由が考えられるが，大きなも
のとして次の 2点を指摘できる。
第一は，関係当事者の意識である。「取引額が
少額であれば，本人に代わって誰かが押印すれば
それで足りる，さらに言えば，本人のためにする
のだから契約すら必要ではないという考え方が根
強く残っている」〔大村 2005，p. 77〕，また，「事
実先行主義の福祉分野では，高齢者や障害者が必
要な福祉サービスや介護サービスを利用すること
さえできれば，その法的根拠となる契約が，本人
の意思能力や家族等の代理権の有無によって有効
か無効かは重要でないとする傾向にあ」ると指摘
されている〔本澤 2000, p. 574〕8）。
第二は，福祉サービス契約締結の支援制度とし
て成年後見制度を見た場合には，必ずしも合理的
な制度設計となっていないということである。こ
れも 2つに分けることが可能である。一つはコス
トの問題であり，もう一つは制度の重厚さの問題
である。順に確認しておこう。
成年後見制度に関わる費用は，改正前と比較す
ると大幅に減少している。鑑定の費用は，旧制度
下の 1995 年度の資料によると，10 万円から 20
万円が 33.6％と最も多くの割合を占めており，5
万円未満は 5.5％に過ぎなかったのに対し，現行
制度下の 2007 年度の資料によれば，5 万円以下
が 56.9％であり，全体の 98.5％が 10 万円以下で
あった。しかし，それでも一定の費用はかかるこ
とになる。
また，家庭裁判所は，成年後見人等及び本人の
資力その他の事情によって，被後見人等の財産の
中から相当な報酬を成年後見人等に与えることが
でき（民 862 条等），後見等の事務に関わる費用
についても本人の財産から支弁される（民 861 条
2 項等）。したがって，場合によってはこのよう
な金銭的な負担が本人に生じることとなる。
以上のようなコストが必要となると，福祉サー

ビス契約の締結のみのためにこのような制度を利
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用するというインセンティブは働かないといえる。
仮にコスト負担が軽減されたとしても，問題と
して残るのが，制度の重厚さの問題である。現行
制度の下で大幅な改善がなされているとはいえ
（旧制度下（1995 年度）は，審理期間が 6カ月以
上のものが 35.5％とかなりの割合を占め，1カ月
以内のものは 7.6％にとどまっていたのに対して，
現行制度のもとでは漸次短縮され，2007 年度は，
1 カ月以内が 31.4％，1 カ月越え 2 カ月以内が
26.6％であり，2カ月以内で終了するのが全体の
約 6割を占め，逆に 6カ月を超えるものは 5.2％
に過ぎない），それでもなお一定の手続的・時間
的な負担があることは否めない。また，家庭裁判
所の関与による監督や成年後見人等が負う各種義
務の履行等も，福祉サービスの締結のみが目的の
場合には大きな負担と感じられるかもしれない。

2　今後の課題
仮に成年後見制度をより活用すべきであると考
えるなら，以上の要因をできる限り軽減するよう
に，解釈論を展開し，また立法的提案をすべきで
あるということになろう。
例えば，当事者の意識の問題については，一方

で制度の趣旨および手続等について積極的にア
ピールし，他方で市町村長の申立ての制度をより
活用できるようにすることなどが考えられよう 9）。
また，制度上の問題についても，費用に関して
は，成年後見制度利用支援事業等をより整備・充
実することができれば，一定の程度の改善が図ら
れよう 10）。制度の重厚さについても，僅少な財
産しかない場合については後見事務を軽減すべく
運用上工夫することで一定の対処は可能かもしれ
ない。
しかしながら，以下の2点に留意すべきであろう。
第一は，このような改善策を考えるにあたって
は，そもそも家族等が本人に代わって事実上契約
をしている現状に対する基本的な態度決定が一定
の影響を与えると思われることである。すなわ
ち，現状を理想的な状況とは異なる過渡的なもの
と理解し，いずれはすべてのケースに成年後見制
度が発動している状態を目指すべきと考えるの

か，あるいは，むしろ家族が福祉サービス契約を
事実上締結している現状を肯定し，このような状
態であっても実際上本人の利益が図られている限
りは，積極的に成年後見制度を発動させる必要は
ないと考えるか 11）。
このような態度決定の相違は，解釈論および立
法論いずれについても一定の方向性の違いを導く
ように思われる。前者のように考える場合には，
現状について特に解釈によって法的な根拠をあえ
て与える必要はないと考え，仮に福祉サービス契
約について成年後見制度とは異なる法制度を構築
しようとする場合でも，現行の成年後見制度との
整合性を図りつつ，その延長上の制度として構想
することが素直なように思われる。これに対して，
後者のように考える場合には，できる限り現状を
追認できるよう，例えば，家族等が行う契約を有
効化するような法解釈論を展開し，また，例えば，
家族等に簡易な形で一定の代理権を与えるといっ
たような立法的な提案をすることになろう 12）。
もちろん実際の提言はさまざまな点を考慮した
ものとなるはずであり，単純に以上のようにいえ
るわけではなかろうが，いずれの態度決定を前提
とするかによって，議論の枠組みが異なり，それ
が結果として具体的な改善策についても違いをも
たらすということは考えられよう。
第二は，成年後見制度の改善や運用による対処
にはやはり限界があるということである。
当然のことであるが，成年後見制度は福祉サー
ビス契約締結のためだけのものではない。立案担
当者によれば，成年後見制度は，「精神上の障害
により判断能力が不十分であるため契約等の法律
行為における意思決定が困難な方々について，後
見人等の機関がその判断能力を補う制度」であ
り，「その判断能力を補うことによって，その判
断能力の不十分な方々の生命，身体，自由，財産
等の権利を擁護することを目指している」〔小林
ほか 2006，p. 3〕。確かに，権利擁護の具体例と
して「介護サービス提供業者との間で介護契約を
締結して，本人が必要とする介護サービスを受け
ることができるようにする」ことが挙げられてお
り〔小林ほか 2006，p. 4〕，このような機能が現
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行の成年後見制度においては重視されていること
が窺われるが，同時に契約の取消しの問題や財産
管理の問題も重要視されている〔小林ほか 2006，
p. 4〕。なるほど，福祉サービス契約の締結とい
う観点からのみ見るならば，成年後見制度は重厚
といえるかもしれないが，本人の行為能力の制限
が伴う場合や成年後見人等に広範な代理権が与え
られる場合を考えるなら，一定の重厚さはやむを
得ないともいえよう。
そうだとすると，問題はこのような成年後見制
度を補う仕組みを構築する必要があると考えるか
否かということになろう。そして，まさに成年後
見制度を補うものとして構想されたのが日常生活
自立支援事業である。次にこの制度について検討
しよう。

III　日常生活自立支援事業と
	 成年後見制度との関係

日常生活自立支援事業は，「認知症高齢者，知
的障害者，精神障害者等のうち判断能力が不十
分な者に対して，福祉サービスの利用に関する援
助等を行うことにより，地域において自立した生
活が送れるよう支援することを目的とする」もの
であり〔日常生活自立支援事業実施要領 1目的〕，
事業の実施主体（都道府県社協又は指定都市社協。
事業の一部を基幹的社会福祉協議会に委託可能）
が本人と契約（福祉サービス利用援助契約）を締
結することにより，支援を行うこととされている。
そして，福祉サービス利用援助契約には，場合に
よっては一定の福祉サービス契約を締結する代理
権の授与も含まれることが予定されている〔同 4
（1）イ（ウ），福祉サービス利用援助契約書標準
要式（A方式）6条等参照〕13）。
では，日常生活自立支援事業と成年後見制度の
関係はどのようになっているのか。成年後見制度
の立案担当者は次のように説明する。「成年後見
制度は，判断能力の不十分な方々の財産管理およ
び身上監護に関する契約等の法律行為を援助する
ものであり，これに家庭裁判所が成年後見人等，
成年後見監督人等または任意後見監督人の選任等

を通じて関与する仕組みであるのに対して，地域
福祉権利擁護事業は，利用者ができる限り地域で
自立した生活を継続していくために必要なものと
して，比較的簡便な仕組みにより，福祉サービス
の利用手続の援助や代行，それに付随した日常的
な金銭管理等の援助を行う事業」である。そして，
「地域福祉権利擁護事業は，事業の実施主体が本
人と契約を締結することにより援助を開始するこ
ととしており，本人に契約締結に必要な判断能力
がない場合には，成年後見制度により選任された
成年後見人等との間で利用契約を締結することに
な」る〔小林ほか 2006, p. 24〕。
ここから，第一に，日常生活支援事業は，成年
後見制度より簡便な仕組みとして想定されている
ことが分かる。言い換えるなら，成年後見制度より
簡便な仕組みという点で，成年後見制度の制度的
な問題について補完しているということになろう。
第二に，成年後見制度とは次の 2つの点でその
適用範囲を異にすることが示されている。一つ
は，契約を締結するのに必要な能力の有無であ
る。あくまで日常生活自立支援事業は契約ベース
の支援であり，契約を締結することができない場
合には日常生活自立支援事業の対象とならない。
二つは，日常生活の自立支援の範囲に含まれるか
否かという点である。すなわち，日常生活自立支
援事業においては，日常生活の自立の支援に必要
な範囲に権限が限定され，それを超える権限を行
使する必要がある場合には，成年後見制度が利用
されることが想定されているといえる。
しかしながら，なぜこの 2つの基準によって日
常生活自立支援事業の利用範囲の限界が画される
のであろうか。実は，日常生活自立支援事業の構
築の背景には，成年後見制度の補完という観点と
は異なる文脈があるのであり，このことが上の問
題を考えるうえで一定の視点を与える。まずこの
点を確認しよう（1）。そのうえで，上記の 2つの
基準について順に検討することとする（2，3）

1	 制度の背景
日常生活自立支援事業は，福祉サービス利用の
支援制度として，成年後見制度を補完する仕組み
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として位置づけられる一方，次のような背景を持
つとされる。すなわち，日常生活自立支援事業を
導入する背景の一つとして，措置から契約へとい
う社会福祉基礎構造改革に関する文脈とは別に，
「基本的に今までの在宅福祉サービスの中で欠け
ていたものをカバーする」ということを挙げ，「在
宅サービスが従来の，家事援助とか介護援助だけ
ではなくて，もう一つ福祉サービスの利用を支援
したり，あるいは金銭的な面からの生活の支援を
する必要性が非常に高まってきていると，このこ
とが今回，権利擁護事業が必要とされる一つの
背景であろう」と指摘されている〔座談会 2000，
p. 135（小林雅彦発言）〕。
つまり，日常生活の自立のサポートという従来の
在宅サービスでは手薄であったサービスを提供す
る必要性が述べられているのである。ここではいわ
ゆる措置から契約へという社会保障分野における
構造改革に伴う福祉サービス利用の支援という文
脈とは切り離された，したがって福祉サービス契約
締結という局面での成年後見制度の補完という観
点とは独立した日常生活自立支援事業の意義ない
し目的が存在しているといえそうなのである。
そして，この 2つの目的，すなわち，成年後見
制度の補完と日常的な自立生活の支援という目的
が，日常生活自立支援事業の制度設計において複
雑に絡み合っていることが，この事業の理解を困
難にしている要因であるように思われる。
このような視点から，成年後見制度と日常生活
支援制度の適用範囲を画する 2つの基準について
検討していこう。

2　契約締結する能力
先に見たように，日常生活自立支援事業は契約
をベースとした制度であり，この契約を締結する
能力を欠く場合にはこの制度を利用できない 14）。
契約に必要な能力はその都度個別に判断されるの
で，後見の対象となる者でも能力ありとされる
可能性もあり，また，保佐および補助の対象者
でも能力がないとされる場合もありえようが，類
型的に判断するなら，後見の対象者は基本的に
は日常生活自立支援事業の対象ではなく，他方，

保佐および補助の対象者は日常生活支援事業の
対象なりうると考えられるであろう〔福島 2006，
pp. 69-71 等参照〕15）。
しかしながら，そうだとするとこの契約締結の
能力の有無によって日常生活自立支援事業と成年
後見制度の対象を区別することには疑問も生じよ
う。すなわち，日常生活自立支援事業による成年
後見制度の補完の必要性が，福祉サービス契約締
結という観点から見た場合の成年後見制度の不合
理さに由来するとするなら，補助・保佐の対象と
なるような者のみならず，後見の対象となるよう
な者についても補完の必要性があると思われるか
らである。
そこで，例えば，そもそも日常生活自立支援
事業を利用するために必要な契約を締結する能
力は，通常の意思能力より低く見積もられるべ
きであるという主張がなされている〔西牧 2004，
pp. 40-43〕16）。このように考える場合には，後見
の対象となるほど判断能力が低下しても，日常生
活自立支援事業が利用できないとされる局面はか
なり限定されることとなろう 17）。
これに対して，日常生活の「自立」支援という
観点を強調するときは，基本的にはサポートに
よって自立可能な者を対象とすることとなろうと
思われ，実施主体による他者決定といえる代理権
の行使にまで及ぶのは例外的であると考えること
になろう。したがって，基本的に代理が必要とな
る後見の対象者はその対象になりにくいといえる
ように思われる。この点，日常生活自立支援事業
実施要綱においても，「法律行為にかかわる事務
に関し，本事業の目的を達成するために，本人か
ら代理権を授与された上で代理による援助を行う
場合には，契約締結審査会に諮り，その意見を踏
まえて慎重に対応することと」されている〔日常
生活自立支援事業実施要綱 4（1）イ（ウ）〕。
また，実施主体である社会福祉協議会がサービ
ス提供者でもありうる点について従来から批判が
あるところであるが 18），代理権行使が基本とな
る制度とした場合には，この指摘がより大きな問
題としてクローズアップされるかもしれない 19）。
このように見てくると，日常生活の自立支援と
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いう目的を維持する以上，後見制度をも補完する
ものとして日常生活自立支援事業を構想すること
は困難であると思われる。
これに関連して 2点付言する。
第一に，以上のようにいうことは，日常生活自
立支援事業とは別個に，福祉サービス契約の締結
の局面で後見に該当する者を保護する制度を構築
する可能性を否定するものではないということで
ある。実際，日常生活自立支援事業とは別の形で，
福祉サービス契約に特化した法定代理の制度〔大
村 2005，p. 79，平田 2008，p. 531〕や措置制度
の活用（大村 2005，p. 79）が提案されている。
ここでこれらの見解の当否には立ち入らない
が，制度設計にあたっては，次の点に留意する必
要があろう。すなわち，成年後見制度の立法過程
において，特別代理人類型（判断能力の程度にか
かわりなく，当事者の申立ての範囲内において特
定の法律行為についてのみ代理権を付与される類
型）および簡易類型（本人に年金等の収入しかな
い場合を対象として，判断能力の程度にかかわり
なく，その金銭の管理についての代理権を付与さ
れる簡易な一部代理の類型）を創設することの可
否について議論され，それが否定されている点で
ある。その理由は，次の通りであった。①補助類
型または保佐類型の活用により，申立てに応じて
特定の法律行為に関する一部代理権を付与するこ
とが可能であるので，これと別途に特殊な類型を
設ける必要はない，②事理弁識能力を欠く常況に
ある者について，本人保護の実効性の観点から全
面的な代理権及び広範な取消権の付与を法定する
ことが必要かつ相当であるという政策的判断に基
づいて制度化した以上，判断能力が不十分である
ことを要件としながら，事理弁識能力を欠く常況
にある場合でも申立てに応じて特定の法律行為に
関する一部代理権のみを付与する類型を併存させ
ることは，法制的・政策的に制度として自己矛盾
に陥る，③仮に判断能力の程度にかかわりなく一
部代理権のみの付与を可能にする類型を設ける
とすれば，判断能力とは無関係な必要性を要件と
する別次元の類型として構成するほかないが，民
法上の制度として，判断能力の程度以外の要素に

より法定代理権の付与の必要性を普遍的かつ合理
的に限定する要件を適切に設定することは，理論
的・法制的に困難である，④仮に判断能力とは無
関係な必要性の要件を年金の管理等のような個別
具体的な状況に限定して規定するとすれば，事柄
の性質上，それは個々の行政法規の範疇に属する
問題である〔法務省民事局参事官室 1998，p. 12〕。
④の理由からは，福祉サービス契約の締結に特化
した代理制度を許容する可能性を見て取れるが，
福祉サービス契約の締結に特化した制度を作る場
合には，①～③の指摘について（その指摘自体の
妥当性の検証を含め）配慮した制度設計をする必
要があろう 20）。
第二は，制度の実際の運用状況である。日常生
活自立支援事業を上のように理解すると，成年後
見制度のうち，おおよそ保佐および補助について
補完するものと考えることができる。IIで見た
ように，保佐および補助は後見と比較すると必ず
しも活発に利用されてはいなかったのであり，こ
の部分を補完する必要性は高いといえる。では，
実際に，このような機能を日常生活自立支援事業
は果たしているといえるのであろうか。
2008 年 12 月現在の資料によれば，1999 年 10
月からの累計の相談件数は，3,142,348 件（2008
年度（4～ 12 月）は 648,264 件）であり，新規契
約件数は 53,042 件に上る（2008 年度（4～ 12 月）
は，6,926 件）。利用者の内訳は，認知症高齢者等
が 63.5％，知的障害者が 14.8％，精神障害者等が
15.5％，その他が 5.6％となっている。このうち，
生活保護受給者の割合は 33.9％となっている。実
際の利用者数も年々堅調に増加しており，2008
年 12 月現在で 28,560 件である。
このような利用者数は，対象者が重複すると思
われる保佐・補助の申立て件数と比較すると倍以
上となっており，また経済的に成年後見制度を利用
することが困難な層の一定の受け皿となっていると
考えることもできよう。しかしながら，IIで見たよ
うな潜在的な利用者数を考慮するなら，やはり十分
なものではないと思われる〔田山 2007，p. 87〕。
このような要因としては，日常生活自立支援事
業の利用者が一定の判断能力を有しているという
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ことが考えられる。すなわち，「『後見』類型にあ
たる者と異なり，地域福祉権利擁護事業の利用対
象者は，自分で一定以上の理解判断をし，意思表
示できるからであ」り，「家族・親族などが同居
あるいは地理的に近いところに居住し，『判断能
力の不十分な者の立場にたって』福祉サービスの
利用を支援し，日常生活金銭管理を支援できてい
る場合には，地域福祉権利擁護事業の利用ニーズ
は少ない。地域福祉権利擁護事業の利用をしなく
とも，これらの者の日常生活は成り立ち，生活の
質も維持されるであろう」〔福島 2006，p. 78〕と
いうわけである 21）。
また，「この事業の実施された援助内容として
は，むしろ日常的な財産管理のほうが著しく多く
なっており，福祉サービスの利用援助よりも日常
的な金銭管理に関するニーズが高いことが窺われ
る」という指摘がなされ〔平田 2008，p. 526〕，「例
えば，高額な相続財産が生じた場合や，不動産の
管理・運用や高額預貯金・投資の運用の必要性
が生じた場合，能力低下による銀行などでの支払
い停止となった場合，さらに入所手続きが必要と
なった場合など，当事業に認められていない代理
権が必要となる。また，頻回の悪徳商法被害やサ
ラ金・ヤミ金被害に対しては同意権・取消権が必
要となる。このような場合，契約による財産管理
制度の利用や成年後見制度の申立て等を勧めても
家族が理解しようとせず拒否して，当事業で何と
か守ってほしいと強く希望する」という実態も紹
介されており〔大國 2009，pp. 5-6〕，日常生活自
立支援事業に求められている実際上の主たるニー
ズは，必ずしも福祉サービスの利用支援ではない
ことが示されているといえよう。
これについては，「地域福祉権利擁護事業は，社
会福祉法上，福祉サービス利用援助事業と位置づ
けられながら，日常的な金銭管理に適した支援制
度が存しないため，日常的な金銭管理を通じた自
立支援活動を中心とせざるをえない状況になって
いる」〔平田 2008，p. 526〕という指摘や，「権利
擁護事業を実施する中で，非常に幅広いニーズ―
例えば，消費者被害に関する援助，計画的なやり
くりに関する援助，借金返済・自己破産に関する

援助，遺言・自己破産に関する援助，家族・近隣
住民との関係に関する援助等―があ」り，「他の
サービス（事業）では対応できない，または他の
サービス（事業）が存在しない部分について権利
擁護事業で対応している」との指摘がなされてい
る〔近澤 2005，p. 75〕。

3	 日常生活
日常生活自立支援事業を，単に成年後見制度の
コストや重厚さを補うものとして理解した場合に
は，このような限定は必然ではない一方，補完の
必要性が福祉サービス契約の締結に限定されてい
る場合には，日常的な財産管理さえその対象とす
る必要はないということにもなろう。
他方，日常的な自立生活の支援という観点から
は，支援をする者の権限が日常生活に必要な範囲
に限定されるという要請が当然に生じよう。
そして，「日常生活」の支援という観点を強調
するときは，日常生活自立支援事業は，単に福祉
サービス契約における成年後見制度の補完という
意味ではなく，独自のサービスとして成年後見制
度と重複して利用される事業であるという理解が
可能となる。すわなち，「被支援者の身近にいる
支援者が福祉サービスの提供状況と自立生活全般
をともに見守るシステムが別途必要」であるが，
「成年後見制度は，法的代弁者による支援と家庭
裁判所を中核とする法的監督システムによって構
成されており，必ずしも上記の見守りシステムと
は必ずしも整合性を持たない」という指摘がある
〔平田 2008，p. 524〕。仮にこのようにいえるとす
ると，成年後見制度の利用のインセンティブが働
かない部分を補完しようというのではなく，成年
後見制度ではケアーしにくいサービスを提供とす
るという意味で，成年後見制度を補完するものと
して日常生活自立支援事業を位置づけることにな
ろう 22）。そうだとすると，日常生活自立支援事業
は，現在でも成年後見人等との契約でも利用可能
であるとされているが，それは当然であり，むし
ろ成年後見制度が発動した後も積極的にこの制度
は利用されるべきであるといえるかもしれない。
そして，さらに「日常生活」の支援という点を
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強調していく場合には，判断能力の低下した者に
対象を限定すること自体が必ずしも自明ではない
ともいえそうである。すなわち，認知症でない寝
たきりの高齢者や重度の身体障害者等，判断能力
はあっても，身体的環境的な状況によって，情報
面や行動面で事実上「権利行使障害」がある場合
には，権利擁護のニーズがあるので，日常生活自
立支援事業の対象に含めるべきであるというこ
とも考えられる〔阿部 2000，p. 189，濱畑 2002，
p. 137〕。
なお，ここでいう日常生活という限定について
は，二方面からの議論がある。
一つは，厚生労働省社会・援護局地域福祉課長
通知「日常生活自立支援事業の実施について」（平
成 19 年 5 月 15 日）では，日常的金銭管理を行う
場合に，本人に多額の預貯金があるときは，日常
生活費のみを取り扱う専用口座を設けることと
し，生活支援員の取り扱う金銭を一定の金額の範
囲内と限定するとされており，その口座の目安が
50 万円とされているのであるが，この金額が高
いのではないかというものであり，もう一方は，
日常性の範囲を拡張せよというものである。
前者は，能力判定ガイドラインの作成担当者の
見解であり，「このガイドラインの作成にあたっ
ては，50 万円もの日常生活費口座の管理を委託
するような重要な契約を想定してはいない」とい
う〔斎藤 2000，p. 219〕23）。
もっとも，このように財産管理の範囲を限定す
る場合には，現実に日常生活自立支援事業に課せ
られているニーズとの関係では，そのギャップを
大きくするかもしれず，これにどう対処するかが
問題となろう。
後者は，先に見たように実際のニーズには多様
なものが含まれているのであり，むしろ，このよ
うなニーズに応えるべきだという主張である〔大
原 2008，p. 341〕。
しかし，このように考える場合には，先に見た
成年後見制度における制度理念との牴触という問
題が大きくなることになるであろうし，日常生活
自立支援「事業は，在宅の高齢者や障害者に対
する『生活』全般の支援をその本質とするもので

あり，必ずしも財産管理業務をメインにするも
のではない。日々の金銭管理や貴重品の預かり業
務は，あくまでも高齢者や障害者の在宅「生活」
の支援に必要な手段という位置づけなのである」
（倉田 2004，p. 11）という制度観との対峙を迫ら
れよう。

IV　おわりに

本稿では，成年後見制度および日常生活自立支
援事業の現状および課題について，すでに相当蓄
積されている議論のごく一部について若干の整理
分析を行ってきた。
もっとも，今後に残された課題は多い。本稿で
採り上げた指摘や提案等のそれぞれについてより
立ち入った検討が必要であろうし，そのためには
比較法的な考察も不可欠であろう。本稿では分
析の対象外としたが，そもそも福祉サービス契約
自体についての理論的な検討も必須である。さら
に，日常生活自立支援事業以外のさまざまな民間
の取り組みも視野に入れた制度設計，理論構築も
必要であろう。
ここでは，複合的な問題領域であり，かつ，実
務上も喫緊の課題が提起されている領域であるか
らこそ，理論的な基礎的研究が重要になると思わ
れる。実務においては日々生起する問題について
臨機応変に必要な運用・対策を施しつつさまざま
な工夫を積み重ねていくわけであるが，このような
実践について背後から一定の法理論的裏付けを与
えられるような作業が要請されているといえよう。

注
  1）		 判断能力が不十分な者の保護という観点から
は，本来広くそれを保護する機能を有する制度
を検討すべきであり，そうだとすると福祉サー
ビス契約の内容規制や情報提供義務等にも考察
を押し及ぼすべきであるとも考えられる。しか
しながら，その際には，そもそも福祉サービス
契約の概念および性質についての検討が必要で
あり，これ自体論ずべき点の多い大きな問題で
ある。本稿では，福祉サービス契約の概念規定
とは一応独立して考えられる法制度である成年
後見制度と日常生活自立支援事業に限定して論
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じることとする。同様に，苦情処理制度等につ
いても検討の対象から外す。

	 	 また，このように対象を限定したとしても，
これらの制度に関する問題については，法理論
的なものから実務的・実践的なものまでさまざ
まなレベルのものが考えられ，これらをめぐる
議論についてもかなり蓄積があるところである。
そこで提示されているさまざまな問題の重要性
を十分認識しつつも，本稿では，紙幅等の関係
から，これらの問題を網羅的に採り上げること
はせず，法理論的な観点から，本文に述べた 2
つの課題について検討するにとどめる。

 2）		 成年後見制度の立案担当者の説明として，介
護保険に関して，小林ほか 2006, p. 22，障害者自
立支援事業に関して，小林ほか2006, p. 342参照。

 3）		 地域福祉権利擁護事業という名称は，平成 19
年から，一層の利用が促進されることを目的と
して日常生活自立支援事業と変更され，それに
伴い，援助内容や相談体制の強化（専門員の資
格）についての変更がなされた〔厚労省援護局
地域福祉課長通知「日常生活自立支援事業の実
施について」（平成 19 年 5 月 15 日）〕。しかし，
事業の基本的な内容・仕組み等は変わっておら
ず，現在都道府県において両者の名称が用いら
れているようであり〔大國 2009，pp. 6-7〕），両
者の名称は互換的に用いられている。本稿でも，
必要のない限り両者の名称を互換的に用いるこ
ととする。

 4）		 社会福祉基礎構造改革においても，地域福祉
権利擁護事業（現日常生活自立支援事業）は成
年後見制度を補完する仕組みと位置づけられて
いた〔厚生省「社会福祉基礎構造改革について（社
会福祉事業法等改正法案大綱骨子）」（平成 11年
4月 20日）〕。

 5）		 本澤 2000，p. 573 は，「成年後見制度と地域
福祉権利擁護事業（福祉サービス利用援助事業）
の適用範囲は重複しており，両者の振り分けの
基準が明確でないため，また両者の継続性・連
続性も明確でないため，成年後見制度の意義が
十分に理解されず，その利用が進まない状況に
なっている」と指摘する。

 6）		 もっとも，事実上の後見人が行った無権代理
人の行為を事後に追認拒絶することができるか
が問題となった判例（最判平成 6･9･13 民集 48
巻 6 号 1263 頁）の理解の仕方如何によっては，
ここで想定されるような場合について広く信義
則上追認拒絶が認められないと解する余地もあ
りえるかもしれない。この判決については，文
献の所在を含めて，拙稿 2008，pp. 106-107 を参
照していただければ幸いである。

	 	 また，我が国において一般的な考えではない
が，事務管理の効果として有権代理となるとい
う構成も考えられよう。

 7）		 家族がなした契約を第三者の契約として本人
に権利を帰属させることも考えられるが，受益
の意思表示が必要である点をどのようにクリア
するかという問題があり，また，「家族等が契約
当事者となった場合，契約により生じる利用料
の支払債務の九割（一割の自己負担を除く）が，
介護保険の本人給付により弁済されるとするこ
とには，やはり介護保険法上問題がある」と指
摘されている〔本澤 2000，p. 565〕。また，そも
そも，第三者のためにする契約という構成でい
つまでも容易に支援者による行為を正当化する
ことは，「措置」から「契約」へという形で，個
人の尊厳を重視してパターナリズムを排し，サー
ビス利用者の自己決定を尊重しようという理念
に反し許されないという指摘もある〔平田 2008，
p. 530〕。

 8）		 このような理解の背景には，厚生労働省（当
時厚生省）の通知の影響が考えられる。例えば，
厚生省介護保険制度実施推進本部老人福祉局企
画課長通知（平成 12 年 3 月 28 日）は，「施行
日以降，契約書を取り交わす場合には，……判
断能力が不十分な者の家族等が代理することも
可能（成年後見制度を活用し，後見人，保佐人，
補助人等を代理人として契約書を取り交わすこ
とも考えられる）」としていたことから，「家族は
家族であるがゆえに当然に代理権を有しており，
成年後見制度の利用は単に家族等のいない場合
の例外的措置にすぎないかのような印象を福祉
関係者等に与えている」と指摘されている〔本
澤 2000，p. 555〕。平田 2008，pp. 528-529，伊藤
2008，p. 349 も参照。

 9）		 市町村長申立てについては，河野 2006，
pp. 235-236，同 2007，pp. 15-16 等参照。

10）		 成年後見制度利用支援事業の運用状況や課題
等については，特集「成年後見制度利用支援事
業」2008 所収の諸論考等参照。

11）		 成年後見制度の立法の段階で，個別の法律行
為のみ代理権を有する特別代理人の要否が問題
となった際に，「本人が意思能力を喪失した後も，
任意代理人や家族等によって保護を受け，財産
管理等に格別の不安がないときは，法定後見制
度は発動されないとする原則」という意味での
「補充性の原則」が問題とされている。ここでは，
補充性の原則について「特に親族等が本人の財
産を管理することを正面から認めることになる
が，それがいかなる法的根拠に基づくものかが
明確にされていない以上，現実にも本人の保護
が図られるか疑問である」という意見が述べら
れている〔成年後見問題研究会 1997，p. 41〕。

12）		 この点に関連して，ドイツのホーム法 5条 12
項において，我が国の意思無能力者に相当する
自然的無能力者が締結する契約について，すで
に行われた給付と反対給付について，それが対
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価的に相応である限りで有効性を維持すること
とされたが，このような規定によって，親族や
社会福祉サービスよる「事実上の世話」を容易
にする意味があるとされている点が興味深い。
これについては，丸山 2007，pp. 136-137 等参照。

13）		 日常生活自立支援事業の概要については，全
国社会福祉協議会 2008 等参照。本稿との関係で
は，pp. 60-65 の記述が有益である。

14）		 本稿では立ち入らないが，そもそも日常生活
自立支援事業においてなされている契約締結判
定ガイドラインによる能力判定が，一般的に契
約に必要とされる意思能力の有無の判断とどの
ような関係に立っているか自体検討の余地があ
る問題である。筆者なりの一つの理解の可能性
として，拙稿 2003，pp. 373-374 を参照していた
だければ幸いである。

15）		 このような者の契約締結能力については，任
意後見契約のいわゆる即効型と同様の問題があ
る。この点を指摘するものとして，座談会 2000，
p. 152（平田厚，野田愛子発言），濱畑 2002，p. 130
等参照。

16）		 この見解に対する批判として，大原 2007，
p. 155 参照。

17）		 もっとも，この見解も「限定的意思能力（形
式的に契約を成立させる能力）」は必要とするの
で，その限りでは日常生活自立支援事業の対象
とならない場合が生じうる。

	 	 なお，本稿では，この見解のような解釈が妥
当か否かについては立ち入らないが，一方で意
思無能力法理について立ち入った検討をし，他
方でいわゆる福祉契約論の動向を視野に入れつ
つ，このような帰結が意思無能力法理の一般論
から正当化が可能なのか，あるいは，意思無能
力法理の一般論からは正当化できず，福祉契約
に特殊な理論として理解されるべきなのか，ま
たそのときはどのようにこの特殊性を正当化す
るのかといった点が問題となると思われる。

18）		 斎藤 2000，p. 217 は，「第一は，もしも，社会
福祉協議会が提供するサービスを利用するので
あれば，社会福祉協議会が派遣する生活支援員
は，サービス利用者とサービス提供者の間の中
立な仲介者にはなりえない。第二に，社会福祉
協議会が提供するサービスと，他の民間企業や
NPOが提供するサービスが競合した場合，社会
福祉協議会が地域福祉権利擁護事業をおこなう
ことによって，サービス提供者間の公正な競争
を阻害する可能性がある」と指摘する。　

19）		 福島2006，p. 78は，「社会福祉協議会の場合は，
介護保険等のサービスを提供する部署と地域福
祉権利擁護事業や福祉サービス利用援助事業を
提供する部署を分け，責任者や指揮命令系統な
どを明確に分けることによって，利益相反とな
らない仕組みとなっている」という。

20）		 大村 2005，p. 79 は，福祉サービスに特化し
た代理制度を構築することは，「技術的な調整は
必要であるとしても，成年後見制度の制度理念
との間に矛盾が生ずる懸念はないだろう」とい
う。この点に関連して，従来のフランスにおけ
る社会保障給付に関する後見制度およびその後
の改正が興味深い。これらについては，嵩 2007，
pp. 165-169，窪 2008，pp. 174-175 等参照。

21）		 もっとも，福島 2006，p. 78 はこのように述べ
た後，家族・親族のサポートの質は外から見え
にくいとし，家族等がいるからといって日常生
活自立支援事業の利用のニーズがないものとし
て扱うことは常に危険が伴うと指摘する。

22）		 ニュアンスは異なるが，本文で述べたような
補完の二面性について，河野 2006，p. 227 参照。

23）		 大國 2009，p. 6 も，「日常生活自立支援事業が
取り扱う財産管理の援助範囲は，たとえば，年
金生活程度のデイリーマネーマネジメントとし
て明確にしてもよいのではないか」と主張する。
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保育所入所の法的性質をめぐる考察
――1997 年児童福祉法改正を契機として――

倉　田　賀　世

I　はじめに

保育所入所制度は，1997 年児童福祉法の改正
により措置から契約になったと説明されている
が，その法的性質については必ずしも明らかでは
ない。そこで，本稿は 1997 年児童福祉法改正以
降の保育所をめぐる利用者，施設，市町村間の法
律関係を検討し，公立保育所の民営化が行われる
ようになった後の裁判例もふまえながら，この点
につき論じるものである。より具体的には，まず
97 年法改正前の保育所入所の法的性質をめぐる
議論を概観した後（II），同法改正以降，裁判所
がどのような判断を示しているのかを整理した上
で（III），法的性質の理解につき実体を踏まえな
がら私見を展開し（IV），最後に今後の課題を述
べる（V）。

II　1997 年児童福祉法改正前の保育所入所の
	 法的性質をめぐる議論

1997 年改正前の児童福祉法（以下，旧法と称
する）第 24 条は「市町村は，政令で定める基準
に従い条例で定めるところにより（中略）児童の
保育に欠けるところがあると認めるときは，それ
らの児童を保育所に入所させて保育する措置を採
らなければならない」と規定していた。この規定
に基づく保育所をめぐる利用関係については，以
下のような理解がなされていた。
まず措置権者である市町村と施設との関係につ
いては，市町村が都道府県知事に届出をして自ら

保育所を設置運営する場合と（旧法第 35条 3項），
社会福祉法人等が都道府県知事の認可を受けて設
置した保育所に（旧法第 35条 4 項），市町村長が
保育の措置を委託（旧法第 46 条 2）（社会福祉事
業法第 5条 2 項）する場合があり，後者の場合，
措置委託の法的性質は，行政解釈上，委託契約類
似の公法上の契約であると解されていた〔厚生労
働省児童家庭局編1991, p. 291〕。同様に，判例にも
このことを明示するものがあった 1）。なお，学説の
中にはこれを第三者のためにする契約（民法第 537
条）であると解するものがある〔菊池1991, p. 52〕。
次に，保育所利用者と施設との関係について
は，「保育所は日々保護者の委託を受けて・・保
育することを目的とする施設である」という規定
（旧法 39 条 1 項）を根拠に，保育所と保護者との
間を契約関係と解する判例があるが 2），保育料や
保育内容につき両当事者が自主的に決定できる部
分が少ないことから，契約関係と理解することへ
の批判があった〔菊池 1991, p. 57〕3）。それゆえ，
先に述べた市町村と保育所の間に第三者のために
する契約が存在するという理解を前提として，第
三者としての利用者が諾約者としての保育所に施
設の利用を求めることができるという解釈が支持
されていた〔菊池 1991, p. 57〕4）。
他方，利用者と市町村との法律関係について
は，行政解釈においても，判例・学説上も，行政
処分によるものと解されてきた〔児童福祉法規研
究会編 1999, p. 167〕5）。その理由としては，保育
所利用者の法的地位がもっぱら行政の一方的決定
により決まることがあげられていた〔岩村 1999, 
p. 251〕。より具体的には，措置権者である市町
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村が保育所利用を希望する児童が保育に欠ける
か否かを認定し 6），サービス利用の可否やサービ
ス提供施設を裁量に基づいて一方的に決定してき
たことを指す 7）。しかしこの方法に対しては「入
所にあたって市町村が保護者に希望を聞くことは
あっても，保育所，保育サービスの選択利用権が
利用者にはな」く，「これに対応して，保育者側
に利用者の選択に対応して，利用者の需要をふま
えた保育サービスを自主的に提供するという誘因
が働きにくく，サービスが画一的・硬直的になり
やすい」という問題点が指摘されていた〔児童福
祉法規研究会編 1999, p. 167〕8）。これに加えて，
施設の自主性，主体性が弱く，市町村の関与が多
いので手続が面倒であるという批判もあった〔福
田 1999, p. 89〕。そこで 1997 年法改正により，児
童福祉法第 24 条は大幅に改正されたのである 9）。
97 年法改正後の児童福祉法（以下，法と称する）

第 24 条では，「利用者の立場に立った良質かつ多
様な保育サービスが弾力的に提供できる体制」を
整えるため，「保護者が各保育所に関する十分な
情報を得たうえで，入所を希望する保育所を選択
して，申し込みに基づき市町村と保護者が利用契
約を締結する仕組み」が作られたとされている〔児
童福祉法規研究会編 1999, p. 167〕。具体的には，
法第 24条 1項から「措置」という文言がなくなり，
代わりに「保護者からの申込み」という文言が新
たに規定されたことによって，行政解釈上は「保
護者と利用者の関係は，措置という行政処分の行
政庁と対象者という関係から」，「申込みとこれに
対する保育サービスの提供」という「双務関係に
立つ利用契約関係に変更された」と解されている。
同時にこの改正では新たに，申込書に希望保育園
名を記載すること（2項），ならびに，希望者が定
員を超過したような場合に，市町村が公正な方法
による選考を行うことが明文化され（3項），さら
に，市町村の情報提供義務が規定された（5項）。
行政解釈ではこの改正で，市町村と利用者の関
係はそれまでの行政処分から「利用契約関係に立
つものであるが，その権利の設定・内容が児童福
祉法という公法によって規定され，サービス水準
も最低基準により担保されることから，一種の附

合契約であり，『公法上の契約』」に基づくもの
になったと説明されている〔児童福祉法規研究会
編 1999, p. 168〕。これに対しては，入所決定や費
用徴収において従来どおり行政が主導的に関与す
ることから，依然として行政処分であるという見
解〔田村 2002, p. 240 , 堀 1997, p. 178, 交告 2004, 
p. 91〕，あるいは，行政処分と契約が結合したも
のであると解する見解〔原田 2003, p. 115〕10）が
あり，両者間の法律関係について，かならずしも
統一された理解があるとはいい難い状況にある。
そこで次に，97 年法改正以降の保育所利用者と
市町村との法律関係について，この点が論じられ
ている公立保育所の民営化をめぐる判例を整理し
ていくことにしよう。なお，この改正においては
保育所をめぐる上述の 3つの関係，すなわち①市
町村と保育所，②保育所と利用者，③市町村と利
用者のうち，③の一部のみに変更があったとされ
ており，①②について変更はなかったとされてい
る〔福田 2008, p. 207〕。したがって，以下ではこ
れらのうちもっぱら③を中心に検討を行い，必要
な範囲で①②にも言及することにする。

III　公立保育所民営化裁判での保育所入所に
	 かかる法的性質理解

一般に，公立保育所の民営化と称されるものに
は以下のものがあるとされる〔田村 2004, p. 13〕。
すなわち，一つ目としては公設民営方式と呼ばれ
るもので，市町村が保育所を設置するが，その運
営は民間に委ねる方法である。このうちのひとつ
である「運営業務委託方式」は，2001 年 3 月 30
日の厚生労働省通達 11）に基づいている。この通
達は，保育所の運営業務を事実上の行為と理解
し，地方自治法 244 条の 2 第 3 項（2003 年法改
正前のもの）の適用対象外であるとすることによ
り，それまで公共団体や社会福祉法人等に限定さ
れていた保育所委託先を，NPO法人や株式会社
にも広げたものである。この方式の特徴は，条例
の制定や改正なしに，これまで対象外とされてき
た民間団体への保育所運営業務委託を可能にする
点にある 12）。
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公設民営方式のもう一つの方法としては「指定
管理者方式」がある。これは，地方自治法 244 条
の 2 第 3 項（2003 年法改正前のもの）の下で管
理委託方式と呼ばれていたものが，地方自治法改
正により廃止され改められたものである。すな
わち，2003 年法改正以前の地方自治法 244 条の
2第 3 項では，公立保育所など公共施設の運営は
地方公共団体が出資している法人，または公共団
体，ならびに公共的団体にしか管理委託できない
とされていた。それゆえ，公立保育所の管理委託
先はもっぱら社会福祉法人であった。ところがこ
の改正により，指定管理者と称される団体（営利
企業も含む）への管理委託も可能になったのであ
る。ただし，これには条例の規定が必要であると
され（地方自治法 244 条の 2 第 3 項），指定に際
しては議会の議決を経ることが必要とされている
（地方自治法 244 条の 2第 6項）。公設民営方式で
は，保育所の設置者が市町村のままであることか
ら，いわゆる純粋な民営化とは異なるが，運営を
私的団体にも広く委ねることができるという意味
で，いわば広義の民営化であると考えられる。
つぎに，民営化と称される二つ目の方法は，そ
れまで市町村が設置・運営していた保育所を廃止
し，建物や土地を民間法人等に有償で譲渡したり
無償で貸与して，新たな保育所を設置するもので
ある。この方法は，設置者自身も民間の法人等に
なる点が先の公設民営方式との違いである。
ところで，1997 年の児童福祉法改正以降，公
立保育所の民営化が争われた裁判の中で公刊され
ているもの（執行停止・仮差止事案を除く）とし
ては，① -a 大阪地判平 16 年 5 月 12 日（棄却），
① -b 大阪高判平 18 年 1 月 20 日（控訴棄却）（高
石市）13），② -a 大阪地判平 17 年 1 月 18 日（棄却），
② -b 大阪高判平 18 年 4 月 20 日（控訴棄却）（大
東市）14），③大阪地判平17年10月27日（棄却）（枚
方市）15），④横浜地判平 18 年 5 月 22 日（違法性
は認めるが，取消を求める請求は事情判決により
棄却）（横浜市）16），がある。これらはいずれも
二つ目の意味での民営化，すなわち，公立保育所
を廃止し，新たな保育所を設置することが問題と
なった事案であり，利用者の申込み時点で保育所

の設置運営主体であった市町村が，予定されてい
た保育期間の終了前に，当該保育所の廃止を理由
に利用者に転園を求めることができるかという共
通の問題が論じられている。
いずれの事案でも本案審理以前の問題として，
公立保育所を廃止する条例の制定が，行政事件訴
訟法上の抗告訴訟で争える行政処分（行訴法 3条
2項）といえるかが争点となっている。条例制定
は，一般抽象的な権利義務を定めるものであり，
行政と私人との間に具体的権利変動を生じさせる
ものではないという理由から，原則として処分性
を有しないとされているが〔塩野 2008, p. 100〕，
判例の中には，制定行為自体が特定人の権利義務
や法的地位に直接的な影響を有する場合に，例外
的に行政処分であることを認めるものがある 17）。
そこで，上記の事案において裁判所は，抗告訴訟
の可否を判定するために，保育所廃止条例の制定
により原告らの権利や法的地位の侵害が生じてい
るかにつき判断をおこなっているのであるが，こ
れと関連して，97 年法改正後の 24 条に対する裁
判所の理解が示されている。より具体的には，①
-a，② -a，② -b，③では，改正によりそれまでの
措置が保育所利用契約となり，これに基づき保護
者は当該保育所の存続期間中，選択した保育所で
原則として児童が就学するまでの間保育を受ける
権利を有すると解している。そのうえでこれらの
判決は，廃止条例制定が個別具体的な権利侵害に
あたるとして処分性を認めている。これに対して
① -b，④は，改正による利用契約の成立に対して
は否定的な見解を示しながら，法 24 条に基づい
て保護者は保育所を選択し得る法的利益を保障さ
れている（④），あるいは，保護者は児童の就学
までの間，当該保育所で保育を受ける強い利害関
係を有している（① -b）と解し，このような権利・
利益は可能な限り尊重されるべきものであるの
で，保育所廃止条例の制定はこの権利・利益を具
体的処分によることなく必然的に侵害することに
なるとして，条例制定の処分性を認めている 18）。
このように，裁判所の見解は 97 年法改正以降
の市町村と利用者の関係を，契約であると理解す
るものと，依然として行政処分であると理解する
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ものに大別できる。とはいうものの，いずれの判
例も，利用者に認められているとされる保育所利
用の権利・利益は，必ずしも絶対的なものとまで
はいえないと述べる。すなわち，保育所廃止条例
制定の適法性判断において，①保育所が地方自治
法第244条1項でいうところの「公の施設」であり，
法解釈上その設置，管理，廃止については地方公
共団体またはその長の裁量に委ねられるとされて
いること，および，②児童福祉法第 35 条 6 項に
おいて，児童福祉施設の廃止に際しては厚生労働
省令で定める事項を都道府県知事に届出ることが
必要である旨規定し，これを受けて児童福祉法施
行規則 38 条 1 項 2 号は具体的な届出事由として
「入所させている者の処置」を規定していること
から，児童福祉法は，入所者のいる児童福祉施設
の廃止を予定しているものと解すことができるこ
とを理由に，利用者に認められる保育所利用の権
利・利益は，同意がないかぎり当該保育所を廃止
できないというような，絶対的なものではないと
しているのである。その結果，仮に当該園に在園
児がいたとしても，廃止に至るまでの過程におい
て行政裁量の逸脱や濫用がないかぎり，市町村は
利用者の同意なしに保育所の廃止とそれに基づく
利用者の転園を求めることが可能になる。裁量権
の逸脱・濫用性判断においては，廃止の目的，必
要性，それにより利用者がこうむる不利益の内容
や性質，程度等を総合的に考慮すべきとされ，個
別具体的な判断の結果④のみが行政裁量の逸脱，
濫用をみとめ，公立保育所の民営化を違法と評価
している。その理由として④では，廃止に同意し
ていない利用者との間で十分な協議が尽くされて
いない状況下で，引き継ぎ期間がわずか 3カ月間
という早急な民営化を実施しようとしたことにつ
き正当化事由がないことをあげている 19）。
このような判例の理解を基礎として 97 年法改
正後の市町村と利用者との法律関係を検討する場
合，「1997 年の児童福祉法改正によって，保育所
入所のあり方が従来の措置制度から要保育児童の
保護者に保育所選択の可能性を保障した申込みに
基づく入所制度へと転換が図られたことが，市町
村の設置した保育所の廃止に対して何らかの制約

を課することになるのかという問題」〔亘理 2005, 
p. 216〕が重要となる。この問題について亘理は，
「依然として利用契約関係ではないと仮定したと
しても，個々の保育所の運営状況や保育条件に関
する客観的情報に基づき保護者が行った保育所選
択の意思は，入所後の保育所利用関係の継続時に
おいても最大限尊重されるべきであることからす
れば，保育所を設置した市町村には特段の事情 20）

がない限り当該保育所における保育実施の継続を
求める保護者の意思を尊重すべき義務が課せら
れ」，このことは 97 年法改正によって「保育所利
用関係が全面的に利用契約関係であるとの前提に
立った場合には」「一層強く当てはまる」と述べ
る〔亘理 2005, p. 233〕。しかしながら，上述の判
例を見る限り，いずれの構成を取るかによって裁
量権の逸脱・濫用性判断に大きな差違は見られず，
したがって，一概に制約の度合いが異なるという
ような理解を導くことは困難であるものと思われ
る 21）。このように仮に，市町村と利用者の法律関
係を利用契約関係とみるのか，あるいは，行政処
分とみるのかによって当事者間の権利義務関係に
差異が生じないということになるのであれば，当
事者間の法律関係が行政処分によるものか，利用
契約によるものかという議論は，両者の関係を検
討するにあたってさほど意義を有しないことにな
る。この点と関連して倉田は「サービス供給主体
の自律性を前提として制度がサービス保障型から
サービス費保障型に移行し始めていることを考え
るならば，契約すなわち当事者の自律的決定の存
在を前提とした上で，受給者保護の観点から自律
的決定のどの部分を制限し，どの部分を積極的に
認めるかを検討するほうが，措置と契約の二者択
一的な議論よりもいろいろな面で有益であると思
われる」〔倉田 1999 a, p. 64〕と述べる 22）。現行
の法制度のもとで，保育サービスの保障に対する
行政の役割がサービス費保障に移行しつつあると
は言い難く，また，保育所の自律性や行政からの
独立性が完全に認められているとすることも困難
な状況にあるが，少なくとも 97 年法改正で利用
者の自律的決定 23）という要素が，保育所をめぐ
る法制度に，わずかながらも取り入れられたと見
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ることは可能であると思われる。よって，このよ
うな観点から市町村と利用者の法律関係を検討す
ることは誤りとまでは言えないだろう。

IV　97年法改正以降の保育所をめぐる
	 法律関係の検討

97 年法改正後の児童福祉法は，利用者の申込
み（法第 24 条 1 項）や入所を希望する保育所の
明示（法第 24 条 2 項），および，市町村の情報提
供（法第 24 条 5 項）というような，利用者の自
律的な決定を認めそれを補完するための規定が定
められた一方で，児童の保育所入所要件充足性は
依然として市町村が認定し（法第 24 条 1 項），保
育内容についても，最低基準と称されながら実
質的には最高基準となっているとされる〔菊池
1998, p. 282〕，児童福祉施設最低基準や保育所保
育指針に基づき，行政により画一的に決定されて
いる（法第 45 条）。また，保育料に関しても従前
の応能負担から，「保育費用を支弁した市町村の
長は，本人又はその扶養義務者から，当該保育費
用をこれらの者から徴収した場合における家計に
与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年
齢等に応じて定める額を徴収できる」（法第 56 条
3 項）ことになったものの，その性格は依然とし
て利用者が施設に支払う保育サービスへの対価で
はなく，児童福祉法に基づいて市町村が徴収する
自己負担金のままである〔福田 2005, p. 145〕。さ
らに，保育の実施の解除は保護者の申し出によ
る場合のほかは不利益処分に該当するとされ，行
政手続法をふまえた類似の手続が予定されてい
る（法第 33 条の 4）。このような法規定を概括し
た場合，現行法に基づく保育所入所にかかる利用
者と市町村との関係は，利用者の自律的決定を端
緒としながら，その具体化にあたっては法規定に
より一定の制約が課せられている関係であると解
することができる。これを福祉契約〔小西 2004, 
p. 102〕24）と称するのか，あるいは申請手続型の
措置制度〔倉田 2001, p. 18〕と称するのかはとも
かく，従来の枠組みを超えた新たな法形式である
と解することは可能であろう。そこで次に，両者

の法律関係をより実体的に検討していくことにす
る。検討に当たっては先述した制約，つまり両者
の法律関係における行政裁量の幅に着目すること
にしたい。
ここでいうところの制約は，その目的に応じて
二つに大別できる。すなわち一つは，限られた
財である保育所を公正かつ適正に分配するため
の，いわば公益的な観点からの制約であり〔内田
2006, p. 96〕，今一つは，当事者意思の尊重がか
えって本来的な目的を阻害することのないように
行われる制約である〔倉田 1999 a, p. 64〕。前者
の例としては，複数の保護者が同じ保育所の利用
を希望し，いずれの者の児童も法定の入所要件を
充足するにも関わらず施設に十分な定員枠がない
ことから，市町村の選考（法第 24 条 3 項）により，
相対的にニーズが高いと判断された利用者が優先
された結果，他方が当該保育所に入所できないよ
うな場合があげられる。このような利用者の主体
的選択や申込みへの制約にたいして，判例の中に
は，選考方法や一定の制約の下での入所決定につ
き，行政側の裁量が少なからず認められると述べ
るものがある 25）。また，学説上でも「マクロ的
な資源配分の観点から」市町村の行政裁量を肯定
するものがある〔倉田 2001, p. 62〕26）。これらを
前提とすれば，この種の制約は，提供できるサー
ビスに限りがあるという現状の下では，その目的
の公益性ゆえに比較的緩やかに認められるものと
解することができよう。
一方，後者の制約としては，例えば法令に基づ
く保育サービス内容の画一的決定があげられる。
すなわち，97 年法改正以降の保育所入所をめぐ
る法律関係においては，上述のとおり市町村と利
用者との関係を除いて大きな変更はなかったと考
えられている。それゆえ，措置制度の下で，措置
にかかる福祉給付の内容が措置開始決定時点で法
令等に基づく最低基準によって確定されていたの
と同様に，97 年法改正後の保育所利用に際して
も，たとえば利用者が認可保育所で保育サービス
を受けることになった場合，保育所は，市町村と
の間で締結された厚生労働省令規定の最低基準を
保育内容とする保育実施委託契約に基づいて，児
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童に保育サービスを提供することになる〔倉田
2001, p. 27〕。保育実施委託契約を，上述のように
第三者のためにする契約（民法第 537 条）である
と解した場合，利用者がこの契約に基づく受益の
意思表示をすれば，施設は最低基準に従った保育
サービスを提供しなければならないため 27），施設
も利用者も保育内容の決定に，少なくともこの部
分に関しては自律的に関わる余地がないことにな
る。このように，保育内容につき当事者の自律的
決定を制約する目的は，行政解釈上「児童の健康
を守り，その心身の健全な育成を図るため」で
あるとされている〔児童福祉法規研究会編 1999, 
p. 326〕。つまりこの制約は，施設と利用者間の
力関係に配慮して予め一定の基準を設けることで
政策目的を達成し，同時に，サービスの利用者に
一定の質を有するサービスを保障するための制約
であると考えられる。このような，サービス内容
の画一的決定という形式での当事者意思の制約に
ついては，学説上，福祉施設の水準が不十分で
あった昭和 20 年代ないし 30 年代前半の状況を前
提とすれば，統一的制度運用をはかることで認可
施設においては同質のサービスがナショナルミニ
マムとして供給されるという点で相応の合理性が
あったといえるが，福祉施設の整備拡充が進めら
れた状況下で，とりわけ，保育サービスのように
当初から所得とは無関係に発生する福祉ニーズ
を普遍的に充足するものについては，少なくとも
措置費における「費目間流用の禁止が解除された
後の措置委託契約については，最低基準の部分の
みが措置委託契約において具体化されるにとどま
り，それ以外の部分については福祉施設の専門的
な裁量に委ねられていると理解すべきであろう」
とするものがある〔倉田 2001, p. 34〕。これに加
えて，施設の専門的な裁量に委ねられるとされる
部分についても，「利用者と施設との私的自治に
委ねられていると構成すべき」であり，「施設側
が一方的に変更できると解するべきではない」と
されている〔倉田 2001, p. 35〕28）。このような見
解，および，利用者の意向の尊重といった観点に
基づけば，利用者に一定のサービスを保障する目
的による自律的決定の画一的な制約に関しては，

少なくともサービス内容の決定への規制に関する
かぎり，最低基準の部分にとどめるべきことにな
る。その結果，その他の部分について利用者と保
育所の間に契約的な構成を認める余地が生じる。
ここでの最低基準以外の保育内容としては，例え
ば，医務室に看護師を常駐させるかどうかといっ
た事項，あるいは，保育の中に体操教室や英語教
室といったお稽古ごと的な要素を取り入れるかと
いった具体的な保育内容に関わる事項等が考えら
れる。仮に，これが認められるとすれば，97 年
法改正の目標でもあった保育サービスの弾力化が
図られ，利用者のニーズに応じやすくなると同時
に，措置制度の下で画一化していると批判されて
きた保育サービスに，保育所ごとの独自性が生ま
れるという利点が生じ得る。また，成立する契約
関係は，児童にたいする保育サービスの供給を目
的とするものであるため，準委任契約（民法 656
条）としての性質を有することになることから，
施設側が責務を履行しない場合に債務不履行責任
（民法 415 条）を問えるようになること，および，
利用者と提供者の関係が法的な意味で対等な法主
体と位置づけられるようになることも指摘できる
〔原田 2003, p. 772〕。これにより，最低基準以上
の保育内容についても履行請求が可能になるばか
りでなく 29），不法行為法理における以上の施設
側の注意義務〔内田 2007, p. 132〕を導出するこ
とが可能になる〔倉田 1999b, p. 229〕。それゆえ
施設が利用者の意向をより一層鑑みるようになる
可能性は高く，契約構成を認めることで利用者に
生じる利益は小さくないものと思われる。
ちなみに，利用者と施設との間に契約構成を認
めるかどうかについては議論の余地が存するとこ
ろであるが，この点について，97 年法改正以降
の保育所での死亡事故をめぐる判例において，保
護者と施設との間に児童の保育に係る保育委託契
約の存在を認めるものがある 30）。また，学説上
においても施設と保護者間の契約構成を支持する
見解がある 31）。このような理解に対しては，あ
えて契約構成をとらなければ自治的側面を説明
できないわけではないといった批判〔内田 2006, 
p. 124〕もあるが，上述のとおり措置制度が改正
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された目的や，契約と解することによる利用者の
利益を鑑みた場合，保育所と利用者との間に私法
上の契約関係があると解することの意義は少なか
らず存在するものと考えられる。
以上をまとめると，97 年法改正以降の保育所を

めぐる法律関係は，利用者の自律的決定を基礎と
しながら，公益的観点およびサービスの質の保障
的観点から，自律的決定に公的制約が課されてい
るものと解することが可能であり，このうち，公
益目的による制約は比較的緩やかに認められる一
方で，サービスの質の保障的観点による制約は，
少なくとも保育内容に関しては最低限度に限られ，
その他の部分については施設と利用者の間に契約
構成が認められる余地が存することになろう。
なお，このような当事者の自律的決定に対する
制約に関しては，そもそもそれが絶対的に必要な
ものであるのかという疑問がないわけではない。
この点に関して内田は，保育サービスの「公共性」
に対する社会的コンセンサスの有無によってその
是非が決せられると述べる。すなわち内田によれ
ば，保育を含めた福祉サービスを完全に民営化す
ることも原理的には可能であるが，福祉サービス
には限定的な資源を利用者の意思ではなくニーズ
に応じて公平・平等に配分すべきであるという内
在的要請があるゆえに，完全に市場メカニズムに
委ねることが社会的に認容されないのであるとさ
れる。それゆえ，現行法上では国家が当事者意思
を制約するかたちで介入することによりこの要請
を実現しているわけであるが，保育サービスがそ
もそもこのような要請が内在するサービスである
か，つまり制約を必要とするサービスであると言
い得るか否かは，国民が保育サービスを利用者の
ニーズに応じて公平・平等に配分すべき財である
という共通の認識を有しているかどうかによると
されるのである〔内田 2006, pp. 95-97〕。思うに，
改正後においても法第 24 条は保育の要件として
「保育に欠ける」ことをあげ，保育所利用が当事
者意思のみならず，利用者のニーズによって決定
される仕組みが維持されており，このことは，こ
のような手法が広く国民に受け入れられているこ
との証左であると解せることや，保育所に対する

公費助成の必要性が仮に契約構成を採った場合で
も完全にはなくならないと考えられる〔堀 1987, 
p. 257〕ことなどからすれば，保育サービスの「公
共性」とそれに対する国民の認容は否定できない
ように思われる。それゆえ保育サービスは，本質
的に，完全に市場メカニズムに委ねることが不可
能であり，当事者の自律的決定を制限する何らか
の制約が必要不可欠なサービスであると言い得る
のではないだろうか。

V　今後の課題

最後に，保育所制度に関する今後の課題を述べ
る。平成 20 年 12 月に出された社会保障審議会少
子化対策特別部会の第 1次報告書（案）32）では，
現行法に基づく保育制度の課題として，①スピー
ド感のあるサービス量の抜本的拡充の困難，②深
化・多様化したニーズへの対応不足，③認可保育
所の質の向上，④認可外保育施設の質の向上，⑤
人口減少地域における保育機能の維持・向上，⑥
多様な保育サービスをあげている。その上でこれ
を克服する新たな保育の仕組みとして，市町村が
保育の必要性・量・優先度を判断した上で，優先
度が高い児童については優先受入義務を課す一方
で，客観的に保育の必要性が判断された者にはす
べて受給権を付与し，利用者と保育所が公的契約
を締結する仕組みが提案されている 33）。
厚生労働省が平成 20 年 8 月に発表した報道資
料によれば 34），平成 20 年 4 月時点でも都市部を
中心に約 2万人もの待機児童がいることから，上
述の課題のうちとりわけ①のサービス量の拡充
は，今なお重要な課題であるといえよう。また，
97 年法改正によって利用者による保育所の選択
が法文上に明記されたが，施設の選択は選ぶこと
のできる選択肢が存在して初めて可能になるもの
であり，施設数が不十分である場合，本来の意味
での選択は不可能である。それゆえこの点から
も，保育所の量的拡充は望まれるところである。
ただしその具体的手法として報告書（案）があげ
ているのは，現在の都道府県による認可制を指定
制にして新規参入における行政裁量を限定し，客
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観的基準をみたした施設には保育所開設を認める
というもの，あるいは，現在施設整備費の対象外
となっているNPO法人や株式会社にも広く補助
を認め，今まで以上に参入を容易にすることで量
的な拡大を図ろうという考え方である。このよう
な変革を直ちに否定するものではないが，仮にこ
のような方法で量的拡充を図っていくのであれ
ば，現行法に基づく保育の質を確保していくため
には，行政による定期的な監査などよりきめ細や
かな規制のあり方を検討する必要があろう。ま
た，②⑥であげられている多様なニーズに対応で
きるようなサービスの拡充においては，これまで
の議論を前提とするかぎり，最低基準にかかる
サービス以外については利用者と施設との私的自
治という要素を認める余地が生じることになる。
それゆえ，この部分については，利用者の意向が
適切に反映された保育サービスが供給されるよう
な合意形成の仕組みを更に検討することが求めら
れるだろう。なお，いずれの課題においても，さ
らなる財源的な措置が必要であることはいうまで
もない。

注
  1）	　盛岡地裁一関支判昭 56 年 11 月 19日判タ 460
号 126 頁。

 2）	　松江地裁益田支決昭 50 年 9月 6日判時 805 号
96 頁。

 3）	　ただし，延長保育のような特別の取り決めに
ついては保育所と利用者との合意が存在すると
いう指摘がある。〔倉田 1999 a, p. 68〕。

  4）	　なお堀は，「社会福祉法令の規定や措置委託の
実態からみて，施設入所者が直接施設に対して
福祉サービスを受ける権利を取得するものであ
るとはとらえにくい」と述べ，第三者のために
する契約であるという理解に疑問を呈している
〔堀 1987, p. 194〕。
 5）	　行政処分であることを前提とする判例として，
例えば大阪地決平元年 5月 10日判時 1331 号 38
頁，仙台高判昭 62 年 4 月 27 日判時 1236 号 59
頁がある。これに対して，97 年改正前の児童福
祉法 24 条に基づく保育所入所措置においても，
措置権者と利用者との間に幼児保育委託契約が
あったと解する唯一の判例として，東京地八王
子支判平 10 年 12 月 7日判例自治 188 号 73 頁が
ある。なお，学説上では児童福祉法施行規則 22
条（改正前のもの）により，措置が保護者から

の申請に基づくものとされていることから，契
約的要素も存在しうることが指摘されてきた〔菊
池 1991, p. 56〕。

 6）	　ここでの認定処分について覇束裁量であるか
自由裁量であるか争われた事例があるが，裁判
所は覇束裁量であるとしている〔東京地判昭 61
年 9月 30日判時 1218 号 93 頁〕。

 7）	　保育所選択につき市町村に広い行政裁量があ
るとする判例として，福岡地小倉支判昭 55 年 7
月 8日判時 1005 号 150 頁。

 8）	　なおこのような理解に対しては，1997 年以前
の保育所入所においても実態としては選択権が
あるかのごとき取扱いがされていたことを指摘
するものとして，〔田村 2004, p. 230〕がある。

 9）	　ここであげた以外の措置制度の問題点につい
ては，〔堀 1987, p. 245 , 秋元 1997, p. 33〕を参照
のこと。

10）	　このような見解を示す原田は，保育所の入所
は「保護者の申込みを受けて行われる保育に欠
けるかの認定行為と，保護者の希望する保育園
で市町村が保育の実施をする契約関係が結合し
た」ものであると述べている。この考え方は従
来の法分類を超え，より実体的な観点から当事
者の法的関係性を把握しようとするものである
といえよう。

11）	　「地方公共団体が設置する保育所に係る委託に
ついて」（各都道府県・各指定都市・各中核市民
生主管部（局）長あて厚生労働省雇用均等・児
童家庭局保育課長通知）（雇児保第 10 号）

12）	　この方式を違法と解するものとして，〔田村
2004, p. 17〕。

13）	　地裁判決　判例自治 283 号 44 頁，　高裁判決
　判例自治 283 号 35 頁，このほかに執行停止に
係る地裁判決として大阪地決平 14 年 3 月 29日
賃金と社会保障 1325 号 62 頁。

14）	　地裁判決　判例自治 282 号 47 頁，高裁判決判
例自治 282 号 55 頁。

15）	　地裁判決　判例自治 280 号 75 頁。
16）	　地裁判決　判例自治 284 号 42 頁。なおこの事
案の高裁判決（東京高判平 21 年 1月 29 日（原
判決取消却下）判例集未搭載）は，本件条例は，
特定の者にたいしてのみその効果を生じさせる
ことを目的として制定されたものではないので，
処分と実質的に同視できないことから，抗告訴
訟の対象にはならないとして原判決を取消した
上で，民営化過程においても原告らの利益を最
大限尊重しているので利益侵害は明白でないと
して条例制定の違法性も否定している。このほ
かに執行停止に係る判決として，横浜地決平 16
年 3月 22日（却下）判例集未搭載，東京高決平
16年 3月 30日　判時 1862 号 151 頁。

17）	　例えば，大阪高決昭 41 年 8 月 5日行集 17 巻
7＝ 8号 893 頁。
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18）	　ただし，注 16参照。
19）	　判例自治 284 号 73 頁以下参照。この判断は高
裁判決（注 16参照）で覆されている。

20）	　ここでの特段の事情とは，保育所入所時にお
ける当事者の合意よりも優先すべき事情をさす
とされ，具体例としては天災事変により保育所
が利用できない場合や市町村財政の急激かつ極
度の逼迫により保育所運営の財源が一刻の猶予
もない程度に払底しかねない場合といった非常
に例外的な場合があげられている〔亘理 2005, 
p. 226〕。

21）	　同様の理解を示すものとして〔笠木 2007, 
p. 191〕（④事件の評釈）。

22）	　同様の理解を示すものとして〔堀1997, p. 179〕。
23）	　なお，ここでの「自律的決定」とは 97 年法改
正によって利用者の選択，申込みが明文化され
たことを前提として，「人が他者の意思に服する
ことなく自己の生の作者」〔佐藤 2002, p. 136〕と
して自らに関する事柄に能動的に関わっていく
という意味で，職権主義的な決定と対置するも
のとして用いている。ただし私見としては本文
中で述べるように，「自律的決定」は保育所制度
に関するかぎり一定の制約に服するものと考え
ている。 

24）	　小西によれば，福祉契約とは「社会福祉事業
において提供されるサービスを利用するための
契約」であるとされる〔小西 2004, p. 99〕。

25）	　選考方法につき市町村の合理的な裁量に委ね
られているとする事案として，さいたま地判平
14 年 12 月 4日判例自治 246 号 99 頁。重度障害
児の保育所入所の却下決定につき「限られた人
員予算の範囲内でいかなる方法により児童を保
育するかについては，市町村の合理的な裁量に
委ねられている部分が多いというべきである」
とした事案として，さいたま地判平 16年 1月 28
日判例自治 255 号 78 頁。

26）	　このほかに，法 24 条の「ただし，付近に保
育所がない等やむを得ない事由があるときには，
その他の適切な保護を加えなければならない」
という規定から市町村に裁量が認められている
と解するものとして〔掘 1987, p. 217〕。

27）	　このように解する判例として神戸地判昭 48 年
3月 28日判時 707 号 86 頁。

28）	　人権尊重の立場から，入所者の施設運営への
参加を検討すべきであるとするものとして〔田
村 1990,　p. 305〕。

29）	　最低基準にかかる保育内容の履行請求権を憲
法 25 条，児童福祉法 1条，3条（いずれも改正
前のもの）の態様趣旨に基づいて認める判例と
して神戸地決昭48年 3月28日判時707号 86頁。

30）	　名古屋地判平17年3月29日判時1898号87頁，
名古屋高判平 18 年 2月 15日判時 1948 号 82 頁。
なおこの事案で原告は不法行為と債務不履行の

選択的請求をしており，遅延損害金の起算点と
の関係上裁判所は不法行為構成を選択してい
るものの，判旨中で施設と保護者の間での保育
委託契約の成立を認めている（地裁判決，判時
1898 号 102 頁）。

31）	　97 年法改正前につき，〔棚田 1977, p. 171〕。改
正後につき〔倉田 1999 a, p. 64〕，主に高齢者福
祉の観点からの考察であるが，福祉サービス一
般についても射程が存在するものとして〔前田
1997, p. 342〕。これとは逆に改正後も受託者と利
用者の間には権利義務関係が存在しないとする
ものとして〔古川 2003, p. 21〕。

32）	　http://www-bm.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/
s1209-8.html

33）	　http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/dl/
s1216-7d.pdf

34）	　http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/08/
h0828-1.html
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医療保険制度と契約

石　田　道　彦

I　はじめに

医療保険制度では，医療の提供に関わる保険給
付の大半を，医療費の償還払いではなく，現物給
付という形式で行っており，給付を担当する保険
医療機関の存在が不可欠である。さらに，わが国
では保険医療機関に対する診療報酬の審査支払い
のために審査支払機関が設置されている。このた
め，保険者，被保険者，給付を担当する保険医療
機関，審査支払機関の間で保険給付の提供に関わ
る各種の法律関係が生じることになる。このう
ち，保険者と保険医療機関の関係は，一般に公法
上の契約として理解されている。この契約は，医
療保険各法が定める保険事業を遂行する手段とし
ての性格が強く，当事者の合意により成立し市場
取引の基礎となる私法上の契約とはかなり異なっ
た特質を有している。
近年，医療保険制度におけるこのような契約関
係のあり方に変化がみられるようになった。その
最大の要因は，2001 年以降，活発化した規制改
革の影響である。規制改革論に基づく一連の施策
は規制緩和と市場機能の活用を特徴としており，
医療保険制度に関して保険者機能の強化等の観点
からいくつかの改革が実施されることとなった。
本稿の前半では，医療保険制度における契約関
係のうち，保険者と保険医療機関，保険者と審査
支払機関の関係について，その法的構造とこれ
を成り立たせてきた制度的要因を検討する（II）。
次に，本稿の後半では，最近の制度改革が医療保

険制度に与える影響について検討したい（III）。

II　医療保険制度における契約関係

1	 保険者と保険医療機関の関係
（1）	 保険医療機関の指定
病院や診療所が療養の給付を提供するためには，
厚生労働大臣の指定を受けて保険医療機関となる
必要がある（健保 63 条 3項）。医療機関の申請に
基づき，厚生労働大臣が指定を行うと，保険医療
機関は療養担当規則等の準則に従って療養の給付
を担当しなければならず（健保 70 条，国保 40 条
等），保険者は保険医療機関が行った療養の給付に
ついて診療報酬を支払わなければならない（健保
76条，国保 45条等）。このような権利義務関係の
構造をふまえて，行政解釈は医療保険各法に基づ
く指定を公法上の双務契約と位置づけてきた 1）。
指定に基づく契約関係は保険者と保険医療機関

との間に成立する。しかし，医療保険制度では，
これらの当事者が直接契約を締結するのではな
く，厚生労働大臣が保険者に代わって医療機関と
の契約を締結するという仕組みがとられている 2）。
医療機関の申請に基づいて厚生労働大臣が指定を
行うと，医療機関と全国に存在する保険者との間
で一斉に契約関係が生じることになる。保険者に
代わって厚生労働大臣が指定を行う仕組みをとっ
た理由として，多数の医療機関と保険者が個別に
契約を締結することは事実上不可能であること，
契約内容がすでに法律で定められていること，健
康保険事業は国が指導監督すべき性質のものであ
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ることが挙げられている 3）。
厚生労働大臣による指定の権限は地方厚生局長

に委任されており 4），地方社会保険医療協議会へ
の諮問にもとづいて指定（及び指定の取消）がな
される（健保 82 条 2項）。地方社会保険医療協議
会は，保険者，被保険者等を代表する委員，医師，
薬剤師を代表する委員，公益を代表する委員で構
成される（社会保険医療協議会法3条）。このため，
医療機関の指定について個々の保険者の意思を直
接的に反映させることは難しい構造となっている。

（2）	 公法上の契約
保険医療機関の指定の法的性質については，お
もに診療報酬請求の減点査定が争われた裁判例に
おいて言及されてきた 5）。裁判例もまた，行政解
釈と同様に，指定は公法上の契約であり，保険者
と保険医療機関との間に双務的付従的契約が成立
するとしている。しかしながら，他方で，裁判例
は，指定の拒否（健保 65 条 3 項）や指定の取消
（健保 80 条）を行政処分としており 6），指定を契
約締結行為ととらえる解釈との間で整合性を欠い
ているとの指摘がなされていた 7）。このため，近
年の学説では，保険医療機関の指定自体は行政処
分であり，指定の効果として保険者と保険医療機
関の間で公法上の契約関係が形成されるという理
解が有力である 8）。
指定を契約関係ととらえることの意義は，保険
医療機関が提供した療養の給付に対する診療報酬
請求権の発生要件にかかわる。裁判例によれば，
指定は，療養の給付という事務の委託を目的とし
た準委任契約としての性質を有するとしている。
このため，保険医療機関が療養担当規則等の準則
に従って療養の給付を行った場合に，委任の趣旨
に従った事務処理をしたものとして診療報酬請求
権が発生することになる 9）。
療養の給付を担当する保険医療機関に対して厚
生労働大臣は監査を行う（健保 78 条）。これは，
医師等に対する一般的な指導監督（健保 60 条）
とは異なり，契約の適正な実施を目的としてい
る。このため，監査の拒否，妨害，忌避等に対し
ては，指定の取消による対応がなされる。

（3）	 指定の拒否，取消
どのような病院や診療所と契約を締結し，療養
の給付を担当させるかは，保険診療の水準を規定
する重要な要因となる。医療保険制度は，申請を
行う医療機関が一定の形式的要件を満たしており，
法定の指定拒否事由に該当しない限り，社会保険
医療体制に組み込むという対応をとってきた 10）。
他方で，健康保険法は一定の指定拒否事由及び取
消事由を定めており，医療機関がこれらの事由に
該当する場合には，社会保険医療体制からの退出
が求められることになる。これには，おもに次の
ようなものがある。
第 1に，保険医療機関における診療が適正さを
欠く場合である。例えば，診療内容が適切でない
として繰り返し指導を受けた保険医療機関に対し
て，厚生労働大臣は更新時に指定を行わないこと
ができる（健保 65 条 3 項）。また，保険医療機関
が故意に不当な診療や不正な診療報酬請求を行っ
た場合には，厚生労働大臣は当該医療機関の指定
を取り消すことができる（健保 80 条）。
第 2に，医療機関における人員が基準を満たさ
ない場合である。入院患者数と比べて医師や看護
師の人員が不足する等医療機関が適正な医療を提
供するための能力を欠く場合，厚生労働大臣は，
病床の全部又は一部を除いて指定を行うことがで
きる（健保 65 条 4 項）。
第 1，第 2の事由が適正な保険医療の確保を目
的としているのに対し，第 3の事由は，医療保険
財政上の考慮に基づいたものである。すなわち，
医療計画に基づいて病床数が過剰であると判断さ
れた地域において，都道府県知事の勧告（医療
30 条の 11）に従わずに医療機関が新規に病床を
設置しようとする場合，厚生労働大臣は病床の全
部又は一部を除いて指定することができる（健保
65 条 4 項 2 号）。これは，医療計画が定める基準
病床数を制御する手段として健康保険法の指定の
仕組みを利用するものである。
皆保険体制をとるわが国において，病床の全部
又は一部を制限した指定を受けると医療機関の経
営は実質的に困難となることから，この手法は，
医療機関の営業の自由を侵害しているのではない
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かとの疑念が示されることとなった 11）。これに
対し，最高裁は，勧告不服従を理由とした保険
医療機関の指定の拒否は，公共の福祉に適合する
目的のために行われる必要かつ合理的な措置であ
り，憲法 22 条が保障する職業の自由に対する不
当な制約であるとはいえないとしている 12）。

2	 保険者と審査支払機関の関係
診療報酬請求に対する審査支払いは，保険者が
担うべき機能のひとつである。しかしながら，わ
が国では，適正かつ迅速にレセプトの審査を行う
目的で，社会保険診療報酬支払基金および国民健
康保険団体連合会が都道府県単位で設立され 13），
診療報酬の審査支払いに関する事務をこれらの組
織に委託する体制がとられてきた。2006 年に健
康保険法等の改正がなされるまでは，社会保険診
療報酬支払基金が各被用者保険制度の審査支払事
務を担当し，国民健康保険団体連合会は，国民健
康保険の審査支払事務を担当するとの運用がなさ
れていた。
審査支払機関の業務は，医療保険各法および社
会保険診療報酬基金法の規定に基づいて行われ
る。審査支払機関に設置された審査委員会は，診
療報酬請求の審査のために必要がある場合に，診
療担当者に出頭および説明を求める権限，支払い
を一時差し止める権限等を有している（社会保険
診療報酬基金法 18 条 1 項，国保 89 条 1 項）。こ
のように法律に定められた審査支払機関の目的，
業務，権限等に照らし，最高裁は，審査支払機関
が保険者から診療報酬の支払委託を受ける関係を
公法上の契約関係であるとしている 14）。この委託
契約に基づき，審査支払機関は，保険医療機関が
行った診療報酬請求について療養担当規則への適
合性等を審査する実質的な審査権限を有し，自己
の名において支払い義務を負う 15）。
保険者と審査支払機関との委託契約において
も，集団的な契約締結の仕組みが採られている。
健康保険組合（以下，「健保組合」）と社会保険診
療報酬支払基金との委託契約については，健康保
険組合団体連合会が一括して契約締結を行う。国
民健康保険団体連合会の場合，区域内の 3分の 2

以上の保険者が加入すると審査委員会を設置しな
ければならない（国保 87 条）。

3		 医療保険制度における契約関係の特質と	
その背景
保険者と保険医療機関との契約関係において
は，当事者の合意に基づいて権利義務関係を構築
するという契約の機能は後退し，法律が定めた権
利義務関係を継続的に遂行させる行政上の手段と
しての機能が支配的となっている。このような契
約関係には，わが国医療保険制度の歴史的経緯
や特質が強く反映されていると思われる。以下で
は，この点を確認しておきたい。
第 1に，厚生労働大臣による保険医療機関の指
定にみられるように，国家による医療保険制度の
管理運営が常に重視されてきたことである。厚生
労働大臣が指定を行う仕組みは，戦時体制下にお
ける保険医の強制指定制度に起源をもつものとさ
れている。保険医の協力を得るために導入された
この仕組みは，戦後，医療機関や医師の同意を必
要とする契約方式に改められたが，行政庁が指定
を行う仕組みは維持されることとなった 16）。し
ばしば指摘されるように，わが国の社会保険制度
には保険集団の自治という伝統が希薄であるこ
と，最近になるまで政府管掌健康保険が存在し被
用者保険の運営を主導する立場にあったことも，
こうした傾向を維持することに結びついたと思わ
れる。
第 2に，国民皆保険体制の下で，ほとんどの医
療機関が保険医療機関となっており，医療保険制
度の運営と医療提供体制が密接に関連しているこ
とである。保険医の（強制）指定制度が導入され
た戦時体制期には，医療保険制度の被保険者が保
険診療を受ける機会を広く確保する必要があっ
た。このため，可能な限り多くの医療機関を指
定の対象とする方針がとられた 17）。その後，国
民皆保険体制の確立，整備により，ほとんどの患
者が医療保険を利用して受診するようになったた
め，保険医療機関としての指定を受けずに，医療
機関の経営を存続させることはほぼ困難となっ
た。こうしてわが国では，一部の医療機関を除い
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て，医療機関の開設は同時に保険医療機関となる
ことを意味するようになった。
1980 年代後半に，医療計画における病床規制
に対応して病院病床の指定を行う仕組みが医療保
険制度に導入されたことにより，医療提供体制と
の連動性はますます強められることになった。最
高裁が，健康保険法上の指定拒否事由に該当する
可能性が極めて高いことを理由に医療法に基づく
都道府県知事の勧告に処分性を認めたことは，医
療保険制度のこのような状況を反映したものとい
える 18）。
第 3に，比較的早い時期から診療報酬の統一的
な決定の仕組みが確立され，公定の診療報酬点数
表が用いられたことである。診療報酬に関する交
渉および調整は，中央社会保険医療協議会におい
て行われることとなり，保険者が医師会等との間
で診療報酬に関して個別に交渉を行う必要はなく
なった。また，各医療保険制度において統一的な
診療報酬点数表が用いられるようになったため，
診療報酬請求を効率的に処理する手段として審査
支払機関への委託が進んだと考えられる。

III　規制改革，医療制度改革の
	 下での契約関係の変化

1	 規制改革
II では，保険者と保険医療機関の間の契約関係
においては，契約当事者，とりわけ保険者が選択，
決定を行う機会は大幅に制約されていることを確
認した。ところが，近年，このような契約のあり
方に変化がもたらされることになった。その最大
の要因は，2001 年の小泉政権の発足以降，活発
化した規制改革の影響である 19）。内閣府に設置
された総合規制改革会議（2001 年 4 月 – 2004 年
3 月）とその後継組織である規制改革・民間開放
推進会議（2004 年 4 月 – 2007 年 1 月），規制改
革会議（2007 年 2 月 –）は，規制緩和と市場機能
の活用を基調とした一連の規制改革案を提示し
た。医療分野に関しては株式会社による病院経
営，混合診療の解禁などの論点について活発な議
論が展開されることとなった 20）。

規制改革論では，保険者機能の強化というキー
ワードがしばしば用いられた 21）。これは，保険者
が被保険者の代理人として各種の活動を行うこと
により，医療サービスの効率化や質の向上を図る
というものである。保険者機能の観点からは，診
療報酬の審査支払いだけでなく，被保険者に対す
る情報提供や医療機関との個別的な契約締結を通
じて，保険者が被保険者の利益を増進するために
積極的な役割を果たすことが期待された 22）。こう
した議論をもとに，保険者が自主的に選択，決定
できる範囲の拡大が図られることとなり，保険者
によるレセプトの直接審査，審査支払機関の選択，
医療機関との割引契約の締結が可能となった。

（1）	 保険者による直接審査
総合規制改革会議では，診療報酬の審査支払事
務が審査支払機関に完全に委託されていることが
まず問題とされた。同会議の答申をもとに「規制改
革推進 3か年計画（改定）」（2002 年 3 月 29日閣
議決定）では，保険者本来の機能を発揮させる観
点から，保険者の判断に基づいて，レセプトの審
査支払いについて①保険者自らが行う，②従来の
審査支払機関へ委託する，③第三者（民間）へ委
託する等の選択を可能にすべきであるとされた。
この指摘を受けて2002年12月に厚生労働省は，
医科・歯科レセプトの審査業務をすべて審査支払
機関に委託するように指導した通知を廃止し，健
保組合の直接審査や民間事業者への審査の委託が
可能となった 23）。また 2005 年 3 月には調剤レセ
プトについても同様の措置がとられた 24）。しかし
ながら，医科・歯科レセプトの直接審査について
は対象となる医療機関の同意を得ること，調剤レ
セプトの直接審査についても調剤薬局との合意お
よび処方箋を発行した医療機関の同意を得ること
が認可の条件とされていた。「規制改革・民間開
放推進 3か年計画（再改定）」（2006 年 3 月 31 日
閣議決定）は，これらの同意要件が保険者の直接
審査を導入する妨げになっているとして調剤レセ
プトの直接審査について医療機関の同意要件を削
除するように求めた。
厚生労働省は 2007 年 1 月に通知の改正を行い，
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健保組合は調剤薬局との合意により直接審査を開
始することが可能となった 25）。調剤レセプトの
直接審査の導入は，健保組合側にはこれまで審査
支払機関に支払っていた審査支払手数料を節減で
きるというメリット，調剤薬局側には調剤報酬支
払いまでの期間が短縮化されるというメリットが
あるとされる。なお，直接審査を選択した健保組
合は，民間事業者に審査事務の委託を行うことが
可能である 26）。
これを受けて，2008 年より一部の健保組合に
おいて調剤レセプトの直接審査が開始された。調
剤レセプトの直接審査を行うためには，健保組合
の規約を変更し，厚生労働大臣の認可を受ける必
要がある（健保法施行規則 4条 3 号）。直接審査
にあたっては，健保組合には，①公正な審査体制
の確保，②個人情報の保護，③紛争処理ルールの
明確化が求められる 27）。このうち，①および③
については，社会保険診療報酬支払基金との間で
疑義が生じたレセプトの審査について意見を受け
る旨の契約を事前に締結することにより，上記の
認可条件を満たすことが可能である。

（2）	 保険者による審査支払機関の選択
「規制改革・民間開放推進 3か年計画（再改定）」
（2006 年 3 月）では，保険者の直接審査とともに，
保険者が審査支払機関を選択できる仕組みを導入
し，審査支払機関による受託競争を通じた審査支
払業務の効率化が求められた。これに対応するた
め，2006 年に健康保険法等の改正が行われ，保
険者は，審査支払業務の委託先として，社会保険
診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会
のいずれかを選択することが可能となった（健
保 76 条 5 項，国保 45 条 6 項等）。しかしながら，
2009 年 3 月の時点では，保険者が審査支払機関
を変更した例はみられない。「規制改革推進のた
めの 3か年計画（再改定）」（2009 年 3 月 31 日閣
議決定）では，審査取扱い件数，再審査率の公表
など受託競争の促進のための環境整備が必要であ
るとしている。

（3）	 割引契約
健康保険法 76 条 3 項は，保険者が保険医療機
関との割引契約を締結することを認めている。し
かし，この規定については，1957 年の健康保険
法改正前から割引契約を締結していた保健所，国
立療養所等に割引診療を継続させるためのもので
あるとの行政解釈に基づき，新規の割引契約は実
施されてこなかった 28）。
「規制改革推進 3か年計画（改定）」（2002 年 3
月 28 日閣議決定）は，保険者機能の強化の見地
から，フリーアクセスの確保に十分配慮した上
で，保険者と医療機関がサービスや診療報酬に関
して個別契約を締結できる仕組みの検討を求め
た。これに対応するため，厚生労働省は従来の解
釈を改め，厚生労働大臣の認可により，健保組合
は診療報酬に関する割引契約を締結することが可
能となった 29）。
認可基準によれば，割引契約には，①契約健保
組合は，加入者が契約医療機関以外の医療機関で
の受診を制約しないこと，②契約医療機関は，契
約健保組合の加入者を優先的に取り扱わないこ
と，③契約医療機関は，割引契約の実施に伴い診
療科目を減らさないこと，を明記することが求め
られる。また，割引契約の内容については，④契
約健保組合の加入者の医療機関の選択を歪めるお
それの強いもの（初診時の診療報酬の無料化等）
でないこと，⑤診療報酬点数表の範囲内のもので
あること，⑥契約健保組合の加入者間の平等を害
するものでないこと，⑦療養担当規則に違反する
もの（一部負担金の減額等）でないこと等の条件
を満たすことが求められる 30）。
さらに，認可申請の際には，地方厚生局長は，
委員会（地方社会保険医療協議会の委員から任命
される）を設置し，契約健保組合の加入者や契約
医療機関の地域住民のフリーアクセスに与える影
響についての意見を聴くとされている。2009 年 3
月の時点では，以上の認可基準に基づいて健保組
合が割引契約を締結した例はみられない。

2	 医療制度改革
2006 年の医療制度改革に基づき，保険者による
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特定健康診査（以下，「特定健診」）及び特定保健
指導が行われることなった。この特定健診・特定
保健指導では，実施のために新たな契約手法が導
入されることとなった。また，1990 年代より進め
られてきたレセプト電算化および診療報酬請求の
オンライン化，包括支払方式の拡大等の動向は，
今後の審査支払事務の委託のあり方に影響をおよ
ぼす可能性が高いことからあわせて検討する。

（1）	 特定健康診査・特定保健指導のための集合
契約
高齢者医療確保法に基づく医療費適正化計画の
一環として，保険者には，特定健診，特定保健指
導の実施が義務づけられた（高齢医療 20 条，24
条）。特定健診は，生活習慣病予防のために，40
歳以上の医療保険加入者を対象に各種の健康診査
を実施するものである。この結果に基づいて，保
健指導の対象者として選定された者に対しては，
医師，保健師等による特定保健指導が行われる。
自ら健康診査を提供できない保険者は，特定健
診・特定保健指導を提供できる医療機関と契約を
締結し，これらの事業を実施しなければならな
い。そこで，保険者と医療機関との個別の委託契
約に加えて，集合契約という方式が用いられるこ
とになった。これは，代表保険者（又は保険者協
議会）が地域医師会等との間で一括して契約を締
結する仕組みである 31）。集合契約では，特定健
診・保健指導の内容及び単価は，当事者間の交渉
に委ねられている。このように，集合契約におい
ては，行政庁による指定の仕組みを媒介とするこ
となく，保険者が複数の医療機関との間で契約を
締結することが可能となった 32）。

（2）	 診療報酬の請求手続，支払方式の改革
1990 年代から進められていた診療報酬の請求
手続，支払方式の改革として，次のようなものが
ある。第 1に，レセプト電子化と診療報酬のオン
ライン請求の拡大である。政府・与党「医療制度
改革大綱」（2001 年 11 月）に基づき，2011 年の
オンライン請求の義務化に向けて現在，請求体制
の整備が図られている。審査支払機関では，オン

ライン請求を通じて審査支払業務の効率化を進め
ることが可能となる。さらにレセプト電子化の普
及により，高度な医学的審査を必要とするレセプ
トと単純な計算ミスによるレセプトの振り分けや
各種の縦覧点検も容易になることが期待されてい
る 33）。また，保険者は，診療報酬請求に関わる
医療情報を蓄積し，これらの情報を分析すること
が容易になるとみられている。
第 2 は，診療報酬支払方式の変化がもたらす
影響である。現在，急性期の入院医療を対象に
DPC（Diagnosis Procedure Combination） とよ
ばれる包括払い方式の導入が拡大している。この
方式では，診断群分類（傷病等に基づいて決定さ
れる）ごとに設定された 1 日あたりの保険点数
に「医療機関別係数」と「入院日数」を乗じて算
出された包括評価の部分と一定の出来高払い部分
（手術・麻酔，リハビリテーション等）との合計
により診療報酬が算出される。入院時のおもな診
療項目は包括化されているため，診療報酬の審査
支払い段階では，出来高払いの対象となる診療項
目に審査が集中されることになる。
以上のような診療報酬の請求手続，支払方式の
変革を通じて，審査支払業務の効率化が急速に進
行するものと予想されている。このため，保険者
による直接審査が増加するとともに，審査支払体
制の見直し（社会保険診療報酬支払基金と国民健
康保険団体連合会の統合等）が検討課題となると
考えられる。

3	 検討
（1）	 規制改革と医療保険制度
近年の規制改革，医療制度改革では，保険者機

能の強化を目的のひとつとした法改正や運用の見
直しが行われた。この結果，保険者は，診療報酬
の審査支払いに関して，直接審査を含めた複数の
選択肢の中から審査体制を選択することが可能と
なった。医療機関におけるレセプト電子化やオン
ライン請求の普及とともに，診療報酬の審査支払
体制および審査支払機関との委託契約のあり方は
いくつかの形態に分化していくことが予想される。
しかしながら，このような変化は，規制改革と
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いう外在的な要因によってもたらされた側面が強
い。このため，保険者機能の強化や審査支払機関
の選択にみられる一定の競争原理の導入を目的と
した施策に対して，医療保険制度における対応は
必ずしも定まったものとなっていないように思わ
れる。
その一例が，保険者による割引契約の扱いであ
る。割引契約についての従来の行政解釈は変更さ
れ，健保組合は保険医療機関との間で新規に割引
契約の締結を行うことが可能となった。ただし，
割引契約の締結にあたっては，契約健保組合の加
入者及び地域住民のフリーアクセスの確保が求め
られており，契約健保組合には，契約医療機関に
おける契約健保組合加入者および加入者以外の患
者の受診状況の報告が求められる。また，認可に
あたって地方厚生局長が設置する委員会は，契約
健保組合及び契約医療機関に加えて，地域の医療
機関等から意見を聴いた上でフリーアクセスに与
える影響について審議し，地方厚生局長に意見を
述べることになっている 34）。
認可基準における契約健保組合及び契約医療機
関によるフリーアクセス阻害行為の禁止は，医療
保険各法が医療機関の選定について被保険者によ
る自由選択主義を採っていること（健保63条3項）
や，保険医療機関が各保険者との契約に基づいて
給付を担当していること（健保 70 条）から適切
な条件であると考える。しかしながら，割引契約
に関する認可が不当な割引競争の防止を目的とし
たものであることからすると 35），現在の認可基
準が契約健保組合に対して詳細な報告を求めてい
ることや，認可申請の際，設置された委員会にお
いて地域の医療機関から意見聴取の手続をとるこ
とには疑問がある。
上記の対応は，保険者が特定の医療機関との間
で割引契約を締結することにより，被保険者の受
診状況が変化し，地域の医療提供体制に不可逆的
な変化を生じることを懸念したものと考える。し
かしながら，割引契約は，費用面での措置により，
保険者が適切と判断した医療機関への被保険者の
受診を促す仕組みであると考える。個別的な割引
契約の締結により，医療機関の受診状況に一定の

変化がもたらされることは当然の前提とされてい
るとみるべきである。
上記の取り扱いにみられるように，現在のとこ
ろ，医療機関の選択は被保険者の判断に委ねられ
ており，この判断に保険者が関与することについ
ての医療保険制度の対応はきわめて慎重である。
保険者機能の増進を図る際には，重要な検討課題
のひとつとなると思われる。

（2）	 保険者機能と契約
医療保険制度における契約のあり方は，保険者
に求められる役割に応じて異なったものとなる。
これまでの保険者機能論では，大きく 2つの方向
性が示されてきたと考える 36）。以下では，この
点について簡単に確認しておきたい。
第 1の方向性は，保険者が自律的に選択，決定
できる領域を拡大するものである 37）。療養の給
付を担当する保険医療機関については，保険者が
選択し契約を締結する方針が示されており，診療
報酬についても医療機関との交渉に基づいて決定
される仕組みが検討されている。さらに，ドイツ
やオランダの制度を参考に，保険者間の競争によ
るサービスの質の向上や効率化を図るために，被
保険者が保険者を選択する仕組みを導入する必要
があるとの指摘もみられる 38）。このような方向
性をとる場合，社会保険としての性格を維持する
ために，保険者と保険医療機関が定める契約内容
についてどのような制約を設けるべきかが課題と
なる。
第 2の方向性は，保険者による情報の蓄積，活
用を重視したものである。第 1の方向性に基づく
保険者機能では，保険者間の競争や医療機関との
交渉を通じて質の向上や効率化が図られている。
これに対して，この立場からは，そのような交渉
がもたらす取引コストこそがむしろ問題であり，
わが国でこれまで採用されてきた統一的な診療報
酬の決定や審査支払体制のメリットを活かすべき
であるとされる 39）。保険医療機関の指定につい
ては，統一的な指定の仕組みの利点を活かしなが
ら，保険者の役割を高めるために，指定取消権限
発動のための申立権の付与が提案されている。ま
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た，診療報酬請求に含まれる情報を効果的に収
集，分析する観点からは，審査支払機関の統合を
検討すべきであるとしている。

Ⅳ　おわりに

本稿では，医療保険制度における保険者と保険
医療機関との法律関係の特質と近年の変化につい
て検討した。医療保険制度の歴史的経緯により，
保険者と保険医療機関，審査支払機関との間に
は固定的な法律関係が形成されていたが，近年の
制度改革では，これを見直す動きが生じることに
なった。今後，保険者機能をどのように展開させ
るかによって，保険者と医療機関との契約関係や
（本稿では検討の対象とはできなかった）被保険
者と医療機関との契約関係にも変化が生じること
になる。これらの点については，今後の検討課題
としたい。
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企業年金と契約
――給付にかかわる契約についての基礎的検討，	
ならびに「受給者減額」に関する若干の考察――

森　戸　英　幸

Ⅰ　はじめに

1　法的検討の意義
企業年金制度とは，簡単に言えば，事業主ある
いは加入者が支払った掛金とその運用収益を原資
に，制度の加入者（であった者）に対して給付を
行う仕組みである。この仕組みには，事業主，加
入者，元加入者（＝受給者・受給待期者）のほか，
労働組合や金融機関など様々なアクターが関与し
ており，各アクターは様々な権利と義務を相互に
担っている。そしてこれらの権利・義務の多くは，
何らかの契約を根拠に生じていると考えられる。
契約に関する民法の基本原則は「契約自由」で
あり，「当事者自治」である。要するに，当事者
が望む自由な内容で，自由に締結し，自由に終了
してよい。しかしさまざまな観点から，法令上契
約に関して各種の規制がなされており，当事者の
契約自由を一定の範囲で制限している。原則を曲
げて市民の自由を制限する以上，当然そこには
「なぜ制限するのか」という理由，つまり何らか
の立法趣旨があるはずである。
以下では，企業年金，とくにその給付にどのよ
うな契約がかかわり，それぞれどのような法的規
制を受けているのかを概観した上で，年金給付に
関する契約の解釈が争われる具体的な場面として
「受給者減額」を取り上げ，その法的問題を検討
する。

2　検討の対象
本稿で検討対象とするのは，内部留保型の退職
一時金，自社年金，及び外部積立型の企業年金，
すなわち，規約型ならびに基金型の確定給付企業
年金，厚生年金基金，そして企業型確定拠出年
金である 1）。このうち，内部留保型の退職一時金
制度は，一般には「企業年金」とは考えられてい
ないように思われる 2）。しかし周知のとおり，外
部積立型の企業年金は，内部留保型退職一時金の
「内枠」3）として，あるいは内部留保型からの移
行という形で導入されていることが多い。ある企
業において従業員が「わが社の退職金制度」と認
識しているものが，内部留保型制度とその「内枠」
に収まった規約型確定給付企業年金制度である，
ということも珍しくない。このような観点から，
本稿では内部留保型退職一時金制度も考察の対象
に加えることとした。
なお，企業年金においては，給付だけでなく掛
金の支払いや年金資産の管理・運用に関する契約
も数多く締結されるが，それらの契約については
頁数の都合もあり今回は主たる検討対象とはして
いない。

II　給付にかかわる契約

言うまでもなく，企業年金制度の目的は，年金
あるいは一時金の形で給付を行うことである。し
かし企業年金はあくまでも任意の制度である。企
業が法律上企業年金制度実施義務あるいは年金給
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付支給義務を負っているわけではない。というこ
とは，企業年金の給付は，何らかの契約に基づい
て行われていることになる。

1　契約の当事者と内容
まず，年金給付に関し，誰と誰との間でどのよ
うな契約が締結されているといえるのかについ
て，各制度ごとに整理してみよう。

（1）	内部留保型退職一時金
内部留保型の退職一時金は，小規模な会社では
退職の都度個別の合意に基づいて支払われること
もあるが，多くのケースでは就業規則あるいはそ
の一部である退職金規程，もしくは労働協約が定
める支給条件や算定式などに沿って支給されてい
る。就業規則に定められた労働条件は，それが合
理的な内容でありかつ周知されていれば，事業主
と個々の従業員 4）との間の労働契約の内容とな
る 5）（労契法 7 条）。また労働協約に定められた
労働条件も，原則として個々の労働契約の内容と
なる（労組法 16 条）。要するに，就業規則や労働
協約の定めが個々の労働契約の内容となり，それ
が事業主の退職一時金支払い義務及び従業員の退
職一時金請求権の根拠となるということである。

（2）	自社年金
自社年金制度の実施形態は様々であり，した
がってその給付がいかなる契約に基づいてなされ
るかも事案ごとに異なると考えられる。
①労働契約
就業規則やその一部である退職金規程に年金の
支給条件等が定められ，一定の要件を満たす者に
ついて一律に年金が支給される制度の場合には，
内部留保型退職一時金制度と同様の契約形態であ
ると考えてよいだろう。すなわち，就業規則や労
働協約の定めが，労契法 7条や労組法 16 条を媒
介として労働契約の内容となり，それが給付の支
給根拠となる。
ただし退職一時金と異なり，自社年金では従業
員がその身分を喪失した後にも給付がなされる。
つまり事業主は給付支給義務を負い，元従業員で

ある受給権者には給付の請求権がある。また，た
とえば受給権者に一定の非違行為があった場合に
給付の支給を停止するというような仕組みが存在
することもある。つまり，退職後の期間において
も，事業主と受給権者は相互にさまざまな権利義
務を負っている。これについては，退職後の期間
につき労働契約とは別の年金支給契約が成立して
いると考えることもできるだろう。しかし，退職
時に明示あるいは黙示の新たな「合意」，すなわ
ち両当事者の意思の合致とみなしうる行為がとく
に存在していないのであれば，在職中の就業規則
に基づき，すなわち労働契約を根拠として退職を
条件に発生した権利義務であるとみるのがより自
然であると思われる 6）。
②年金支給契約
他方で，従業員が退職に際して退職一時金と自
社年金のいずれかを選択するような制度の場合に
は，労働契約とは別に，退職時にあらためて年金
支給契約が締結されたと考える方が当事者意思に
より合致する可能性がある。契約当事者は事業主
と受給者である。ただしこの年金支給契約は，事
業主とその受給者との間にかつて労働契約関係が
存在していたことを前提として締結されるもので
ある。その意味では，労働契約と年金支給契約と
は相互に関連しているといえる。
ではこのような場合において，退職時に締結さ
れる年金支給契約の内容はなにによって定まるの
か。個別的な合意がなされることもあるが，多く
のケースでは年金の支給条件等を規定した退職年
金規程がそのよりどころとされる。年金支給契約
は労働契約に該当せず，退職年金規程も就業規則
や労働協約ではないと考えられるため，労働契約
に関するルールである労契法 7条や労組法 16 条
を直接適用することはできない。しかし裁判例
は，約款に関する理論などを引き合いに出しつ
つ，年金の支給条件や金額等を定めた退職時の年
金規程がその内容において合理的であり，かつ周
知されていれば，たとえ退職者がその具体的内容
を知らなくても，その規程の定めが年金支給契約
の内容になるとした7）。このような立場を取れば，
年金規程と年金支給契約にも事実上労契法 7条の
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ルールが適用され，年金規程は結果として就業規
則と同様の機能を果たすことになる。

（3）	規約型確定給付企業年金
確定給付企業年金制度では，「事業主が従業員
と給付の内容を約」することになっている（確定
給付 1条）。この「約束」は事業主と従業員との
間の労働契約である。そして規約型確定給付企業
年金では，この労働契約上の義務として，事業主
が給付を「行う」（同 29 条）ことになっていると
考えられる。
なお，給付の「支給」については，受給権者の

（事業主に対する）「請求」と事業主による「裁定」
及び「通知」を受けて，資産管理運用機関が行う
ことになっている（同 30 条）。これについては，
事業主と資産管理運用機関の間の資産管理運用契
約（同 65 条 1 項 3 項）の一部として，受給権者
への給付の支給を委託する契約が成立しているも
のとみるべきであろう。
年金給付の算定方法や支給額等は，事業主が従
業員側代表の同意を得た上で作成・変更する制度
規約（同 3条 1項・6条）によってすべて決まる。
この規約の法的性質に関してはこれまであまり議
論がないが，事業主が作成するものであるので，
規約中の規定の大半は法的には就業規則の一部で
あると考えてよいだろう。規約に定められた事項
は，労契法 7条を介して個々の労働契約の内容と
なることとなる。退職後，より正確には加入者資
格喪失後の期間における事業主・受給権者間の権
利義務も，自社年金の場合（（2）①参照）と同様
に，労働契約を根拠として退職等を条件に発生し
た権利義務であるとみることができる。
仮に制度規約が就業規則に該当しないと考えた
としても，自社年金の年金支給契約の場合（（2）
②参照）と同様に，規約が合理的でかつ周知され
ていれば 8），たとえその具体的内容を知らなくて
も，規約の定めが加入者・受給権者に関する年
金支給契約の内容になると考えることは可能であ
る。結果としては規約を就業規則とみた上で労契
法 7条を適用するのと同じことになる。

（4）	基金型確定給付企業年金
規約型と同様に，基金型確定給付企業年金も，
事業主と従業員とが労働契約において「給付の内
容を約」する（確定給付 1条）ことによって開始
される。ただし規約型とは異なり，基金型制度に
おいて給付を「行う」のは事業主ではなく企業年
金基金である（同 29 条）。受給権の「裁定」と給
付の「支給」も基金が行う（同 30 条 1 項 3 項）。
企業年金基金は法的には事業主とは別個の法人で
ある（同 9条 1項）ので，年金支給契約が基金と
加入者・受給権者との間に成立しているといえる。
契約主体が事業主ではないので，この契約は労働
契約ではない。
年金給付の算定方法や支給額等，すなわち年金
支給契約の内容は，基金規約によって決まると考
えられる。基金規約は，規約型制度の場合と同様
に，事業主が従業員側代表の同意を得た上で作成
するものである（同 3条 1項）が，いったん作成
された後の変更については基金が行うことになっ
ている（同 16 条）。基金規約が就業規則や労働協
約ではないことは明らかであるので，その内容が
個々の年金支給契約の内容となることを労契法 7
条や労組法 16 条から説明することはできない。
ここでもやはり，自社年金や規約型確定給付企
業年金について述べたのと同様に，基金規約が合
理的でかつ周知されていることを条件に，規約の
定めが加入者・受給権者に関する年金支給契約
の内容になるとする立場がありうる。またもう一
つ別にありうるのは，確定給付企業年金法の定め
る，厚生労働大臣による基金の設立認可（同 3条
1 項 2 号）及び規約変更認可（同 16 条）により，
基金規約が私法上も拘束力を与えられるという考
え方である。確定給付企業年金法 16 条 2 項が，
基金の規約変更につき「厚生労働大臣の認可を受
けなければ，その効力を生じない」と規定してい
ることの反対解釈として，認可によって基金規約
が加入者・受給者に対する拘束力を持つようにな
ると解釈するのである。つまり認可を効力発生要
件であると考えるということになる 9）。ただし，
2（3）で後述するように，筆者はこの見解には与
しない。
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（5）	厚生年金基金
厚生年金基金制度においては，事業主とは別個
の法人として設立された厚生年金基金が給付を支
給する（厚年保 130 条）。制度の実施形態も，ま
た給付の「請求」とそれに対する「裁定」という
手続き（同 134 条）も基金型確定給付企業年金と
同じである。したがって，基金型確定給付企業年
金とパラレルに考えれば，事業主と加入者・受給
権者との間に，厚生年金基金規約の定めを内容と
する年金支給契約が成立しているとみることがで
きそうでもある。しかし裁判所は，年金支給契約
の成立に否定的な見解を示している 10）。厚生年
金基金は厚生年金の給付を代行するという公的な
役割も果たしているため，「裁定」は行政処分に
該当し，受給者の「請求」と厚生年金基金の「裁
定」を契約の「申込み」と「承諾」であると観念
する余地はない，というのがその理由である。
なおこの事件において原告側は，厚生年金基金
には代行部分を含む「基本年金」と代行部分を含
まない「加算年金」があり，前者には公的な性格
があるとしても，後者は労働契約に基づく退職金
としての性格を有するので，これについては年金
支給契約の成立を認めるべきであると主張した。
しかし裁判所は，厚生年金保険法も厚生年金基金
の規約も，基本年金と加算年金とを別個の年金給
付としては扱っておらず，むしろ「基本年金も加
算年金も共に公的給付としての性格を有する老齢
年金給付の構成要素にすぎ」ず，基本年金と加算
年金とを分断して考察する立場は妥当ではない，
としてこの主張を退けた。
この判断を，厚生年金基金の給付に関しては一
切年金支給契約が成立する余地がないという意味
に解釈すべきなのか，それとも単に「裁定」によ
る契約の成立を否定したものに過ぎず，基金規約
を内容とする年金支給契約の存在自体を否定した
わけではないとみるべきなのか，必ずしも明らか
ではない。しかし，代行部分の存在から基金の給
付全体を公的な性格のものと位置づけているこ
と，また厚生年金基金に関するこれまでの裁判例
の傾向 11）からすると，前者である可能性が高そ
うである。

（6）	企業型確定拠出年金
企業型確定拠出年金も，他の企業年金制度と同
様に事業主がその従業員のために「実施」するも
のであり（確定拠出 3条 1 項），そこでは労働契
約関係の存在が前提となっている。
もっともその給付は，受給権者の「請求」を受
けた企業型記録関連運営管理機関（同 16 条 1 項）
あるいは記録関連業務を自ら行う事業主が「裁
定」し（同 29 条 1 項），その旨の通知を受けた資
産管理機関（同 2条 7項ロ）が「支給」する（同
33 条 3 項・37 条 3 項・40 条）ことになっている。
裁定を運営管理機関が行う場合はもちろん，事業
主が行う場合でも，それは労働契約の一方当事者
としてではなく記録関連業務を行う者としての行
為であると考えられるので，給付支給の根拠を直
接労働契約に求めるのは無理がある。受給権者と
企業型記録関連運営管理機関（または記録関連業
務を行う事業主）の間で年金支給契約が成立して
いると考えればよいだろう。これに対し，事業主
の掛金拠出義務については労働契約上の義務と位
置づけることができる。
掛金額や給付の算定方法・支給額等は，事業主
が従業員側代表の同意を得た上で作成・変更する
制度規約（同 3 条 1 項・6 条）によって決まる。
規約型確定給付企業年金の場合と同様に，この規
約中の規定の中には就業規則の一部とみなすべき
ものもある（たとえば，事業主の掛金拠出義務，
勤続 3年未満で退職した場合の個人別管理資産返
還義務（同 3条 3項 10 号）など）。これらについ
ては労契法 7条を介して個々の労働契約の内容と
なると考えてよいだろう。それ以外の部分につい
ては，やはり規約型確定給付企業年金と同様に，
規約が合理的でかつ周知されていれば（同 4条 1
項 3 項・5 条 4 項参照），その定めが加入者・受
給権者にかかわる年金支給契約の内容となってい
るとみることが可能である。

2　契約内容に関する規制
次に，やはり各制度ごとに，年金給付にかかわる
労働契約，あるいは年金支給契約の内容について
どのような法規制がなされているのかを概観する。
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（1）	内部留保型退職一時金・自社年金
いずれも，基本的には契約自由であり，給付設
計その他の契約内容は事業主と従業員が自由に決
定してよい。ただし，たとえば就業規則への記載
義務（労基 89 条第 3 号の 2）など，労働基準法
上一定の規制はかかってくる。

（2）	規約型確定給付企業年金
規約型確定給付企業年金の給付に関する契約の

いわば「法源」となる制度規約の内容については，
確定給付企業年金法が規制を行っている。すなわ
ち，制度規約を同法の定める基準に沿った内容に
しなければ，その規約は「承認」されない（確定
給付 4条・5条・6条）。承認の基準を法令上規定
することで，規約型確定給付企業年金の給付に関
する契約の内容を規制しているということである。
もっとも，法的には，この承認は税制適格要件
に過ぎないと考えられる 12）。作成あるいは変更
された規約について承認を得ることで，その制度
の掛金や給付が法人税法及び所得税法が定める
一定の措置の対象となる 13）。しかし理論的には，
たとえ承認を受けていなくても，作成・変更され
た規約は当然にはその効力の発生を妨げられない
し，事業主と加入者との間の契約内容となる可能
性はある。つまり，税制非適格の制度として規約
型確定給付企業年金（とほぼ同じ枠組みの制度）
を実施することは不可能ではない。逆に承認を受
けた規約であっても，当然に私法上の拘束力を持
つわけではない。
このように解釈すべき理由は，第 1に，税制優
遇はないが規約型確定給付企業年金と（ほぼ）同
じ枠組み，という企業年金制度の実施をことさら
に禁止する必要はないからである。税制優遇がな
くても企業年金制度をやりたいという事業主がい
るなら，敢えてその行動を妨げるべきではない
し，その規約の契約としての効力まで否定するこ
とはない。その規約に基づいて制度が実施された
としても，従業員にとってとくに不利益は生じな
いはずである。
第 2に，規約型確定給付企業年金の「前身」と
もいうべき適格退職年金制度においても，行政庁

による退職年金契約の「（適格）承認」という枠
組みが採用されているが，この承認が文字どおり
税制適格要件であり，効力発生要件ではないこと
については異論はない。適格承認を受けていない
税制非適格年金制度も実際に存在していた。同じ
承認という手続が用いられている以上，適格退職
年金と同様に承認は効力発生要件ではないと整理
するのがより自然であろう 14）。
第 3に，前述したように（1（4）），基金型確定
給付企業年金についての「認可」については，確
定給付企業年金法上に認可がなければ規約変更に
効力は生じない旨の明文規定が存在する（確定給
付 16 条の 2）。しかし承認に関してはこれに相当
する規定はない。もし認可と同じ効力を承認に持
たせるつもりなのであれば，立法者は承認につい
ても同趣旨の規定を設けたはずである。それがな
されなかったということは，承認がなくても規約
に契約としての効力は発生しうるし，逆にまた承
認があったからと言って当然にその規約に私法上
の拘束力が生じるわけではない，ということを意
味すると考えるほかない。
もちろん，実際上は，規約型確定給付企業年金
を実施するすべての事業主が規約の作成・変更に
ついてこの承認を得ており，承認を得られなかっ
たがなお制度を実施しよう，と考える事業主も存
在しない。すべての制度において，確定給付企業
年金法の定める要件に沿って制度規約が作成・変
更されているので，同法の基準が結果的には契約
内容を規律するものとなっている。ただしそれは
あくまでも制度規約の契約としての拘束力から生
じるものであり，承認の法的効果としてではな
い，という点に注意が必要である。

（3）	基金型確定給付企業年金
年金支給契約の「中身」となる基金規約の内容
についても，確定給付企業年金法がさまざまな規
制を行っている。規約を法令に沿った内容にしな
ければ，基金の設立も規約の変更も認可されない
（確定給付 11 条・12 条・16 条）。
では「認可」を受けることの法的な意味はなに
か。結論的には，「認可」についても「承認」と
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同様に，私法上の効力を当然に発生させるもので
はないと解すべきである。法令上明らかなのは，
認可がなければ企業年金基金も成立せず，規約変
更にも効力が生じないということである（同 13
条・16 条）が，しかしだからと言って認可があ
れば当然に法的効力が生じると考えるべきではな
い。逆はまた真ならずで，認可された規約だから
と言って当然に加入者や受給権者がそれに拘束さ
れるものではないということである。
これに対しては，①立法者が「承認」と「認可」
を使い分けている，②確定給付企業年金法 16 条
2 項の反対解釈により認可を効力発生要件とみる
ことができる，③承認と異なり，認可は規約に
ついてのみならず，企業年金基金の設立そのもの
についてなされるものであり，認可がなければ企
業年金基金という法人の設立自体が認められない
（同 13 条）のであるから，承認よりも強い法的効
力を持つものと考えるべきである，などの反論が
考えられる。しかし，①に対しては，規約型には
基金設立というプロセスは存在せず，また確定給
付企業年金法 16 条 2 項に相当する規定もないの
で，立法者はそれぞれ「認可」と「承認」という
別の仕組みでそこに行政を関与させることにした
ものであるといえること，②に対しては，仮に認
可があれば私法上の拘束力が生じるというのであ
れば素直にそれを法文化すればよいのに敢えてそ
れをしていないこと，そして③に対しては，設立
の認可と規約変更の認可を分けて考えても特段の
支障はないと考えられること，という再反論が可
能であろう。

（4）	厚生年金基金
前述のように（1（5）），裁判例は厚生年金基金
の公的性格を強調し，年金支給契約の成立自体を
否定する立場を取っていると考えられる。これを
是とするかぎり，ここで契約内容に関する規制を
論じる意味はない。ただし厚生年金保険法及び厚
生年金基金令における基金の設立や規約変更に関
する規制の枠組みは，基本的には基金型確定給
付企業年金のそれと同様である（厚年保 113 条・
115 条 1 項 2 項など参照）。

（5）	企業型確定拠出年金
企業型確定拠出年金の制度規約は，法令の定め

る基準に沿った内容にしなければ「承認」されな
い（確定拠出 3条・4条・5条）。この「承認」も，
規約型確定給付企業年金の場合と同様に，基本的
には税制適格要件であり，効力発生要件ではない
と解すべきである。つまり，承認を受けていない
制度規約であっても当然にその契約としての法的
拘束力を否定されるわけではない。ただ実際上は，
これも規約型確定給付企業年金と同様に，すべて
の事業主が法令の定める要件に沿って制度を実施
しているので，法令上の基準が結果としては年金
支給契約の内容を規律するものとなっている。

III　受給者減額

受給者減額とは，退職後に年金の形で企業年金
を受給している者（元従業員）の給付を減額する
ことである。近年その是非が争われる事例が増加
し，注目を集めている。理論的には，受給者減額
の可否はそこで問題となっている年金給付に関す
る契約の解釈で決まるといえる。しかし以下でみ
るように，裁判所の判断枠組みは単純な契約解釈
にとどまらないものになっている。
また制度によっては，法令が受給者減額につい
て一定の規制を行っている。つまり受給者減額に
関し契約自由が一定の場合に制限されているとい
うことである。
以下ではまず，受給者減額に関する法的ルール
を各制度ごとに概観する。

1　自社年金
すでに述べたように，自社年金の制度設計につ
いては法的な制約がほとんど存在しない。した
がって，各事案によって，給付設計もまた問題と
なった受給者減額の中身・程度もまちまちである。
ただ敢えてまとめれば，裁判例 15）が用いている
枠組みはおおよそ次のようなものであるといえ
る。すなわち，第 1に，その減額について，一般
的に契約（規約）上の根拠があるといえるか，そ
して第2に，実際に行われた減額の内容について，
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必要性・相当性があるか，である。

（1）	減額について契約上の根拠があるか
まず，問題となっている受給者減額について，
契約上の根拠があるかどうかが探求される。自社
年金の支給金額や支給方法は，通常就業規則ある
いは年金規約などに定められている。規約上に
「こういう場合にはこういう風に受給者減額しま
す」というような具体的な規定が存在すれば話は
早いが，そのようなケースはまれである。しかし
裁判所は，制度改編に関するごく一般的な文言の
規定についても，一応減額の根拠規定として認め
る傾向にある。たとえば松下電器産業事件（大津・
大阪で事案は共通）16）では，「将来，経済情勢も
しくは社会保障制度に大きな変動があった場合，
あるいは法制面での規制措置により必要が生じた
場合は，この規程の全般的な改定または廃止を行
う。」という文言の条項が問題となった。大津・
大阪いずれの裁判所（地裁・高裁とも）も，文言
の限定解釈によって歯止めをかけつつ，この規定
が受給者減額の根拠規定となるとした。
減額の根拠となるような明文の規定が全く存在
しない場合には，第 2ステップの検討を行うまで
もなく減額不可という結論に至るのが自然ともい
えるが，事業主側はこのようなケースでしばしば
減額に関する黙示の合意（もしくはそれに類似す
るもの）の存在を主張する。港湾労働安定協会事
件（高裁）17）はこのような主張を認めなかったが，
早稲田大学事件 18）では，年金制度が将来におい
ても存続することを想定した制度であるというこ
とを理由に，「年金支給額を減額するについてや
むを得ない事情があり，かつ，受給権者に対して
相当な手続が講じられた場合」には年金支給額を
減額することを受給者が承諾していたといえる，
という判断がなされた。年金支給契約は本質的に
そのようなものだ，と考える立場とも評価できそ
うだが，「受給者の承諾」という言葉遣いからす
ると，減額についての「黙示の合意」の存在を認
定したものというべきであろう。

（2）	減額について必要性・相当性があるか
裁判所は，第 2のステップとして，実際に行わ
れた減額措置に必要性及び（内容と手続両面にお
ける）相当性があることを要求している。「必要
性」の判断においては，企業の経営状態悪化の程
度，現役従業員の年金制度とのバランスなどの
ファクターが斟酌されている。また「相当性」の
判断にあたっては，減額後の給付水準（内容面），
他の受給者の態度（減額に同意した者の割合），
減額実施に際しての説明・意見聴取の状況など（手
続面）が重視されている。給付の「世間相場」や
他の受給者の同意など，訴訟の当事者に直接関係
しない外部的な事情も併せて考慮されている点が
注目に値しよう。
以上の枠組みは，必要性・相当性を付加的な要
件として加重する立場といえる。他方で，前述し
たように，早稲田大学事件は「必要性」と「手続
の相当性」というファクターを第１のステップ（契
約上の根拠）の中に組み込んで判断した。どちら
の枠組みを用いても最終的には同じファクターの
有無を判断することになるわけだが，なぜ付加的
な要件が加重されるのか，の説明は後者の方がま
だしやすいかもしれない――要するに（理由は必
ずしもはっきりしないが）「そういう合意があっ
た」からである。

（3）	事情変更の原則は適用できるか
年金規程上も，あるいは黙示にも，受給者減額
の根拠にできるような条項が存在しない場合に
は，いわば最後の手段として，民法上のいわゆる
「事情変更の原則」が主張されうる。このルール
の下では，契約締結時の事情が大きく変化し，そ
の契約内容のまま履行させるのが公平に反する場
合には，その契約の解除や改訂が認められる。そ
の要件は，①契約締結時の当事者が予見しえない
事情変更であること，②当事者の責めに帰すべか
らざる事由に基づくこと，③契約どおりの履行を
強制することが信義則に反すること，であるとさ
れる 19）。
ただ実際には，受給者減額の根拠となしうるよ
うな条文も存在せず，また黙示の合意も認定でき
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ないが，しかし事情変更の原則の適用により減額
を認める，というちぐはぐな判断が下される可能
性はほとんどないと思われる（それをするくらい
なら，裁判官は黙示の合意を認定することを選ぶ
に違いない）20）。

2　確定給付企業年金の場合
確定給付企業年金の場合には，受給者減額を内
容とする規約変更について厚生労働大臣の承認・
認可が必要である 21）。その要件は，簡単にまと
めれば，①企業・基金の財政状態が悪いこと，②
受給者の 3分の 2以上の同意を得ること，③希望
者には一時金（最低積立基準額）での清算を認め
ること，である（確定給付 5条 1項 5号・12 条 1
項 7 号，同令 4 条 2 号・7 条，同則 5 条・6 条・
12 条・13 条）。
この要件が満たされれば受給者減額を内容とす
る規約を厚生労働大臣に承認・認可してもらえる
ということである。そして繰り返し述べているよ
うに，私見では，規約が承認・認可を受けたこと
と，その規約が受給者を拘束するか，つまり個々
の受給者が受給者減額処分に従う法的義務がある
かどうかとは一応別である。とくに受給者減額の
場合，年金受給者は企業年金基金の代議員会の構
成員ではないし，規約型制度における労使合意に
も関与できない（確定給付 18 条 3 項・6 条 2 項
参照）。そうであればなおさら，承認・認可だけ
で個々の受給者に対する法的拘束力を基礎づける
のは難しいだろう。

3　理論的な「よりどころ」は？
会社の財政が苦しいのに退職者が年金を多くも
らい過ぎなのはよくない，と考えるのか。それと
も，年金をもらい始めてから減額なんてかわいそ
うだ，と考えるか。その中間のどこで折り合いを
つけるか。裁判所がやっているのも，要はこれを
どう説得的な言葉で書くか，ということに過ぎな
い。では，理論的にどのような「よりどころ」が
考えられるか 22）。
①「制度的契約」論
松下電器産業事件 23）では，会社側から著名な

民法学者である内田貴教授の鑑定意見書が提出さ
れている 24）。この意見書によれば，この事件に
おける年金契約はもちろん「契約」だが，同時に
「制度」であり，画一性・統一性が重要である。
制度的契約では，開示の意味は相対的に軽く，従
業員代表の合意などの手続を経て，内容を知りう
る状態に置かれていればよい。また減額について
も，年金規程上に根拠規定があることに加え，必
要性，変更の程度，手続き，というような要件を
も満たすのであれば，減額を認めてよい，とする。
松下電器産業事件を含め，「制度的契約」とい
う言葉を正面から用いた裁判例はない。しかし実
際の判断の中身をみてみると，いずれの判決もこ
の意見書の影響を少なからず受けているように感
じられる。
②就業規則変更法理の「準用」？
なぜ必要性・相当性という付加的な要件が加重

されるのか。松下電器産業事件（大阪地裁）25）は，
以下のように述べて １つの答えを示した。すなわ
ち「本件利率改定が原告らに対して効力を生じる
かどうかを判断するにあたっては，就業規則の不
利益変更が従業員に対して効力を生じるかという
ことに関する解釈が参考になる」からである。判
例及び労契法 10 条によれば，就業規則による労
働条件の不利益変更は「合理性」があれば許容さ
れ，反対する労働者もその変更に拘束される。そ
してその「合理性」の有無は，「労働者が被る不
利益の程度，使用者側の変更の必要性の内容・程
度，変更後の就業規則の内容自体の相当性，代償
措置その他関連する他の労働条件の改善状況，労
働組合等との交渉の経緯，他の労働組合又は他の
従業員の対応，同種事項に関する我が国社会にお
ける一般的状況等を総合考慮して判断」される 26）。	
これらの判断要素は受給者減額訴訟においても大
いに参考にできる，というのが大阪地裁の考え方
のようである。他の裁判例も，明言はしていない
が，必要性・相当性判断という名の下での実質的
には就業規則の変更に関する判断とほぼ同様の枠
組みを用いている。
確かに，年金受給者も元労働者である。自社年
金は過去の労働の対価であり，広い意味では労働
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条件である。自社年金を支給するという契約は労
働契約あるいはそれに準ずる契約であるといえる
（前掲 II 1（2）参照）。他にこれといったよりど
ころもない以上，就業規則変更法理の「準用」に
行き着くのはごく自然ともいえる。もっとも，年
金受給者の世界と労働法の世界は全く同じではな
い。就業規則の不利益変更が「合理性」のある範
囲で認められるのは，長期雇用慣行の下で労働条
件変更に反対する労働者を簡単に解雇できないこ
とのいわば代償措置であるというのが一般的な説
明である 27）。しかし年金受給者については，労
働条件切り下げと引き換えに守ってもらえる利益
――すなわち，雇用――がもはや存在しない。そ
の点は今後議論が必要であろう 28）。

IV　おわりに――今後の検討課題

1　給付にかかわる契約
本稿では，まず最初に，企業年金の給付にかか
わる契約がどのような内容のものととらえられる
かを制度ごとに検討した。そこから今後の検討課
題として浮かび上がったのは，第 １に，外部積立
型の企業年金における規約の承認・認可の法的意
義をどう考えるか，そして第 ２に，厚生年金基金
を完全に私的な契約関係とは別の世界の存在とと
らえるべきかどうか，という問題であった。第 １
の点に関し，すでに述べたように，筆者は承認・
認可を契約としての効力が発生する要件ととらえ
ることには否定的な立場を取っているが，今後さ
らなる理論的考察が必要であろう。
第 2の点につき裁判所は，公的年金給付の一部
を「代行」するという役割を重視し，厚生年金基
金の給付を私的な契約関係としてとらえるのは妥
当ではないという考え方に立っているようであ
る。しかし，代行部分がある厚生年金基金という
制度が導入されるのは，政府がそれを強制してい
るからではない。事業主が，いや職場の労使が，
その導入を任意に決定したからである。それは紛
れもなく私的な「合意」「契約」であり，実質的
な労働条件にほかならない。裁判所の立場はこの
点を無視しているように思われる。しかし厚生年

金基金の「労働条件」としての性格を法的にどの
局面にどのように反映させるかについては今後さ
らに検討が必要であると思われる。

2　受給者減額
本稿が次に検討の対象としたのは，受給者減額
である。年金の受給が開始されたのちにその給付
額を減額できるか否かは，究極的にはその給付に
かかわる契約の解釈で決まると思われる。しかし
実際には，契約解釈に加えて，あるいは契約解釈
のプロセスの中で，減額の必要性・相当性という
要件を加重した上での判断がなされている。そこ
では，企業の経営状況，現役従業員の制度とのバ
ランス，他の受給者の態度，説明・意見聴取の状
況など，契約当事者からすれば「外部的要素」と
もいえるようなファクターが斟酌されている。
これについては，①最初からそれも全部ひっく
るめて合意されている，そういう契約である，と
いう説明と，②年金支給契約は典型的な「制度的
契約」なので，あるいは労働契約内容に変更にか
かわる，就業規則の不利益変更法理を準用すべき
場面であるので，そのような要素が斟酌されるの
は当然である，という説明とがありうる。このう
ち②は，認定された事実からは①のような契約で
あるということが明らかでない場合（実際には大
半のケースがそうである）にも用いることので
きる「便利な」説明であるといえる。ただし，ど
のような契約が「制度的契約」でありどのような
ものはそうでない 29）のか，あるいはどのよう場
合に就業規則変更法理が準用されどのような場合
にされないのかに関しては必ずしも基準が明確に
なっていないのというのが現状である。さらなる
理論的な詰めが必要であろう。
なおこれに加えて，外部積立型の制度における
受給者減額に関しては，１で言及した，承認・認
可の法的効力をどのようなものと考えるかという
論点も重要な関わりを有する。こちらについても
同様に今後さらなる検討が必要であろう。

付記：�本稿は，財団法人ユニベール財団の助成を
受けて行った研究成果の一部である。
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注
  1）	　各企業年金制度の概要については，森戸 
2003，p. 23 以下を参照。なお適格退職年金につ
いては頁数の都合上検討の対象から除外した。

 2）	　ただし森戸 2003，p. 18 以下は，内部留保型退
職一時金制度も「企業年金」の一種であるとい
う前提で考察を行っている。

 3）	　内枠方式と外枠方式については，森戸 2003，
p. 39 以下を参照。

 4）	　労働契約法においては「使用者」「労働者」と
いう用語が使われているが，本稿では「事業主」
「従業員」で統一することとした。
 5）	　労働契約法の文言は「・・・労働契約の内容
は，その就業規則で定める労働条件によるもの
とする」であり，「労働契約の内容になる」では
ない。厳密に言えばこの両者は全く同じ意味で
はないと考えられ，学説上もこの点が議論になっ
ている。しかし本稿のテーマに関するかぎりそ
の違いは無視しうるので，ここでは「内容になる」
という文言で統一した。

 6）	　幸福銀行（年金打切り）事件・大阪地判平
12.12.20 労判 801 号 21 頁も，就業規則に根拠を
有する自社年金制度について，「・・・支給要件
は一義的に明定されており，これらの支給要件
を満たす者には原則として右退職金規程による
規程額が一律に支給されるものであるから，右
退職金規程を内容とする労働契約によって被告
にその支払が義務づけられた退職金の一部とい
うべきである。・・・退職者の退職年金受給権そ
れ自体は，退職金規程を内容として締結された
労働契約により，退職を条件として発生してい
る」と判示している。

 7）	　松下電器産業グループ（年金減額・大阪）事件・
大阪高判平成 18.11.28 労判 930 号 26 頁。同様
に，松下電器産業（年金減額・大津）事件・大
阪高判平成 18.11.28 労判 930 号 13 頁も，「年金
規程が・・・合理性を有している限り・・・年
金規程の具体的内容を知っていたか否かにかか
わらず，年金規程によらない旨の特段の合意を
しない限り，福祉年金規程に従うとの意思で年
金契約を締結したものと推定するのが相当であ
り，その契約内容は，年金規程に拘束される・・・
その内容が合理的である限り，退職時に締結さ
れる福祉年金契約の内容につき年金規程に従う
ことが，事実たる慣習になっていたとも認める
ことができる」としている。

 8）	　この合理性と周知は，確定給付企業年金法上，
規約について厚生労働大臣の「承認」を得るた
めの要件となっている（確定給付 5条 1項 3項・
6条 4項）。

 9）	　確かに，厚生労働大臣の認可を得るためには，
確定給付企業年金法の要求する基準を満たす基
金規約にしなければならない（同 12 条 1 項・

16 条 3 項）ので，内容の合理性は一応担保され
ている。また，認可された規約を加入者に周知
させることも義務づけられている（同 5条 3項・
12 条 2 項 ･16 条 3 項）。したがって，一つ目と
二つ目いずれの考え方に立ったとしても，結果
においてそれほど大きな差は生じないともいえ
る。ただし，確定給付企業年金法が受給権者へ
の周知は義務づけていない点には留意すべきで
あろう。

10）	　りそな企業年金基金・りそな銀行事件・東京
地判平 20.3.26 労判 965 号 51 頁。

11）	　たとえば，日本紡績業基金事件・大阪地堺支
判平 10.6.17 労判 751 号 55 頁及びテザック厚生
年金基金事件・大阪高判平 17.5.20 労判 896 号 12
頁はいずれも厚生年金基金の解散にかかわる事
件であるが，そこでは厚生年金基金の「管理運
営」業務は「公権力の行使」である，という前
提での判断がなされている。

12）	　森戸 2004a，p. 14。
13）	　企業年金に関する税制措置の詳細については，
森戸 2003，p. 95 以下を参照。

14）	　ただしこれに対しては，以下のような反論も
考えられる。①立法過程での議論からすれば，
受給権保護のために適格年金の比較的緩やかな
規制をより強化したのが確定給付企業年金なの
であるから，同じ「承認」という文言であって
も違う意味に解釈すべきである。②適格年金に
関して法人税法施行令が「承認」によって規制
しているのは事業主と受託金融機関との間の退
職年金契約であるのに対し，確定給付企業年金
法では制度規約そのものが規制対象になってい
るので，両者をそのままパラレルに比較するの
は妥当ではない。

15）	　これまでの自社年金の受給者減額に関する裁
判例としては，幸福銀行（年金減額）事件・大
阪地判平成 10.4.13 労判 744 号 54 頁，幸福銀行
（年金打切り）事件・前掲注 6，松下電器産業（年
金減額・大津）事件・前掲注 7，同事件 １審・
大津地判平成 16.12.6 労判 889 号 73 頁，松下電
器産業グループ（年金減額・大阪）事件・前掲
注 7，同事件 １ 審・大阪地判平成 17.9.26 労判
904 号 60 頁，港湾労働安定協会事件・大阪高判
平成 18.7.13 労判 923 号 40 頁，同事件 １審・神
戸地判平成 17.5.20 労判 897 号 5 頁，早稲田大学
事件・東京地判平成 19.1.26 労判 939 号 36 頁が
ある。

16）	　前掲注 15。
17）	　同上。
18）	　同上。
19）	　内田 2007，p. 75，最三小判平成 9.7.1 民集 51
巻 6号 2452 頁。

20）	　幸福銀行事件（年金打切り）・前掲注 6でも，
会社側の事情変更法理の主張が退けられている。
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21）	　頁数の都合上，厚生年金基金及び適格年金の
受給者減額に関する検討は割愛した。詳細につ
いては，森戸 2003，p. 218 以下を参照。

22）	　これ以降の議論は主として自社年金に関する
ものである。外部積立型制度の場合は，これに
加えて承認・認可の法的意義という問題をも論
じる必要がある。

23）	　前掲注 15。
24）	　その後，意見書とほぼ同様の主張が，内田
2006 にまとめられた。

25）	　前掲注 15。
26）	　第四銀行事件・最二小判平成 9.2.28 民集 51 巻
2号 705 頁。

27）	　菅野 2008，p. 107（脚注 7）など。
28）	　就業規則変更法理の「準用」を明言した松下
電器産業グループ（年金減額・大阪）事件（1
審）・前掲注 15も，「給付利率の引下げについて
は，これとの関連で行われた他の労働条件の改
善ということは想定し難いところであるから・・・
慎重な判断が要求される」と留保をつけている。

29）	　「これは制度的契約だから」という理由づけを
行うには，それなりの「権威」が必要であるよ
うに思われる。
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児童扶養手当の逓減制の就業抑制効果と所得再分配効果

浜　田　浩　児

I　はじめに

児童扶養手当は，手当額が勤労収入に応じて減
額される仕組みになっているため，手当の対象者
である母子家庭の母の就業意欲に対する手当減額
の影響が問題となる 1）。
しかし，就業や勤労収入は，就業意欲のような
個人の選択だけで決まるのではなく，個人で左右
できない雇用環境，健康状態，子どもの世話等の
外的要因から受ける影響も大きい。厚生労働省
「全国母子世帯等調査」（2006 年度調査）によれ
ば，無職の母子家庭の母の 8割が就職したいのに
できず，そのうち，47％は求職中等で仕事が得ら
れておらず，26％は病気で働けず，13％は子供の
世話をしてくれる人がいないとの回答である。児
童扶養手当減額の仕組みには，こうした外的要因
に応じて給付を行い，就業できる者とできない者
の間，勤労収入の多い者と少ない者の間等で所得
再分配を行う機能がある 2）。
このような児童扶養手当の減額の仕組みが就
業に及ぼす影響については，阿部・大石〔2005〕
において支給上限収入の影響を推定しているが，
2001 年までの厚生労働省「国民生活基礎調査」
に基づいており，2002 年改定前の児童扶養手当
制度についての分析である。2002 年改定により，
児童扶養手当の支給額は，それまでの 2 段階か
ら，勤労収入に応じて徐々に減額される逓減制に
なった。また，所得再分配効果については，阿
部〔2005〕や日本労働研究機構〔2003〕において
所得階層別の手当額等が推計されているが，やは

り 2002 年改定前の制度についての分析である他，
不平等度への影響や所得再分配効果は推計されて
いない。
そこで，本稿では，児童扶養手当の対象となる
母子家庭の母に関し，2002 年改定後の現行児童
扶養手当の逓減制について，就業抑制効果と所得
再分配効果を推計し，両者を比較する。さらに，
両効果について，2002 年改定前との比較も行う。
以下，II で，現行児童扶養手当の逓減制の就業
抑制効果や所得再分配効果について，2002 年改
定前との比較も踏まえて理論的に考察する。III
では，逓減制の就業抑制効果と所得再分配効果に
関し，使用データ，不平等度，就業関数等の推計
方法について述べ，IVで推計結果を示す。最後に，
Vで本稿の結論を述べる。

II　児童扶養手当の逓減制と就業，所得分配

1　逓減制の仕組み
現行の児童扶養手当制度は，勤労収入が全部支
給上限収入以上になると，手当が支給されなくな
る一部支給上限収入まで，手当額が勤労収入に応
じて徐々に減額される逓減制になっている。たと
えば，母と子ども 1人の母子家庭の場合，勤労収
入（給与年額）について全部支給上限収入は 130
万円，一部支給上限収入は 365 万円であり，手当
（減額前月額 41720 円）の減額は，下記のように，
勤労収入w（万円）から給与所得控除を差し引
いた額が全部支給上限（給与所得控除後）を超え
る分に比例する。

投稿（研究ノート）
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これに対し，2002 年改定前は，児童扶養手当
の支給額は，勤労収入に応じて全部支給，一部支
給の 2段階であった。たとえば，母と子ども 1人
の母子家庭の場合，全部支給上限収入は 204.8 万
円，一部支給上限収入は 300 万円であり，一部支
給の手当（月額）は 28350 円であった。
したがって，現行制度と 2002 年改定前の制度
について，母と子ども 1人の母子家庭の児童扶養
手当（年額）を勤労収入ごとに比較すると，図 1
のようになる。勤労収入と手当の合計を示す線
は，現行制度と改定前制度で交わっており，児童
扶養手当の減額は，一律に緩和されているわけで
も強化されているわけでもない。

2　逓減制と就業
児童扶養手当の就業抑制効果の大きさは，手
当額が勤労収入に応じて減額される程度と関連
する。図 1のように，2002 年改定前の制度では，
勤労収入が支給上限を超えた途端，手当が急に減
額（全部支給上限超過）または不支給（一部支給
上限超過）となり，勤労収入が増加するとかえっ
て手当との合計収入が減ってしまうという逆転が
起きるため，支給上限収入における就業抑制効果
は大きいと考えられる。これに対し，現行制度で
は，手当額が勤労収入に応じて徐々に減額される
逓減制の導入により，改定前のような逆転はほぼ
なくなっている。
ただし，図 1の勤労収入と手当の合計を示す線
について，現行制度のほうが改定前を下回り手当
の減額が大きいことから就業抑制効果が強いと考
えられる部分と，逆に現行制度のほうが上回り手
当の減額が小さいことから就業抑制効果が弱いと
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図 1　児童扶養手当の仕組み
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考えられる部分がある。
したがって，総体的な就業抑制効果が現行制度
と改定前のどちらで大きいかについては，手当対
象者の勤労収入の分布に依存するため，実証を要
する。

3　逓減制と分配の公平
分配の公平（垂直的公平）については，児童扶
養手当の減額が，勤労収入と手当（就業に伴う減
額前）を合わせた当初所得に対して累進的であ
り，減額後の所得順位が減額前と逆転しなけれ
ば，所得分布の不平等度は低下する 3）。
現行児童扶養手当制度は，1のように，勤労収
入が全部支給上限収入以上になると，その超過分
に比例して手当額が減額される。したがって，手
当減額は当初所得に対して累進的とみなせ，か
つ，減額後の所得順位が減額前と逆転することも
ないから，手当減額によって所得分布の不平等
度は低下する。これに対し，2002 年改定前には，
児童扶養手当の支給額は，勤労収入に応じて 2段
階であった。したがって，図 1のように，勤労収
入が支給上限を超えて増加するとかえって手当と
の合計収入が減ってしまうため，支給上限収入の
近傍では，減額後の所得順位が減額前と逆転す
る。このため，手当減額によって所得分布の不平
等度が低下するとは限らない。
しかし，2002 年改定の逓減制導入によってこ
のような逆転をなくしたことは，図 1のように，
減額後の手当額が改定前に比べて，改定前の支給
上限収入の手前近傍では下回り，支給上限収入を
超えた近傍では上回ることを伴う。これを反映し
て，全部支給上限収入の引下げと一部支給上限収
入の引上げ（前述 1）が生じ，現行制度の減額後
の手当額は概ね，勤労収入の低い範囲で改定前を
下回り，勤労収入の高い範囲で改定前を上回って
いる。この点は，現行制度のほうが改定前より不
平等になる要因である。
したがって，所得再分配効果が現行制度と改定
前のどちらで大きいかについては，手当対象者の
勤労収入の分布に依存するため，実証を要する。

III　推計方法

1　データ
データは，独立行政法人労働政策研究・研修機
構「母子家庭の母への就業支援に関する調査」（以
下，アンケート調査という）の個票による。アン
ケート調査は，全国 20 の自治体 の「死別，離別，
未婚などにより現に配偶者のいない女性が 20 歳
未満の子どもを育てている世帯」を対象に，2007
年 12 月に実施され，1311 人から回答を得た。た
だし，アンケート調査は母子家庭等就業・自立支
援センター等に登録している母子家庭の母を対象
としていることから，死別母子家庭は，「全国母
子世帯等調査」（2006 年度）で 22.1％を占めるの
に対し，アンケート調査では 5.2％とわずかであ
る 4）。死別母子家庭は児童扶養手当ではなく遺族
年金を受給している場合が多いため，アンケート
調査は，本稿において児童扶養手当の対象となる
母子家庭の母について分析するのに適したものと
いえる 5）。
アンケート調査における母の年齢，末子の年
齢，世帯人員等の平均属性は，「全国母子世帯等
調査」に近いものになっている6）。また，アンケー
ト調査では，「全国母子世帯等調査」と異なり，
勤労収入に応じた減額後の児童扶養手当額（実際
の受給額）や就業時間，留保賃金が得られる。た
だし，これらを含め，本稿の推計に必要な賃金，
児童扶養手当額，就業時間等のデータが揃ってい
るのは，895 サンプルである。
（1）勤労収入と就業時間
アンケート調査では，実施の前年度（2006 年度）
の勤労収入（年額）に加え，「全国母子世帯等調査」
ではわからない就業時間も得られるため，両者よ
り，時間当り賃金が算出できる。非就業者について
は勤労収入，就業時間が 0であるが，アンケート
調査から，フルタイムで就業する場合の留保賃金
（就業・非就業の境界の賃金水準）が得られるため，
これに基づき，非就業者が就業するとした場合の
勤労収入，就業時間，時間当り賃金も求めた。
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（2）児童扶養手当
アンケート調査では，「全国母子世帯等調査」
と異なり，勤労収入に応じた減額後の児童扶養手
当額（実際の受給額）が得られる。また，減額前
の手当額は，受給対象となる子どもの数が得られ
ることから，児童扶養手当制度に基づいて推計で
きる。両者の差が，手当の減額となる。非就業者
については手当の減額は 0であるが，就業した場
合の児童扶養手当の減額も，（1）の留保賃金によ
り児童扶養手当制度に基づいて推計した。

2　使用する不平等度
不平等度については，ジニ係数，変動係数，タ
イル尺度，平均対数偏差，アトキンソン尺度を用
いた。
ジニ係数は，最も弱い価値判断に基づく格差の
順序づけであるローレンツ曲線とその完全平等線
の囲む面積が，完全平等線の下の面積に占める割
合を表わす。変動係数は標準偏差の平均に対する
比率である。タイル尺度は各自の所得と平均所得
の対数の差を所得シェアで加重平均したもの，平
均対数偏差はこの差を単純平均したものであり
〔Theil 1967〕，Shorrocks〔1980〕のように構成
集団による分解ができるため，不平等度に対する
就業者内，非就業者内，両者間の格差の寄与度が
得られる 7）。
アトキンソン尺度Aは，平均所得 uと，それ
と社会的厚生が等しい平等分配の所得である均
等分配等価所得（equally distributed equivalent 
income）ye との乖離率 A=1 － ye/u を表す。社
会的厚生関数Wは，通常，

が想定され，したがって，

である。εは社会的厚生関数の不平等回避度を表す。

3　就業関数の推定
児童扶養手当が母子家庭の母の就業に及ぼす効
果の推計については，手当受給額が就業に影響を
及ぼす一方，就業に伴い手当が減額されるという
内生性に対処する必要がある。この内生性は在職
老齢年金の場合と類似するため，在職老齢年金と
就業の内生性に対処した小川〔1998a, b〕，樋口・
山本〔2002〕，樋口他〔2006〕の分析にならい，
減額後である実際の手当受給額でなく，減額前の
手当額と就業に伴う減額を説明変数とする。
ただし，アンケート調査で就業時間が得られる
ことから，上記の在職老齢年金に関する研究が就
業率を被説明変数としているのとは異なり，就業
時間を被説明変数とし，時間当り賃金とこれに対
する児童扶養手当の減額（その分手取り時給が少
なくなる），減額前の児童扶養手当を説明変数と
する就業関数の推計を行った。なお，就業意欲へ
の影響を分析するという観点から，非就業者につ
いても，1のように，就業した場合の就業時間，
時間当り賃金，児童扶養手当の減額を推計して用
いている 8）。
表 1，2 は，就業関数の変数の記述統計量と最
小二乗法による関数推定結果である。表 1の平均
就業時間（年間）は女性労働者の平均より長い

表 1　記述統計量
変数 平均 標準偏差

就業時間（年間） 	 1974 	 470
時間当り賃金（円） 	 940 	 410
児童扶養手当の減額（円） 	 72 	 117
減額前児童扶養手当（年額 , 万円） 	 53.1 	 3.7
自身の健康状態（良くない） 	 0.29 	 0.46
子の健康状態（良くない） 	 0.21 	 0.40
親からの家事・育児援助（有） 	 0.55 	 0.50
親からの金銭的援助（有） 	 0.42 	 0.49
子の父からの養育費（年額 , 万円） 	 11.3 	 25.0
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が，時間当り賃金はかなり低く，1000 円弱となっ
ている 9）。これに対する児童扶養手当の減額は約
70 円であり，その分手取り時給が少ないことに
なる。減額前の児童扶養手当額の平均（年額）は
約 53 万円で，18 歳未満の子供数（平均 1.6 人）
から見てほぼ制度どおりの額となっている。
表 2の関数推定結果を見ると，就業時間に対し
て，時間当り賃金の係数が正で有意であるのに対
して，児童扶養手当の減額の係数は負で有意（1％
水準）となっており，想定通り就業意欲に抑制的
な影響を示している。ただし，その影響は，平均
就業時間を 2％（年 40 時間）減少させる程度に
すぎない。また，減額前の手当額の係数は，非勤
労収入が得られることによる所得効果の想定通り
負であるものの，有意ではない 10）。
なお，他の属性をコントロールするための変数
として，自身及び子の健康状態ダミー，自身の親
からの家事・育児援助及び金銭的援助ダミー，子
の父からの養育費（いずれもアンケート調査によ
る）を用いた 11）。就業時間に対して，自身及び
子の健康状態（良くない）の係数は想定通り負で
ある。ただし，自身の健康状態の係数は有意でな
いのに対して，子の健康状態の係数は 10％水準
で有意であり，自身の健康には無理を押して働い
ても子の健康には気を遣うことがうかがえる 12）。
また，親からの家事・育児援助の係数は正で有意
であり，子の世話等をしてもらうことで就業しや
すくなると考えられる。一方，親からの金銭的援
助，子の父からの養育費の係数は所得効果の想定
通り負であるものの，有意でない 13）。

IV　推計結果

1　就業抑制効果
上記 III 3 の就業関数の推定結果に基づく個々
のサンプルについてのシミュレーションにより，
児童扶養手当が勤労収入に応じて減額される現行
逓減制と仮に手当減額がなかったとした場合と
の，就業時間の差とそれによる勤労収入の変化を
求めた。シミュレーション結果によれば，手当減
額によって，就業時間が 2％，平均勤労収入（年
額）が 4万円低下する程度と推計され，児童扶養
手当の逓減制の就業抑制効果は小さい。

2　所得再分配効果
母子家庭について分析する前に，まず社会全体
の分配に対する効果について検討する。児童扶養
手当の逓減制の所得再分配効果には，手当の対象
者内の格差に対する効果だけでなく，手当の対
象となる母子家庭と他の世帯との間の格差に対す
る効果があり，こちらの方が社会全体の格差に影
響を及ぼす。児童扶養手当の逓減制で上述の就業
抑制効果による平均所得の低下が生じるだけでな
く，手当減額で平均所得が低下し，他の世帯と
の間の格差が拡大する。これに関し，タイル尺
度，平均対数偏差に基づき，全世帯の不平等度に
対する手当対象者内の格差，他の世帯との間の格
差の寄与度（前述 III 2）を計測し，逓減制に伴
う変化を見たものが，表 3である。手当対象者内
の格差の寄与度は低下している（タイル尺度で

表 2　就業関数の推定結果
変数 係数 標準誤差 t値 有意確率

定数項 	 1979.10 	 233.42 	 8.48 0.000
時間当り賃金（円） 	 0.08 	 0.04 	 2.05 0.040
児童扶養手当の減額（円） 	 –0.56 	 0.14 	 –4.04 0.000
減額前児童扶養手当（年額 , 万円） 	 –0.83 	 4.22 	 –0.20 0.845
自身の健康状態（良くない） 	 –11.21 	 35.31 	 –0.32 0.751
子の健康状態（良くない） 	 –69.87 	 39.37 	 –1.78 0.076
親からの家事・育児援助（有） 	 66.67 	 33.32 	 2.00 0.046
親からの金銭的援助（有） 	 –19.81 	 33.24 	 –0.60 0.551
子の父からの養育費（年額 , 万円） 	 –0.64 	 0.63 	 –1.01 0.311

注）	 F 値 3.49（有意確率 0.001）, サンプル数 895
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－ 0.0001，平均対数偏差で－ 0.0001）が，それ以
上に他の世帯との間の格差の寄与度が上昇し（同
0.0004，0.0007），全世帯の不平等度が高まってい
る。しかし，これは，逓減制というより手当水準
の問題である。表 3のように，手当総額が同じで
あれば，逓減制を廃止しても代りに手当水準の引
下げが必要となり，手当対象者の平均所得の低下
は変わらないから，他の世帯との間の格差の寄与
度上昇も変わらない（同 0.0004，0.0007）。むし
ろ，逓減制による手当対象者内の格差の寄与度低
下がなくなる（同 0，0）分，全世帯の不平等度
が高まる。また，手当総額の増加を伴う場合でも，
他の世帯との間の格差拡大に対応するには，逓減
制廃止よりも手当水準の引上げで手当対象者の平
均所得引上げを行うほうが，逓減制による手当対
象者内の格差低下の分，全世帯の不平等度が低く
なる。すなわち，表 3のように，逓減制廃止の場
合，逓減制の影響がすべてなくなるから，不平等
度の変化はなく，それに対する寄与度もすべて 0
である。これに対し，手当水準の引上げの場合は，
手当対象者の平均所得が逓減制廃止の場合と同じ
になるように手当水準を引き上げるわけであるか
ら，他の世帯との間の格差の寄与度上昇はなくな
り（同 0，0），逓減制による手当対象者内の格差

の寄与度低下（同－ 0.0001，－ 0.0001）が残る。
このように，母子家庭と他の世帯との間の再分配
には手当水準が関わり，逓減制は手当対象者内の
再分配に関わる。以下では，手当対象者内の分配
に関する逓減制の所得再分配効果について分析を
行う。
表 4～ 6は，母子家庭の母に関し，児童扶養手
当の逓減制の所得再分配効果について，就業抑制
効果を考慮した推計を行い，両効果を比較したも
のである。
表 4は，所得 5分位階層別の所得の構成比であ
る。賃金と減額前の児童扶養手当を合わせた当初
所得は，1のように手当減額がなく就業抑制効果
がないものとして推計した。一方，逓減制による
手当減額後の所得には，就業抑制効果が含まれて
いるため，当初所得に対する所得再分配効果は就
業抑制効果を考慮したものとなっている。表 4で
は，当初所得に比べ，逓減制によって，第 1分位
の構成比が高まる一方，第 5分位の構成比が低下
し，格差縮小がうかがえる。これは，就業抑制効
果を考慮しない場合（当初所得が就業抑制効果に
よって減少した後との比較）でも同様である。な
お，当初所得を就業抑制効果による減少後と比べ
ると，就業抑制効果により第 5分位の構成比が低

表 3　児童扶養手当の逓減制と全世帯の不平等度の変化
タイル尺度の寄与度 平均対数偏差の寄与度

手当対象内 対他世帯 手当対象内 対他世帯
現行逓減制 -0.0001 0.0004 -0.0001 0.0007
逓減制廃止 , 手当総額不変の場合         0 0.0004         0 0.0007
逓減制維持 , 手当引上げの場合 -0.0001          0 -0.0001          0
逓減制廃止の場合         0          0         0          0

注）	 1）	 手当対象内：手当対象の中での格差に対する逓減制の影響による変化。
	 	 対他世帯：手当対象と他の世帯との間の格差に対する逓減制の影響による変化。
	 2）	 他の世帯は手当対象ではないため，他世帯内の格差は逓減制の影響を受けない。
	 3）	 他の世帯の所得は，厚生労働省「国民生活基礎調査」による。

表 4　児童扶養手当の逓減制と 5分位別の所得構成比
所得シェア（％） 平均所得	

（万円）第 1分位 第 2分位 第 3分位 第 4分位 第 5分位
当初所得（賃金＋減額前手当） 5.4 14.9 19.3 24.2 36.3 210 
（就業抑制後当初所得） 5.4 14.9 19.4 24.3 36.0 206 
手当の逓減制による減額後 5.6 14.6 19.7 24.4 35.7 195 
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下している。
表 5は，児童扶養手当の逓減制による不平等度
の改善度である。当初所得に比べ，逓減制によっ
て，各不平等度とも低下し，改善度に見られるよ
うに格差が縮小している。これは，就業抑制効果
を考慮しない場合でも同様である。なお，当初所
得を就業抑制効果による減少後と比べると，就業
抑制効果により，各不平等度とも低下し，格差が
縮小している。
表 6は，児童扶養手当の逓減制の就業抑制効果
による平均所得の低下率と，所得再分配効果によ
るアトキンソン尺度（前述 III 2）の均等分配等
価所得・平均所得比率の上昇率を比較したもので
ある。前者の低下より後者の上昇が大きければ均
等分配等価所得は高まり，逆であれば均等分配等
価所得は低まる。均等分配等価所得は，平均所得
に対応する所得分布と社会的厚生が等しい平等分
配の所得であるから，平均所得だけでなく所得分
布の公正を加味した社会的厚生を示す指標とみな
せる。表 6を見ると，所得再分配効果による均等
分配等価所得・平均所得比率の上昇は，εが大き
いほど高まる傾向にあり，ε=1.6 程度を境目に，
ε =0.5, 1, 1.5 では就業抑制効果による平均所得

の低下を下回るが，ε =2, 2.5, 3, 3.5 ではそれを
上回る。したがって，逓減制の所得再分配効果と
就業抑制効果のどちらが大きいともいえない。な
お，εは社会的厚生関数の不平等回避度を表し，
青木〔1979〕のように，アトキンソン尺度はεが
大きいほど低所得層に高い比重がおかれるため，
低所得層を重視すれば，就業抑制効果より所得再
分配効果のほうが大きいという評価になる 14）。

3　両効果の 2002 年改定前との比較
2002 年改定により，児童扶養手当の支給額は，
それまでの 2段階から，勤労収入に応じて徐々に
減額される逓減制になり，就業抑制効果と所得再
分配効果が変化している。
2002 年改定前の児童扶養手当の就業抑制効果
については，阿部・大石〔2005〕において，「国
民生活基礎調査」に基づき，支給上限収入の影響
を推定しており，推定結果によれば，一部支給上
限収入の 10 万円引下げが就業率を 0.7％ポイント
低下させる。支給上限収入の引下げは支給制限の
強化であり，10 万円引下げは 2002 年改定前の一
部支給上限収入 300 万円（前述 II 1）の約 3％に
なるが，現行児童扶養手当制度に関する本稿の分

表 5　児童扶養手当の逓減制による不平等度の改善度
（不平等度）

ジニ係数 変動係数 タイル	
尺度

平均	
対数偏差

アトキンソン尺度
ε=0.5 ε =1.5 ε =2.5 ε =3.5

当初所得（賃金＋減額前手当） 0.300 0.579 0.159 0.185 0.082 0.260 0.425 0.537
（就業抑制後当初所得） 0.298 0.572 0.156 0.182 0.080 0.255 0.419 0.530
手当の逓減制による減額後 0.296 0.572 0.154 0.177 0.079 0.248 0.404 0.512

（不平等の改善度）

ジニ係数 変動係数 タイル	
尺度

平均	
対数偏差

アトキンソン尺度
ε=0.5 ε =1.5 ε =2.5 ε =3.5

対当初所得（賃金＋減額前手当） 1.5 1.3 3.2 4.4 3.6 4.6 5.0 4.8 
（対就業抑制後当初所得） 0.5 0.2 1.2 2.5 1.7 2.8 3.5 3.5 

注）	 不平等度の改善度（％）=（当初所得の不平等度－児童扶養手当の逓減制による減額後の不平等度）÷当初所得の不平等度
	 	 × 100

表 6　児童扶養手当の逓減制による平均所得の低下と均等分配等価所得・平均所得比率の上昇（％）
平均所得の
低下率

均等分配等価所得・平均所得比率の上昇率（アトキンソン尺度）
ε=0.5 ε =1 ε =1.5 ε =1.6 ε =2 ε =2.5 ε =3 ε =3.5

1.8 0.3 0.8 1.6 1.8 2.6 3.7 4.7 5.5
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析（前述 1）からは，手当減額の 3％強化によっ
て就業時間は 0.1％弱低下するにとどまると推計
される。2002 年改定前後では制度が大きく異な
り，就業抑制効果の推計方法も違うため，単純に
比較はできないが，II 2 のように勤労収入が増加
するとかえって手当との合計収入が減ってしまう
という逆転が，現行制度ではほぼなくなったこと
等から，2002 年改定により就業抑制効果は弱まっ
たことがうかがえる 15）。
また，2002 年改定前の児童扶養手当の所得再
分配効果については，I のように先行研究で推計
されていないため，本稿で用いた個々のサンプル
に対して，仮に 2002 年改定前の制度を適用した
場合の手当減額後の所得を推計し，所得 5 分位
階層別の所得の構成比や不平等度を求めた。表 7
は，所得 5 分位階層別の所得構成比と不平等度
の 2002 年改定による相違である。現行制度のほ
うが改定前より，第 5 分位の構成比が高く，不
平等度も概ね大きいが，低所得層を重視するε
=3.5 のアトキンソン尺度（前述 2）は現行制度の
ほうが小さい。これに関し，タイル尺度，平均対
数偏差に基づき，不平等度に対する寄与度（前述
III 2）を見ると，就業者・非就業者間格差の寄与
度は，現行制度のほうが改定前よりやや小さい。
2002 年改定によって児童扶養手当の全部支給上
限収入が引き下げられた（前述 II 1）ため，就業

者の手当減額が大きくなり，減額のない非就業者
との所得格差がやや小さくなったと考えられる。
しかし，それ以上に，就業者内格差の寄与度は，
現行制度のほうが大きい。II 3 のように，2002
年改定による全部支給上限収入の引下げと一部支
給上限収入の引上げで，現行制度の減額後の手当
額は概ね，勤労収入の低い範囲で改定前を下回
り，勤労収入の高い範囲で改定前を上回っている
ことから，就業者内の所得格差が大きくなったと
考えられる。

V　結論

児童扶養手当は，手当額が勤労収入に応じて減
額される仕組みになっているため，就業意欲に対
する手当減額の影響が問題となる。しかし，就業
や勤労収入は，就業意欲のような個人の選択だけ
で決まるのではなく，個人で左右できない雇用環
境，健康状態，子どもの世話等の外的要因から受
ける影響も大きい。児童扶養手当減額の仕組みに
は，こうした外的要因に応じて給付を行い，就業
できる者とできない者の間，勤労収入の多い者と
少ない者の間等で所得再分配を行う機能がある16）。
そこで，本稿では，児童扶養手当の対象となる
母子家庭の母に関し，現行児童扶養手当制度の逓
減制について，就業抑制効果と所得再分配効果を

表 7　児童扶養手当の 2002 年改定と手当減額後所得の 5分位別構成比 , 不平等度
所得シェア（%）

第 1分位 第 2分位 第 3分位 第 4分位 第 5分位
現行制度 5.6 14.6 19.7 24.4 35.7
2002 年改定前制度 5.6 15.3 20.0 24.7 34.5

ジニ係数 変動係数 タイル	
尺度

平均	
対数偏差

アトキンソン尺度
ε=0.5 ε =1.5 ε =2.5 ε =3.5

現行制度 0.296 0.572 0.154 0.177 0.079 0.248 0.404 0.512
2002 年改定前制度 0.283 0.541 0.143 0.169 0.075 0.242 0.404 0.517

タイル尺度の	
寄与度

平均対数偏差の	
寄与度

就業者内 就 /非	
就間

就業者内 就 /非	
就間

現行制度 0.075 0.079 0.061 0.115 
2002 年改定前制度 0.062 0.081 0.050 0.119 

注）	 就 / 非就間：就業者・非就業者間。なお，非就業者内の格差はほとんどない。
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推計し，両者を比較した。さらに，2002 年改定
により，児童扶養手当の支給額が，それまでの 2
段階から，勤労収入に応じて徐々に減額される逓
減制になったことから，両効果について改定前と
比較した。
推計結果について就業抑制効果を見ると，児童
扶養手当の逓減制により，就業時間が 2％，平均
勤労収入（年額）が 4万円低下する程度と推計さ
れ，就業への影響は小さい。なお，児童扶養手当
という非勤労収入が得られることにより就業の必
要性が低下する所得効果は，見出せなかった。
こうした就業抑制効果を考慮した所得再分配効
果を見ると，児童扶養手当の逓減制によって，不
平等度が低下し，格差が縮小している。また，逓
減制の就業抑制効果による平均所得の低下率と，
所得再分配効果によるアトキンソン尺度の均等分
配等価所得・平均所得比率の上昇率を比較すると，
不平等回避度の大きさによって異なり，両効果の
どちらが大きいともいえない。
次に，2002 年改定の前と比較すると，就業抑
制効果については，改定前についての阿部・大石
〔2005〕の推定による児童扶養手当の一部支給上
限収入の就業率への影響より小さい。2002 年改
定前後では制度が大きく異なり，就業抑制効果の
推計方法も違うため，単純に比較はできないが，
勤労収入が支給上限を超えて増加するとかえって
手当との合計収入が減ってしまうという逆転が，
現行制度ではほぼなくなったこと等から，就業抑
制効果は弱まったことがうかがえる。
また，所得再分配効果については，仮に 2002
年改定前の制度を適用した場合と比較すると，不
平等度に対する就業者・非就業者間格差の寄与
度は，現行制度のほうが改定前よりやや小さい。
2002 年改定によって児童扶養手当の全部支給上
限収入が引き下げられたため，就業者の手当減額
が大きくなり，減額のない非就業者との所得格差
がやや小さくなったと考えられる。しかし，それ
以上に，就業者内格差の寄与度は，現行制度のほ
うが大きい。2002 年改定による全部支給上限収
入の引下げと一部支給上限収入の引上げで，現行
制度の減額後の手当額は概ね，勤労収入の低い範

囲で改定前を下回り，勤労収入の高い範囲で改定
前を上回っていることから，就業者内の所得格差
が大きくなったと考えられる。
以上のように，児童扶養手当の逓減制の就業抑
制効果は小さく，その所得再分配効果より大き
いとはいえない。ただし，逓減制が導入された
2002 年改定の前と比較すると，就業抑制効果は
弱まった一方，就業者内の所得再分配効果は小さ
くなったことがうかがえる。
2002 年改定では，勤労収入が支給上限を超えて

増加するとかえって手当との合計収入が減ってし
まうことが就業を阻害する効果を，逓減制導入に
よってほぼなくした。しかし，これは，減額後の
手当額が改定前に比べて，改定前の支給上限収入
の手前近傍では下回り，支給上限収入を超えた近
傍では上回るという改定前より不平等になる要因
を伴う。児童扶養手当の逓減制の就業抑制効果が
小さいことを考えると，勤労収入の少ない者の手
当減額を緩和するとともに手当の逓減をより累進
的にすること 17）により就業者内の所得格差を縮小
し，就業抑制効果のほうが大きくならない範囲で
所得再分配効果を高める余地があるといえよう。
� （平成 20 年 7 月投稿受理）
� （平成 21 年 1 月採用決定）
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注
  1）	　児童扶養手当の就業への影響については，非
勤労収入が得られることにより就業の必要性が
低下するという所得効果も考えられるが，後述
III 3 のように，その効果は見出せなかった。

 2）	　ただし，社会全体の分配に関し，児童扶養手
当の減額で母子家庭の平均所得が低下し，他
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の世帯との間の格差が拡大する。しかし，後述
IV 2 のように，これは減額の仕組みより手当水
準の問題であり，このような格差拡大に対応す
るのであれば，減額廃止より手当水準の引上げ
を行うほうが，減額の仕組みによる手当対象者
内の所得再分配が機能する分，社会全体の分配
として望ましい。このように，母子家庭と他の
世帯との間の再分配には手当水準が関わり，減
額の仕組みは手当対象者内の再分配に関わる。

 3）	　ジニ係数，変動係数，タイル尺度，平均対数
偏差，アトキンソン尺度等，一般に用いられて
いる不平等度は，移転原理（相対的高所得者か
ら相対的低所得者への，所得順位を逆転させな
い所得移転によって不平等度が低下する）を満
たし，かつ平均独立（不平等度が所得の相対的
分布のみにかかわり，その絶対水準，したがっ
て平均所得には依存しない）である。

	 平均独立性により，児童扶養手当の減額で平均
所得が減少しても不平等度への影響はない。す
なわち，i 番目の者について，手当減額前の当初
所得 yi から減額によって所得が dyi 減少すると
すれば，yi の平均 uも∑ dyi /n 減少するが，平
均独立性により各人の所得を比例的に変化させ
ても不平等度は不変だから，全員の所得を

	 u /(u －∑ dyi /n) 倍して平均所得を手当減額前
と同じにしても不平等度は変わらない。したがっ
て，手当減額後の不平等度は，当初所得の分布
に対して各人間の所得移転を加えた分布の不平
等度と同じである。この所得移転は，

であるから，
jを移転の受け手とすると，

kを移転の出し手とすると，

ここで，手当減額が，当初所得に対して累進的
であれば，

	 であるから，移転の受け手 jより移転の出し手 k
のほうが当初所得が高い。したがって，手当減
額後の所得分布の不平等度は，当初所得の分布
に対して高所得者から低所得者への所得移転を
加えた分布の不平等度と同じになる。このため，
移転原理により，手当減額後の所得分布の不平
等度は，所得順位が手当減額前と逆転すること
がなければ，手当減額前よりも小さい。

 4）	　離別母子家庭の母は，遺族年金や生命保険が
得られない分，就業の必要性が高いため，セン
ターに登録することが多くなると考えられる。

 5）	　ただし，母子家庭等就業・自立支援センター
等に登録している母子家庭の母は，就業意欲の

高い者が多い可能性がある。
 6）	　周〔2008〕のように，アンケート調査の母の
年齢，末子の年齢，世帯人員の平均は 39.2 歳，9.5
歳，3.2 人であり，「全国母子世帯等調査」の同
39.4 歳，10.2 歳，3.3 人に近い。

 7）	　タイル尺度Tは，

	 と表される。対象者がK個の構成集団に分けら
れるとすると，タイル尺度による構成集団内の
格差Wk（ｋ=1～ K），構成集団間の格差B は，
それぞれ

	 となる。したがって，構成集団内の格差Wkに
所得シェア (nkuk)/(nu) を乗じて合計し，構成集
団間の格差Bを加えると，タイル尺度Tに等し
くなるから，タイル尺度は構成集団による分解
ができる。

	 同様に，平均対数偏差 も，構成集団

内の格差 に人員シェア nk/n を乗じ

て合計し，構成集団間の格差 を加

えたものに等しくなるから，構成集団による分
解ができる。

 8）	　したがって，非就業者について賃金等が観測
されないことによるサンプル・セレクション・モ
デルの推定は行わなかった。なお，就業者に限っ
て推定しても，児童扶養手当の減額の係数が－
0.53（標準誤差 0.15）で，非就業者も含めた表 2
の推定結果－ 0.56（標準誤差 0.14）と誤差の範
囲の差である（10％水準でも有意な差でない）等，
同様の結果であった。また，III 1 のように，アン
ケート調査で利用できるサンプル数は 895 と多
くはないが，被説明変数として就業・非就業選
択の 2値データでなく就業時間のデータが利用
できることで，ある程度補えると考えられる。

 9）	　厚生労働省「毎月勤労統計調査」による事業
所規模 5人以上の女性常用労働者平均の 2006 年
総実労働時間は 1574 時間であり，これで現金給
与総額を割った時間当り賃金は 1625 円となる。

10）	　年金と就業についての小川〔1998a, b〕，樋口・
山本〔2002〕，樋口他〔2006〕の分析とは異なり，
児童扶養手当の就業への影響が弱いのは，手当
額が年金に比べてかなり小さいことも一因と考
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えられる。
11）	　阿部・大石〔2005〕では就学前児童数が有意
な変数となっているが，本稿で利用したアンケー
ト調査からは得られないため，低年齢のほうが
体調を崩しやすいことを考え，子の健康状態を
用いた。これに合わせて，母子家庭の母自身に
ついても，年齢でなく健康状態を用いた。なお，
阿部・大石〔2005〕で有意である年齢，離別母
子家庭ダミーを説明変数に加えてみたが，有意
ではなかった。III 1 のようにアンケート調査回
答者のうち死別母子家庭はわずかであり，それ
を反映して高年齢層が少ないことが，この一因
と考えられる。さらに，学歴も説明変数に加え
てみたが，有意ではなかった。

12）	　ただし，就業の結果，自身の健康が悪化する
という逆の因果関係の影響も考えられる。

13）	　阿部・大石〔2005〕でも，他の世帯員の収入
は有意でない。

14）	　社会的厚生関数は，III 2 のように，相対的
危険回避度一定の効用関数と同様の関数形であ
る。相対的危険回避度は，日本について Szpiro 
〔1986b〕で 2.8（95％信頼区間 2.0 ～ 4.0），浜田
〔1998〕で 2.5（同 1.6 ～ 5.6）等，先行研究で 1.5
程度以上と推定しているものが多い。したがっ
て，εを相対的危険回避度との類似で考えると
すれば，就業抑制効果より所得再分配効果のほ
うが大きい可能性が高い。

15）	　大石〔2005〕でも，2002 年改定について，勤
労収入が増加するとかえって手当との合計収入
が減ってしまう逆転が就業を阻害する効果をな
くした点に，一定の評価はしている。ただし，
図 1のように，現行制度でも一部支給上限収入
において逆転は起きるが，その程度は改定前よ
りかなり小さい。

16）	　IV 2 のように，社会全体の分配に関し，児童
扶養手当の減額で母子家庭の平均所得が低下し，
他の世帯との間の格差が拡大するが，これには
手当水準が関わり，減額の仕組みは手当対象者
内の再分配に関わる。

17）　この組合せにより，就業者平均の手当減額が	
変わらないようにできるから，就業者・非就業
者間格差には影響しない。
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「初診日」の解釈について，「疾病又は負傷及びこれらに
起因する疾病について初めて医師等の診療を受けた日」
とした事例

最高裁第二小平成 20 年 10 月 10 日判決（平成 19（行ヒ）第 68 号，
障害基礎年金不支給決定取消等請求事件）裁判所時報 1469 号 3 頁
（原審）東京高裁平成 18 年 11 月 29 日判決（平成 17（行コ）第 308 号）
（第１審）東京地裁平成17年10月27日判決（平成13年（行ウ）第222号）

社 会 保 障 法 判 例

永　野　仁　美

I　事実

1　本件は，大学生の国民年金への加入が任意で
あった当時，大学在学中の 21 歳のときに統合失
調症の診断を受けた第 1 審原告 Xが，第 1 審被
告Y（東京都知事から本件処分に係る権限を継承）
に対し，①診断時に 20 歳に達していること，②
国民年金へ加入していないことを理由になされた
障害基礎年金の不支給処分（以下「本件処分」と
いう。）の取消を求めた事案である。
国民年金法 30 条の ４ は，無拠出制の障害基礎
年金（以下「20 歳前障害基礎年金」という。）の
支給要件として，「疾病にかかり，又は負傷し，
その初診日において 20 歳未満であった者」であ
ること等を定めている。本件では，Xが，「初診
日において 20 歳未満であった者」という要件を
満たしているかが争点となった。
2　X（昭和 35 年 3 月生まれ）は，大学在学中の

昭和 56 年 5 月 27 日，統合失調症の診断を受けて
C病院に入院した。Xは，大学入学後間もない昭
和 54 年 5 月の時点で妄想着想や妄想知覚が現れ，
遅くとも 19 歳の時点で統合失調症を発病し，精
神科医による診療を必要とする状態にあったと見
られるが，20 歳に達した後の昭和 56 年 5 月 27
日に診断を受けるまで，統合失調症に起因する症
状について医師の診療を受けたことはなかった。
他方，当時施行されていた国民年金法（昭和
60 年法律第 34 号による改正前のもの）7条 2 項
8 号の規定では，Xは，国民年金の強制加入によ
る被保険者に該当せず，任意加入もしていなかっ
たため，上記診断を受けた時点において国民年金
の被保険者ではなかった。
Xは，平成 10 年 8 月 15 日の時点で，抑うつ状
態，統合失調症等残遺状態が認められ，適当な援
助や保護が必要な状態にあった。そこで，Xは，
同年 10 月 8 日，東京都知事に対し，統合失調症
により障害等級に該当する程度の障害の状態にあ

判例研究
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るとして，障害基礎年金の裁定を請求したが，同
11 年 1 月 28 日，同知事から，障害基礎年金を支
給しない旨の本件処分を受けた。
3　本件第 1 審東京地裁平成 17 年 10 月 27 日判
決（判例集未搭載）は，「学生であって，20 歳と
なってから，国民年金に任意加入することのない
まま，医師による統合失調症の診断を受け，拠出
制障害基礎年金の支給を受けられない者が，医
師の事後的診断等により，統合失調症の症状が発
現して医師の診断を受けることを必要とする状態
となった時点が 20 歳前であると認められる場合
には，国民年金法 30 条の 4に規定する『初診日』
の要件を例外的に拡張解釈することを認める必要
性が高く，…当該『初診日』の要件を満たすと解
するのが相当である」とし，本件処分の取消を認
めた。
これを受けてYが控訴したが，本件原審東京
高裁平成18年 11月 29日判決（判例集未搭載）は，
発症から受診までの期間が長期化しがちな統合失
調症に罹患した者について，初診日要件を形式的
に解釈して，国民年金法 30 条の 4 の適用を拒む
のは，同条の本来の趣旨に反するのであって，「統
合失調症を発症し，医師の診療を必要とする状態
に至った時点において 20 歳未満であったことが，
医師の事後的診断等により医学的に確認できた
者」については，初診日「要件を満たすものとの
と解するのが相当である」と判示し，控訴を棄却
した。

II　判旨（破棄自判）

1　「Xが初診日要件を満たしているとした原審の
判断は是認することができない。」
（1）「国民年金法 30 条 1 項は，いわゆる拠出制
の障害基礎年金の支給要件として，障害の原因と
なった疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病に
ついて初めて医師又は歯科医師…の診療を受けた
日において被保険者であることなどを定めてい
る。そして，同項は，疾病又は負傷及びこれらに
起因する疾病について初めて医師等の診療を受け
た日をもって『初診日』という旨規定しており，

20 歳前障害基礎年金の支給要件を定めた同法 30
条の ４ にいう『その初診日において 20 歳未満で
あった者』とは，その疾病又は負傷及びこれらに
起因する疾病について初めて医師等の診療を受け
た日において 20 歳未満であった者をいうもので
あることは，その文理上明らかである。」
「国民年金法は，発症日ではなく初診日を基準
として障害基礎年金の支給要件を定めている…
が，これは，国民年金事業を管轄する政府におい
て個々の傷病につき発症日を的確に認定するに足
りる資料を有しないことにかんがみ，医学的見地
から裁定機関の認定判断の客観性を担保するとと
もに，その認定判断が画一的かつ公平なものとな
るよう，当該傷病につき医師等の診療を受けた日
をもって障害基礎年金の支給に係る規定の適用範
囲を画することとしたものであると解される。
原審は，統合失調症について，発症から医師の
診療を受けるに至るまでの期間が長期化しがちで
あるという特質があることなどを理由として，統
合失調症を発症し医師の診療を必要とする状態に
至った時点において 20 歳未満であったことが，
医師の事後的診断等により医学的に確認できた者
については，初診日要件を満たすものと解するの
が相当であるとする…が，このような解釈は，前
記各条項の文理に反するものであり，また，国民
年金法が画一的かつ公平な判断のために当該傷病
につき医師等の診療を受けた日をもって障害基礎
年金の支給に係る規定の適用範囲を画することと
した前記の立法趣旨に照らしても，採用すること
ができない。」
（2）「事実関係によれば，Xは，20 歳に達した
後の昭和 56 年 5 月 27 日に診断を受けるまで，統
合失調症に起因する症状について医師の診療を受
けたことはなかった…のであるから，当該疾病に
つき初診日要件を満たしているものということは
できない。」
2　「Xは，20 歳前障害基礎年金の受給権を有す
るものではなく，また，前記の初診日において国
民年金の被保険者ではなかったため拠出制の障害
基礎年金の支給要件も満たしていないから，Xに
対し障害基礎年金を支給しないこととした本件処
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分に違法はないというべきである。
以上によれば，原審の判断には判決に影響を及
ぼすことが明らかな法令の違反がある。」
3（裁判官今井功の反対意見）
「Xは，20 歳前障害基礎年金の受給権を有する
ものであって，Xに対し，同年金を支給しないこ
ととした本件処分は違法である」。
（1）20 歳前障害基礎年金については，その制
度の趣旨に鑑みると，「20 歳未満の者が疾病等に
より障害を負って稼得能力を失った場合に一定の
給付をするのが制度本来の在り方であるというこ
とができ，…給付をするか否かの基準時としては，
…発病時を基準にして支給要件を定めるのが相当
であると考えられる。」
「類型的に見て，発病と近接した時期に医師の
診療を受けることが期待できない特段の事情があ
る疾病については，初診日要件を厳格に守ること
が制度の趣旨からして必ずしも合理性があるとは
考えられない。」
（2）発症日と診療日との間に期間が生じる統合
失調症の場合，「発病の時期が 20 歳前であること
が事後的にではあっても医学的に確定できれば，
（20 歳前障害基礎年金の）支給要件を満たしたと
することには十分な合理性がある。」
（3）「本件のような統合失調症に係る 20 歳前障
害基礎年金の支給要件の解釈については，拡張解
釈が許容され，むしろ拡張解釈をすることが制度
本来の趣旨に沿うものと考える。」

III　評釈（結論に賛成）

1	 本判決の位置づけ
1　本判決は，一連の学生無年金障害者訴訟の中
で解釈が争われていた国民年金法 30 条の 4 の規
定する「初診日」について，最高裁が，初めて，
その解釈を示したものである。
学生無年金障害者訴訟では，平成元年法改正前
の国民年金法が，①学生等を国民年金の強制加入
の対象とせず，学生等には保険料納付義務の免除
規定の適用がない任意加入しか認めていなかった
こと，②初診日に学生等であった障害者に対し無

拠出制の年金を支給する旨の規定を設ける等の措
置を講じなかったことにつき，憲法 25 条，14 条
1 項違反が問われた。しかし，最高裁は，これら
の点につき，いずれも憲法違反はないとの判断を
既に下している（最二小判平 19.9.28 民集 61 巻 6
号 2345 頁，最三小平 19.10.9 裁時 1445 号 4 頁）。
他方，学生無年金障害者訴訟の中には，国民年
金法 30 条の 4 が規定する「初診日」の解釈が争
われた事案もある。下級審裁判例では，解釈が分
かれており，特に，本件東京（精神障害）訴訟で
は，第 １審において「初診日」の拡張解釈により
勝訴した 2人が，控訴審では，１人は勝訴（本件
原審），１人は敗訴（東京高判平 18.10.26（判例集
未搭載））と結論が分かれたことから，最高裁の
判断が待たれていた。本判決は，その「初診日」
について，「拡張解釈は認めない」という解釈を
提示した点において重要である。
2　解釈が分かれている下級審裁判例は，次のよ
うに整理できる。
（1）まず，「初診日」を文言どおり，「疾病又は
負傷及びこれらに起因する疾病について初めて
医師等の診療を受けた日」とし，医師等による
診療行為を伴わない発症日をもって診療日に当た
るとする解釈は，採用できないとするものがあ
る（札幌地判平 17.7.4（判例集未搭載），札幌高
判平 19.3.30（判例集未搭載），前掲・東京高判平
18.10.26）。これらの事案では，20 歳前に統合失
調症に罹患していることを示す診療が，他科の診
療も含めてなかった点が指摘できる。
（2）次に，「初診日」を文言どおりに解釈しつ
つ，障害の原因となった疾病についての診療で
あったことが事後に確認された 20 歳前の診療日
を「初診日」として，20 歳前障害基礎年金の支
給を認めるものがある（東京地判平 16.3.24 判時
1852 号 3 頁（20 歳前の視力低下による眼科受診
を中心性神経細胞腫に基因する疾病に対する診療
と認定），福岡地判平 17.4.22（判例集未搭載））。
これらのケースでは，確定診断はないが，障害の
原因となった疾病の症状について，20 歳前に他
科の医師の診療を受けている点に特徴がある。こ
れを初診日とする理由について，福岡地裁判決
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は，「確定診断のないことを理由に，年金の支給
を拒むことは，請求者の責めに帰すべからざる事
由による不利益を請求者に加えることになるから
許されない」とした上で，「統合失調症又はこれ
に起因する疾病により医師（専門医に限られない）
の診断を受けた場合には，…確定診断を受けたか
どうかにかかわらず，…（初診日）要件を充足す
るものと認めるのが相当である」と述べている。
この類型に該当する上記 2つの事案については，
国は控訴せず，地裁判決が確定している。
（3）他方，「初診日」の拡張解釈を行ったもの
もある（本件第 1審判決及び原判決，仙台高判平
19.2.26 判タ 1248 号 130 頁）。仙台高裁判決（岩手
訴訟）は，「『20 歳前初診日』の解釈については，
被保険者が 20 歳前に診療を受けていることが支
給要件であると解するのを相当とし」つつ，「全
ての事案において，『20 歳前初診日』を機械的又
は形式的に解釈し，…救済を一律的に排除する
のも相当ではなく，『20 歳後の初診日』であって
も，審査機関の判断の統一性，公平性の趣旨を没
却しない場合には，『20 歳前初診日』の要件を具
備したものと同一視すべきものと解するのが相当
である」とした上で，これが認められる要件とし
て，「①『20 歳後の初診日』であっても，20 歳時
点に接近しており，『20 歳後の診療日』における
診断結果，診療資料等をもって，20 歳前時点の発
症であることが一義的に判断できる…こと，②『20
歳前の初診』を受け得なかったことについて，被
保険者の心身の状況，家庭環境その他諸般の事情
に照らし無理からぬ事情が存在すること，③国民
年金制度に加入していながら，保険料の納付要件
を欠くなどして拠出制障害基礎年金の支給要件を
具備せず，無拠出制である 20 歳前障害基礎年金
を逆選択するような，制度的混乱を招かない」こ
との 3点を示した。そして，事実への当てはめに
おいて，初診日が 20 歳 1カ月あまりであり 20 歳
前の発症と判断できること，20 歳前の初診の機
会を逸したことについて無理からぬ事情が見られ
ること，昭和 59 年 9 月以降国民年金に任意加入
し逆選択の弊害を想定する余地がないこととを理
由に，20 歳後の初診日をもって，「20 歳前受診と

同様に扱い，『20 歳前初診日』の要件を充足した
ものと判断するのが相当である」とした 1）。なお，
同高裁判決については，Yにより上告受理申立が
なされたが，最高裁（最二小平 20.10.15（判例集
未搭載））は，民訴法 318 条 1 項により申立を不
受理とする決定を行っている（→ 3本判決の射程）。
（4）最後に，20 歳前の診療と障害の原因となっ
ている疾病について，因果関係を否定し，当該
20 歳前診療を初診日として認定しなかった事案
が存在する（前掲・東京地判平 16.3.24，東京高
判平 17.3.25 判時 1899 号 46 頁，広島地判平 17.3.3
判タ 1187 号 165 頁，広島高判平 18.2.22 判タ 1208
号 104 頁）。東京地裁判決は，20 歳前の鼻血によ
る耳鼻咽喉科への受診と脳動静脈奇形破裂との間
の因果関係を否定し，当該受診を初診日と認定し
なかった（東京高裁判決も同旨）。また，広島地
裁判決も，20 歳前に医師の診療を受けた際に指
摘された心雑音と急性心不全との間の因果関係を
認めず，当該診療日を初診日とすることはできな
いとした（広島高裁判決も同旨）。これら事案で
は，「初診日」については，文言どおりの解釈を
行っている。なお，脳動静脈奇形は先天性のもの
であり，出生時が初診日に当たるとの原告の主張
は，「『初診日』という概念は，医師が診療を行っ
たことを前提とするものであることは明らかであ
り，…症状の発生時期が客観的に明らかであれば，
医師の診療がなくともその時期が『初診日』に当
たるとするのは，法解釈の限界を超えた主張であ
るというほかはない」として退けられている 2）。

2	 判旨の分析
以上のように，下級審裁判例における「初診
日」の解釈は，「初診日」を文言どおり厳格に解
釈するものと，拡張解釈するものとに分かれてい
た。しかし，最高裁は，拡張解釈を行った原判決
を破棄し，国民年金法 30 条の 4 の定める「初診
日」について，文言どおり厳格に解釈するものと
した。
1 （1）まず，判旨 １（１）は，拠出制障害基礎年
金の支給要件を定める国民年金法 30 条 1 項が，
障害の原因となった「疾病又は負傷及びこれらに
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起因する疾病について初めて医師等の診療を受け
た日をもって『初診日』という旨規定して」いる
点を指摘する。そして，その上で，「同法 30 条の
４ にいう『その初診日において 20 歳未満であっ
た者』とは，その疾病又は負傷及びこれらに起因
する疾病について初めて医師等の診療を受けた日
において 20 歳未満であった者をいうものである
ことは，その文理上明らかである」とする（文理
解釈）。確かに，法の文言からは，このように解
するのが自然である。また，国民年金法 30 条 1
項に「医師又は歯科医師の診療を受けた日」と明
確に定められている以上，医師等による診療のな
い発症の段階を基準日と解することには無理があ
ろう。
（2）次に，最高裁は，このように解する理由と
して，次の ３点を挙げている。すなわち，①「国
民年金事業を管轄する政府において個々の傷病に
つき発症日を的確に認定するに足りる資料を有し
ないこと」，②「医学的見地から裁定機関の認定
判断の客観性を担保する」こと，そして，③「そ
の認定判断が画一的かつ公平なものとなるよう」
にすることである。
①は，初診日を基準とする立法政策を採用した

背景事情と言える。行政側の事情であるとの批判
もありうるが，仮に発症日を基準とすれば，申請
者の側で発症日をある程度客観的に示さなければ
ならなくなり，それを証明することはかえって難
しくなろう。なお，この理由部分は，国民年金法
制定当時の担当官による解説と基本的に同じであ
る。同解説は，当時の厚生年金保険法で採用され
ていた発症日主義を採用せず「初診日」を基準と
した理由について，「被用者のごとく一定の職場
において健康管理が行われ，また，医療保険によ
る保障が行われている場合と異なり，本法の適用
者については傷病がいつ発生したかを把握するこ
とは技術的に困難であるからである」と説明して
いる（小山 1959，pp. 173-174）3）。次に，②・③
は，初診日を基準にした目的と言える。②は，医
学的見地から不正受給を防止するために要請され
る。また，③も重要な点である。本件は，「初診日」
を遡らせて「発症日」を基準とする方が，申請

者の有利となる事案であった。しかし，「初診日」
を遡らせることが，申請者の不利に働く場合も存
在する（〔堀 2004，p. 165〕も同旨）。例えば，20
歳以降に初診日があり，保険料の納付要件も満た
しているケースで，発症日が 20 歳未満であると
認定された場合，「初診日」を基準とすれば，所
得制限のかからない拠出制の障害基礎年金を受給
することができるが，「発症日」を基準とすると，
所得制限のかかる 20 歳前障害基礎年金しか受給
できない。結局，どの時点を基準にしても，必ず
個々のケースによって有利不利が生じうるのであ
るから，認定判断を画一的かつ公平に行うという
要請を満たすためには，法の文言を超えた「初診
日」の拡張解釈を行うことは適切ではなかろう。
以上より，最高裁の挙げる理由は妥当だと考える。
（3）さらに，発症から医師の診療を受けるまで
の期間が長期化しがちである統合失調症の特質に
鑑み，統合失調症の発症時期が 20 歳未満であっ
たことが事後的に医学的に確認できた者につい
て，初診日要件を満たすと解するのが相当である
とする原審の解釈を，最高裁は，「前記各条項の
文理に反するものであり，また，国民年金法が画
一的かつ公平な判断のために当該傷病につき医師
等の診療を受けた日をもって障害基礎年金の支給
に係る規定の適用範囲を画することとした前記の
立法趣旨に照らしても，採用することができな
い」として斥けている。確かに，統合失調症の場
合，発症から医師の診療を受けるまでの期間が長
期化しがちであるというのは，その通りである。
しかし，上記①～③の理由に照らせば，統合失調
症のみを特別に扱うことは許容されないであろ
う。また，仮に，統合失調症の場合には，特別に，
「初診日」を「発症日」と解することにしても，「初
診日」を基準とした方が有利な場合もあるのであ
るから，安易に法の文言を超えて拡張解釈を行う
のはやはり問題だろう。なお，最高裁は，原審の
判断を否定する根拠として，上記理由のうち③し
か挙げていないが，それは，原審の採る立場では，
認定判断の画一性・公平性が損なわれるという点
を重視したためだと思われる。
2　他方，本判決には，1人の裁判官による反対
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意見が付されている。反対意見は，20 歳前障害
基礎年金の趣旨を重視し，「20 歳未満の者が疾病
等により障害を負って稼得能力を失った場合に一
定の給付をするのが制度本来の在り方であ」り，
「基準時としては，…発病時を基準にして支給要
件を定めるのが相当である」とした上で，「類型
的に見て，発病と近接した時期に医師の診療を受
けることが期待できない特段の事情がある疾病に
ついては，初診日要件を厳格に守ることが制度の
趣旨からして必ずしも合理性があるとは考えられ
ない」とする。しかし，このような拡張解釈は，
１（２）（３）で示したとおり，適切ではない。
国民年金法は，厳密に言うと，20 歳前に初診
日がある者については無拠出制の障害基礎年金に
より，20 歳以降に初診日がある者については拠
出制の障害基礎年金により所得保障を行う制度で
ある。強制加入の原則が徹底されていれば，前者
と後者の間に空白期間は存在せず，「初診日」の
拡張解釈を行うまでもなく，すべての者（ただ
し，後者は保険料納付期間を満たしていることが
必要）が，いずれかの障害年金を受給できるはず
である。しかも，この場合には，「発症日」より
も遅い「初診日」の方が，所得制限のない拠出制
障害基礎年金を受給でき，申請者にとって有利で
もある。しかし，平成元年法改正前の国民年金法
は，無拠出制障害基礎年金が支給される期間でも
拠出制障害基礎年金が支給される期間でもない期
間を生じさせた。これが問題なのであって，「初
診日」を拡張解釈しないことによって無年金者が
生じているわけではない 4）。したがって，このよ
うな制度的な瑕疵を不問にした上で，本来画一的
かつ公平に適用すべき基準点としての「初診日」
を法の定める文言を超えて解釈することは問題で
あろう。

3	 本判決の射程
最後に，本判決の射程について検討する。

1　本判決は，国民年金法30条1項の文言どおり，
「初診日」を「疾病又は負傷及びこれらに起因す
る疾病について初めて医師等の診療を受けた日」
とする厳格な解釈を行った。これにより，医師等

の診療が未だ存在しない発症日を「初診日」と解
釈することは退けられた。
問題は，「医師等の診療を受けた日」の解釈に
ついて生じうる。
2　「医師等の診療を受けた日」の解釈について
は，専門医による確定診断がなされた日であるこ
とを要するかが下級審裁判例において問題となっ
た。これに関しては，確定診断までは必要としな
い見解が示されている（上記 １，２（２））。この点，
学説の中には，確定診断を必要としなければ，「自
己に有利となる診療日を初診日であると主張する
おそれがあ」り，「法的安定性を欠くし，負傷の
ように初診日が明らかな場合と比べて不公平とな
る」として，「『診療を受けた症状が障害の原因疾
患に起因することが医師によって診断された日』
を初診日」とする見解がある〔堀 2004，p. 165〕。
ただ，同見解は，「これを原則としつつも，事後
的に医学的診断により，初診日をさかのぼらせる
ことを例外的に認めることも必要であろう」とも
述べており，確定診断を厳格に求めることまでは
していない。
他方，より積極的に，前掲・福岡地裁平 17.4.22
判決が判示する「『確定診断のないことを理由に，
年金の支給を拒むことは，請求者の責に帰すべか
らざる事由による不利益を請求者に加えることに
なるから許されない』との判断こそ正当である」
とする見解も存在する〔加藤 2005，p. 84〕。同見
解は，障害年金の請求者が自己の有利となる診療
日を初診日であるとする主張する恐れについて
は，不正受給に対する罰則規定（国民年金法 111
条）により対処すべきとしている。もともと法の
文言は，「障害の原因となった疾病又は負傷及び
これらに起因する疾病について初めて医師等の診
療を受けた日」を初診日としており，統合失調
症に起因する体調不良での受診等は，そもそも法
が初診日として想定しているものと言える。そし
て，疾病によっては確定診断を避ける傾向がある
ものも存在し（統合失調症はその典型的な例であ
ろう），また，症状の初期の段階で確定的な診断
を下すことが難しい疾病も存在することを考慮す
ると，確定診断がなくとも，事後的に障害の原因
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となった疾病についての診療であったことが確認
されれば，当該診療日を「初診日」とするのが妥
当であろう。これは，最高裁の「初診日」解釈に
も抵触しないと考える。
この点は，岩手訴訟に関してなされた最高裁の
上告受理申立不受理決定をどう位置づけるかとも
関係する。最高裁は，民訴法 318 条 1 項を理由に
不受理決定を行っているに留まり，不受理決定の
理由は必ずしも明らかではない。しかし，この決
定は，前掲・仙台高裁平 19.2.26 判決が行った拡
張解釈を認めたものではないと推測する。という
のも，岩手訴訟では，20 歳前に胃腸科の受診が
あり，仮に精神科を受診していれば「統合失調症
（疑い）」との診断を得られた可能性が高いとの事
実認定が控訴審においてなされているからであ
る。すなわち，岩手訴訟は，統合失調症に起因す
る疾病について 20 歳前に他科の医師の診療があ
るといえる事案なのである。おそらく，これが決
め手となって，１審被告の上告受理申立は不受理
になったものと考える。

4	 終わりに
本件最高裁判決は，「初診日」について，法の
文言どおり，「疾病又は負傷及びこれらに起因す
る疾病について初めて医師等の診療を受けた日」
と解釈することとした。この解釈に立てば，「20
歳前に障害の原因となっている疾病についての確
定診断はないが，事後に当該疾病についての 20
歳前の診療であったことが確認された診療がある
場合」までは，20 歳前「初診日」があると認め
られ，そうした診療もない場合には，20 歳前「初
診日」は認められない。最高裁は，このように解
釈したが，他方で，いくつかの下級審裁判例及び
本件反対意見では，初診日を拡張する解釈が提示
された。その意図は，社会保障分野において立法
府の広範な裁量が認められている中で，わずかで
も学生無年金障害者を救済することにあったと推
測される。
しかし，そもそもの問題は，平成元年法改正前
の国民年金法が，実質的に，学生を無拠出制障害
年金の対象にも拠出制障害年金の対象にもならな

い立場に追いやったことにある。前述のように，
最高裁は既に，平成元年法改正前の国民年金法
が，20 歳以上の学生等を強制加入による被保険
者とせず，学生等には保険料納付義務の免除規定
の適用を伴わない任意加入しか認めていなかった
こと，あるいは，初診日に学生等であった障害者
に対し無拠出制の障害年金を支給する旨の規定を
設ける等の措置を講じなかったことについて，広
範な立法裁量を認め，憲法 25 条，14 条 1 項の違
反はないとしている。しかし，「初診日」の拡張
解釈を否定するという立場を採用するのであれ
ば（また，仮に「初診日」の拡張解釈を行っても
すべての学生無年金障害者を救済することはでき
ないのであるから，なおさら），最高裁としては，
平成元年法改正前の国民年金法が 20 歳以上の学
生とそれ以外の 20 歳以上の国民とを区別し，前
者については保険料納付義務の免除規定の適用
を伴わない任意加入しか認めなかったことについ
て，立法府の裁量の妥当性をより慎重に審査すべ
きではなかったかと考える。

注
  1）	　仙台高裁判決の解説として，〔瀧澤 2008，
pp. 80-81〕がある。同解説は，「『初診日』を厳
格に解釈すれば，文字どおり初めて当該傷病の
診断を受けた日である」としつつ，「20 歳になっ
てから 1カ月半余り経過後という比較的短時日
のうちに，初診日がある本件のような場合は，
解釈を広げる余地があるといえる」として，同
判決を評価すべきであるとする。ただし，統合
失調症という「障害の特性にもっぱら着目して
原告の請求を認めることは，他の障害を理由と
する年金支給を認める際の判断に普遍的先例と
なりうるかは疑問である」ともしている。

 2）	　この点については，「初診日等が明確でない場
合については，本来法改正で対応すべきである
が，現状では，出生日を初診日と解すべきであ
る。さもなければ無救済となって，法の下の平
等，…国民皆年金法理に反することになる」と
の見解がある〔高藤 2006，p. 166〕。

 3）	　障害認定日における被保険者資格を要件とす
る考え方もあるが，これについては，「保険料
拠出要件との関連において，逆選択が行われる
可能性が大きいので，不適当とされた」（小山
1959，p. 174）。

 4）	　ただし，20 歳前後に統合失調症を発症した者
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が，疾病の発症から初診に至るまでの精神的に
混乱した状況の中で国民年金の手続きを行える
のかという疑問は残る。立法論としては，逆選択
の問題を防止しつつ，保険料納付等要件を緩和
することができないかを検討する余地はあろう。
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菊池馨実編著

『自立支援と社会保障：主体性を尊重する福祉，医療，所得保障を求めて』
（日本加除出版，2008 年）

秋　元　美　世

I

本書は，社会保障法学を専攻とする研究者と社会保
障政策の立案に携わっている実務家が中心となり，さ
まざまな意味で今日注目されてきている自立支援の問
題について，制度横断的に検討を加えた労作である。
「『自立』とは何か，それはなぜ尊重されなければな
らないのか，『自立』を『支援』するとはどういうこ
とであり，どのような『支援』のための手法があり得
るのか」（本書 i 頁）など，自立をめぐっては論ずべ
きことが多々存在している。本書の第一の特色は，こ
れらの論点が，多角的な観点から論じられているとこ
ろにある。こうした特色を知っていただくという意味
も込めて，まずは，本書を構成する各章の内容を簡単
に紹介しておくことにしたい。

II

1　本書は，自立及び自立支援の問題を総論的に論じ
る第 1部（1章〜 5章）と，自立支援が問題となりう
る社会保障の各制度部門について個別的に検討を加え
る第 2部（6 章〜 15 章）から構成され，「はしがき」
等も含めるとほぼ 400 頁というボリューム感のある本
となっている。

2　まず第 1 章「日本の社会保障の歴史と自立支援」
（西村淳執筆）は，わが国の社会保障の歴史をたどり，
日本型福祉国家の特徴と変遷を整理する。その上で，
今求められているのは，「社会保障制度改革の技術的
な解決法よりも，社会保障の展望をひらくための新た
な理念」であるとして，そうした新たな理念として，
自立支援が注目されていることを，就労と社会参加の
支援，利用者の選択の支援と権利擁護，疾病予防・介
護予防とケア，育児支援と児童の健全育成，中間集団

の支援といったことを通して論じている。
第 2章「社会保障法における『自立』の意義」（品

田充儀執筆）は，自立ということが強調されるように
なった背景を論じ，さらに心理学や社会学など他の学
問領域の用語法も参照しながら，自立という概念の意
味内容や意義について検討を加えている。そして，社
会保障法における自立の規範的意味として，「社会的
価値としての『自立』」と「個人的価値としての『自
立』」の 2つの側面があること，さらに，自立が社会
保障法の目的概念として妥当性をもつためには，「権
利行使の主体性の確保」，「自我の認識と目に見える連
帯」，「挑戦意欲を失わせない適正な給付」の 3点が重
要な条件となると指摘する。
第 3章「『自律』をめぐる法理論の諸相」（尾形健執

筆）は，これまで法律学において「自立」ないし「自
律」がどのように認識され展開されてきたのかについ
て，憲法学の動向を中心に概観し，かかる概念を社会
保障システムにおいて用いることの意味を検討したも
のである。憲法学の他，労働法学や民法学などの他領
域の議論や最高裁の判例理論なども踏まえながら，自
立（自律）ということが強調されるようになった背景
として，人間像の転換，すなわち「具体的人間」観を
理論化した「個人の自律」を基軸とする法理論の展開
があったと指摘する。
第 4章「自律支援のための『社会連帯』」（新田秀樹

執筆）は，社会保障の規範的根拠の 1つとされる社会
連帯をめぐるこれまでの学説を整理した上で，「自律
支援のための社会連帯」の効力と内容について考察を
加えている。人間は，現実には自立（自律）の可能性
を有する存在であると同時に社会において他とつなが
らずには生きていけない存在であり，自立概念の中に
社会連帯に基づく援助により成り立つ自律の要素を組
み込むことは，それほど不自然なことではないだろう

書　　評
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とする。その上で，自律支援のための社会連帯という
考え方の限界について留意すべきいくつかの点につい
て触れている。
第 5章「自立『支援』のための政策的手法の検討」（長
沼建一郎執筆）では，自立支援という形で，主として
金銭給付に関して展開される誘導的な政策手法に焦点
を当てながら，その制度設計と人々の行動に対する影
響の与え方について検討を加えている。自立支援を実
効的に進めていくためには，そのための誘導的手法の
タイプとして，インセンティブ型とサンクション型，
両者の折衷型があり得ることを踏まえるなど，政策手
法とのマッチングを十分見定めて適切な制度設計と運
用を行うことが求められる。

3　第 6章からは第 2部（各論）に入る。まず第 6章
「子育ち・子育て支援政策と自立支援」（福田素生執
筆）では，「保護を要する子どもの選別的な保護」か，
「子ども自身の育ちや家族による子育ての普遍的な支
援」かという視点を軸に，育児支援策の歴史が検証さ
れ，その特徴や問題点が明らかにされるとともに，今
後の方向性（後者の視点の重視）が示される。「子育
ち，子育て支援に関する基本法」（仮称）の制定など，
興味深い提言がなされている。
第 7章「ひとり親家庭と自立支援」（橋爪幸代執筆）
では，児童扶養手当法，母子及び寡婦福祉法等の一連
の改正を通じて，「就労支援」「非監護親からの養育費
の徴収」「育児・生活支援」の 3 点に着目しながら，
ひとり親家庭に対する支援制度がどのように変遷して
きたかが論じられている。その上で，父子家庭への同
様の支援の必要性や目的が類似する複数のサービスが
混在している点などの指摘がなされている。
第 8章「低所得対策・最低生活保障と自立」（山田
晋執筆）では，「自立」の問題を低所得対策や生活保
護に関する現行制度とのかかわりで検討を加えてい
る。関連分野の各制度の概要と問題点が網羅的に明ら
かにされており，また，制度改善に向けたいくつかの
提案もなされている。
第 9章「障害者福祉関係法における『自立』」（矢島
理絵執筆）では，障害者自立支援法の成立に伴い，改
めて障害者の「自立」の法的意味が問われているとの
問題意識の下，身体障害者福祉法を中心に「更生」及
び「自立」概念の変遷がていねいに辿られている。そ
して最後に，「自立」と「差別禁止」とのかかわりに

ついて論じられている。
第 10 章「障害者自立支援法における自立支援」（小
西啓文執筆）は，「福祉施設から一般就労への移行」
という自立支援法のねらいにポイントを置きながら，
この分野の制度と仕組み，及び運用面について検討を
加えている。また，わが国の障害者雇用のモデルとも
なったドイツ重度障害者法から，「障害者がもっと働
ける社会になるための条件整備の例」を紹介し，わが
国の制度にとってどのような意味があるかが検討され
ている。
第 11 章「高齢者の自立支援」（本田達朗執筆）は，
就労支援という観点から高齢者の自立支援について検
討を加えたものである。現行の「就労支援制度」，「就
労につながる所得保障のあり方」，「社会保障負担と自
立支援の関係」など，高齢者の就労支援にかかわる問
題について多面的に検討が加えられている。最後に，
それまでの議論を踏まえていくつかの興味深い改革
案・改善案が提案されている。
第 12 章「医療・介護保険における予防重視型シス
テムへの転換と自立支援」（原田啓一郎執筆）は，近
時の介護保険法改正による予防重視型システムへの転
換や医療制度改革における生活習慣病予防活動の重視
などの動向を踏まえ，自立支援における予防活動のあ
り方について検討を加えている。予防活動が，生活機
能の維持・向上による自立のための条件整備という積
極面を有する一方で，個人の自由や尊厳に対する過剰
な介入の契機となる恐れもあることにも目を向ける必
要があろうとする。
第 13 章「医療・介護サービスにおける利用者の選
択の支援」（石田道彦執筆）では，医療制度改革，社
会福祉基礎構造改革において，情報提供体制の整備を
中心に利用者の選択を支援する制度構築が図られるよ
うになったものの，それらが期待通りには必ずしも機
能していない状況が示される。その上で，情報提供体
制を中心に，医療・介護サービスにおける利用者の選
択に対する支援のあり方が検討されている。
第 14 章「自立支援と権利擁護」（大原利夫執筆）は，
成年後見制度，日常生活自立支援事業，苦情解決制度
という 3つの権利擁護に関わる制度の現状と問題点の
検討を通して，当事者の精神的自立の支援のあり方と
してどのようなことが課題となるかが論じられてい
る。また，アメリカの「代理受取人制度」を紹介しな
がら，認知高齢者への支援の必要性にも言及する。
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終章「自立支援と社会保障」（菊池馨実〈編者〉執筆）
は，形式的には第 2部に置かれているが，むしろ本書
全体の「むすび」という位置づけの章である。まず，
本章執筆者が従来から主張している議論（憲法 13 条
を究極的な社会保障の規範的根拠とする議論）とのか
かわりで，「自律」を尊重することの意義を明らかに
し，次いで「自律」との関連で「自立」概念を整理す
るとともに，「自立」を重視することの意義を明らか
にし，最後に，「自立」の観点からみた社会保障制度
のあるべき方向性について言及する（なお，本章につ
いては，以下でも別途言及する）。

III

いま求められているのは，社会保障制度改革の技術
的な解決法よりも，社会保障の展望をひらいていくた
めの新たな理念であるという本書（第 1章・4頁）の
指摘は，まさにその通りであろう。そして，そうした
新たな理念を「自立」および「自立支援」という文脈
の中で探求していくという本書の提起は，今日的にも
大きな意味のある提起であると言えよう。
このことは，「自立」がそれだけ内容豊かな概念で
あることの証でもあるが，他面で「自立」をめぐる議
論を理念とのかかわりで論じていけるような形で整理
するという意味では，その内容が豊かな分だけ困難さ
が増すということでもある。その点，われわれは，本
書を読むことで，そうした議論を整理していく，ある
いは自分なりの理解を深めていくための多くの有益な
ヒントを得ることができるだろう。
例えば，自立ないし自立支援の問題を読み解い
ていくための理論的フレームワークに関してであ
る。全体を通して本書を読んでみると，「オートノ
ミー autonomy（自律）」と「インディペンデンス
independence（自立）」という大きく 2つに区別され
る視点から，自立（自律）の問題に接近しようとする
フレームワークが見えてくる。ちなみにこの場合の
オートノミーという視点には，人が主体的かつ自由に
自らの生き方を追求できることが含意されており，例
えば「自己決定」あるいは「人格的自立」といった概
念に親和的な視点であるという（終章・358 頁）。ま
た「インディペンデンス」というのは，行為主体とし
ての人の「状態」を示す概念であり，そこでは，経済
的，身体的，社会的な意味でその「生活状態」が独立
できているかどうかが問題となる（同上）。こうした

2つの視点は，とりわけ編者が執筆者でもある終章で
明瞭に見て取れるのだが，本書全体を通して見ても，
表現方法やニュアンスに若干の違いがあるものの，多
かれ少なかれ意識されているフレームワークであるよ
うに思われる。実際，総論的な議論を扱った第 1部の
各章では，おおよそこうした2つの視点が見て取れる。
また各論部分を扱う第 2部の各章では，それぞれの章
が対象とする分野の問題に応じて，インディペンデン
スの視点を中心に論じられている章（6，7，8，11 章），
オートノミーの視点を中心に論じられている章（9，
13，14 章），2つの視点で論じられている章（10，12 章）
と，一様ではないが，例えば 1つの視点から主として
論じられている場合であっても，基本的にはもう 1つ
の視点の存在を前提にして（明示的でないとしても少
なくとも暗黙の前提にして）議論が展開されている。
このように 2つの視点で理論的フレームワークを構

成することは，とくに社会保障法の文脈において自立
（自律）の問題を論じる場合，大きな意味があると考
える。すなわち，自立（自律）の重要性を別に否定す
るわけではないが，自立（とくに自律）が強調される
ことによって，過度に自己責任が強調され，社会保障
の抑制や公的責任の後退へとつながるのではないかと
の危惧が，自立（自律）をめぐる議論において抱かれ
ることが多いからである。確かにこの間の社会保障制
度の動向を見ると，こうした危惧にはそれなりの根拠
があるように思われる。しかし，他方で，自立（自律）
の問題が重要であることもまた事実である。そうした
中，上記のような2つの視点（とくにインディペンデン
スの視点）を認識しておくことには，大きな意味があ
るように思われる。つまり，状態を示す概念である
「インディペンデンス（自立）」というのは，まったく
他者に依存しないことを意味するものではなく，様々
な公的・社会的支援を受けながらの「自立」というこ
とが，当然含意されており，この意味での「自立」の
確保が，「自律」の問題を論じる際の前提となるよう
な立論を可能にするからである。
ところで，2つの視点ということで論じるとするな

らば，当然，その 2つの視点がどのように関係するこ
とになるのかが問われることになろう。この点にか
かわっては，終章の中で次のような記述が見られる。
「（経済的自立〈年金，生活保護など〉，身体的自立〈介
護保険，障害者福祉施策など〉，精神的自立〈成年後
見，日常生活自立支援制度〉のための）諸施策を通じ
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て一定の自立した状態におかれることにより，真の意
味で個人の主体的な生き方の追求が可能となる」。「こ
こに至って，状態としての『自立』に向けた支援が，
目標としての『自律』に向けた支援と重なり合う」（360
頁）。かなり抽象的な言い方であるが，一般的な方向
性の提示としては納得できる考え方であろう。おそら
く具体的なより立ち入った検討というのは，もはや総
論のレベルでは，論じきれない問題なのかも知れな
い。実際，本書の第 2部（各論）の各章をこのような
観点から見ていくことで，2つの視点の具体的なつな
がりの有り様を考えていくための材料やヒントを，数
多く見出すことができるようにも思われる。
なお，自律と自立の関係の仕方の問題というのは，
本書の各所で言及されている自己決定の問題を考える
場合にも関係してくることだと言える。自己決定に関
しては，自律の文脈において論じられるというのが一
般的な受け止め方であろう。実際，この書評でも先に，
自己決定をオートノミー（自律）に親和性のある概念
と言及している。だが，自律的に決めることができた
としても，それを実現する手だてがなければ意味がな
いのは言うまでもなかろう。「絵に描いた餅」ではそ
れこそ意味がないからである。具体的な生活場面で自
己決定を考える際には，その者に決定する実質的な自

由−−いわゆる「ケイパビリティ（潜在能力）」−−
がどれだけあるのかが常に問われなければならないの
である。

IV

本書は，いろいろな読み方が可能な本である。つま
り総論と終章を中心にして，かなり読み応えのある研
究書的なところがある一方で，各論を中心にして，各
分野の制度が分かりやすく説明されており，テキスト
ブック的な読み方も可能である。その意味で，自立や
自立支援の問題に関心を持つ幅広い方たちに読んでも
らえる本であると言えよう。
編者が末尾で次のような指摘を行っている。「（自立

ないし自立支援ということが）時代の『雰囲気』を表
象するひとつのトレンドとして，立法政策や行政運営
その他政策論議などの場面で安易に用いられることの
ないよう，本格的な理論的検討が求められるべき時期
に至っているものと言わねばならない」。この編者の
言葉は，社会保障法学が，今日置かれている状況をま
さに的確に表現しているように思える。こうした課題
に関して，本書が果たすことになる役割は決して小さ
くはないであろう。

（あきもと・みよ　東洋大学教授）
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今日，社会保障の提供体制に踏み込んだ改革が，効率化をはかる目的，市民の地位を権
利として構成する目的，選択の自由を拡大する目的などから行われ，法律上の制度として
運営されてきた社会保障給付が，契約に置き換わる現象が見られるようになっています。
本特集では，典型的な取引契約には見られない特色があることが指摘されつつも，必ず
しも明解に行われてきたわけではなかった公的な社会保障制度の枠組みの中に現れる「契
約」の理論的解明を試みました。本特集が，今後の社会保障制度改革の議論の素地とな
れば幸いです。 （M.O.）
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